
第1項　イタリアの民間徴税請負人

　タインズの会員はイタリアにはつい最近まで民
間の徴税請負人がいたことをご存じだろうか？実
は私も最近その存在を知ったので、なぜ、このよ
うな仕組みが採用されたのかをまず Gemini に調
べさせて、それを補填しながら紹介してみよう。
　イタリア政府は 1973 年に次のような声明を出
している。「イタリア政府は、所得税その他の直
接税の徴収を請負う制度をもう一〇年続けること
を決定した。こうした中世紀的な制度をいまだに
利用しているのは、世界中で、イタリアだけのよ
うである。」（中村英男「イタリアの民間徴税業者」
より引用。大蔵省も 1973 年 11 月 6 日の「海外経
済情報」で紹介しているという）
　実に驚くべきことであるが、イタリアでは第二
次世界大戦後もこのような制度が残っていたこと
になる。第二次世界大戦後、イタリアは国民投票
で国王を廃止し、共和制となり、憲法には「税制は、
累進性の基準に基づいて編成される」という規定
を置きながら、徴税の機構が整備されていなかっ
たことになる。徴税請負人というと古代ローマを
思い浮かべるが、イタリア半島の歴史に深く根差
した、根強い制度的慣行の現れであったが、ここ
では第二次大戦後に絞って説明してみたい。
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　TAINSだより夏号をお届けします。
　税務の繁忙期や総会シーズンもひと段落し、少し落ち着
きを取り戻された頃かと存じます。
　TAINSでは、ユーザーの皆様にとってより使いやすいサー
ビスを提供できるよう、引き続きシステム改修を進めてお
ります。現場でのご意見・ご要望が改良の大きなヒントと
なりますので、ぜひお聞かせください。
　また、毎月リリースされている判例解説の研修動画
「TAINS MOVIE」もご好評をいただいております。通勤時
間などのスキマ時間に気軽に視聴いただける内容となって
おりますので、まだご覧いただいていない方もぜひ一度お
試しください。
　今後とも、TAINS を税理士業務の力強いパートナーとし
てご活用いただけますようお願い申し上げます。
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税金エッセイ・この夏　
　Geminiで確かめてみました！

TAINS編集長

1） 第二次世界大戦後における民間徴税制度の解
　 剖
　第二次世界大戦を経て、イタリア共和国が成立
した後も、19 世紀から続く民間徴税制度は、驚
くべきことにほぼそのままの形で存続した。この
制度は、イタリアの財政システムにおける特異な
存在であり、その具体的な仕組みと存続の背景を
理解することは、後の改革の必然性を知る上で不
可欠である。
　1970 年代初頭の時点でも、イタリアの税務行
政は複数の徴収方式を併用していた。給与所得な
どに対する源泉徴収や、法人税のように納税者が
直接国庫に納付する方式も存在したが、所得税を
はじめとする多くの直接税の徴収において最も大
きな割合を占めていたのが、「徴税名簿による徴
収（riscossione mediante ruoli）」、すなわち民間
の徴税業者「エサットーリ（esattori）」を通じた
徴収であった 。   
　• 徴収対象の税金 : この制度は主に、税務署が
作成した「徴税名簿」に記載された所得税などの
直接税の徴収に用いられた。税務署が税額を査定
し、その徴収業務を民間に委託するという分業体
制が採られていた 。   
　• 徴税人（エサットーリ）: 徴税人は、いかな
る官庁にも所属しない、純粋な民間事業者であっ
た。その形態は多岐にわたり、個人事業主から、

イタリア有数の大銀行や専門の徴税会社までが含
まれていた 。全国に約 2,500 の徴税人が存在し、
彼らはイタリア経済において無視できない影響力
を持つ金融勢力を形成していた。   
　• 免許制度 : 特定地域の徴税業務を行う権利は、
10年を期限とする免許制であり、公開入札によっ
て決定された。ただし、この入札に参加できるの
は、あらかじめ財務省が作成した登録簿に記載さ
れた者に限定されていた。登録簿に記載されるた
めには、成年であるイタリア国民であることに加
え、一定の学歴、資格試験の合格、そして十分な
資力の証明など、厳しい要件を満たす必要があっ
た 。   
　• 手数料「アッジョ（Aggio）」による報酬 : 徴
税人の報酬は、国家からの給与ではなく、「アッ
ジョ（aggio）」と呼ばれる手数料であった。これ
は徴税人が徴収した税額に対して一定の割合で計
算される成功報酬であり、最大で 6.72% に達する
こともあった 。そして、この制度の最も特徴的
かつ問題視された点は、このアッジョが納税者
自身によって、本来の税金に上乗せして支払わ
れたことである 。つまり、納税者は税金を納め
るという義務を果たすために、さらにその徴収
コストまで負担させられていたのである。しか
も納税者が支払う手数料「アッジョ」の料率は、
全国一律ではなかったのである。ある分析によ
れば、手数料率は北イタリアでは平均して税額
の約 1.25% であったのに対し、南イタリアでは
9.70% にも達していた 。この著しい格差の公式
な理由は、「南部では徴税が困難である」という
ものであった。これは、南部の経済基盤の脆弱さ、
脱税の蔓延、そして行政への不信感といった、
いわゆる南北問題を反映したものである。しか
し、結果として生じたのは、経済的に豊かで納
税意識も比較的高い北部の市民が低い手数料を
支払う一方で、経済的に貧しい南部の市民が、
その「徴税の困難さ」のコストを、法外に高い
手数料という形で直接的に負担させられるとい
う、極めて倒錯した現実であった。   

2）スキャンダル
　民間徴税制度と聞いただけで「腐敗」を連想

するが、大手徴税会社 Aipa（Agenzia Italiana 
per le Pubbliche Amministrazioni）を巡るスキャ
ンダルがその象徴であった。Aipa は全国約 800
もの自治体から徴税業務を請け負っていたが、
司法当局の捜査により、市民が支払った税金の
うち少なくとも 1 億 5000 万ユーロが「消失」
していたことが明らかになった 。横領された資
金は、経営陣によってボツワナの農場や米ワイ
オミング州の牧場、さらには観光会社の株式購
入といった、私的な資産形成のために流用され
ていた。この事件は、民間委託が単なる行政手
法の問題ではなく、国富の収奪にまで至る危険
性を白日の下に晒したのである。   

3）2017年改革：国家機構への完全統合
　こうした経験もあり、イタリアはようやく
2016 年 10 月 22 日の緊急政令第 193 号（2016 年
法律第 225 号として承認）をだし、2017 年 7月 1
日をもって、民間制度はなくなり、その機能、
資産、負債はすべて、新たに設立された
**Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER、歳入
庁・徴収局 )** に引き継がれた。AdER は、「ente 
pubblico economico（公的経済法人）」と位置づ
けられ、歳入庁の業務を補完する下部機関とし
て、その指揮監督下に置かれることになった 。

4）ポイント　
　イタリアにおける民間徴税人「エサットーリ」
から公的機関「歳入庁・徴収局」への長い道の
りは、単なる財政政策の変遷史ではない。それは、
近代化、強力で効率的な中央国家の建設、そし
て財政的正当性を巡る国家と市民の複雑な関係
性といった、第二次世界大戦後のイタリアが直
面したより広範な闘いの縮図である。日本が島
国で、明治以来国の形が変わらず、ある意味で
強権的な統一が可能であったのに対し、イタリ
アの物語は、制度改革がいかに困難で、試行錯
誤を伴う長期的なプロセスであるか、そして一
つの問題を解決することが新たな課題を生み出
す可能性があることを、我々に教えてくれる。
イタリアの経験は、国家の最も基本的な機能の
一つである徴税が、単なる技術的な手続きでは

なく、その国の歴史、社会構造、そして統治のあ
り方そのものを映し出す鏡であることを、雄弁に物
語っているようだ。

第２項　租税特別措置をわかりやすく

　次に、税理士さんを悩ませる租税特別措置を
どうわかりやすくできるかに、取り組んでみよ
う。
　現行の特別措置法は市販の解説書等で調べな
い限り、一読してもわからない状況である。私は、
租税特別措置法の６４条と６４条の２にそれぞ
れの施行令、施行規則を加えたものをコピペし
て、PDF に変更した上で、まず、google の
notebookLMに読み込ませ、こういう設問をして
みた。「収用に伴い初年度は特別勘定を設けまし
たが、翌年以降チェックしなければならないポ
イントをわかりやすく教えてください」。その答
えが下記の通りであった。

収用に伴い初年度に特別勘定を設けられた
とのこと、翌年以降にチェックすべきポイ
ントを以下にわかりやすくご説明します。
租税特別措置法に基づく収用等の場合の課

税の特例では、代替資産の取得を通じて課税
の繰延べを行うための「特別勘定」制度が設
けられています。初年度に特別勘定を設けた
後、主に以下の点について継続的な確認が必
要です。
-------------------------------------------------------------------------------- 

翌年以降にチェックすべきポイント
1. 代替資産の取得期間（指定期間）の確認
　1 特別勘定を設けた主な目的は、収用等に
よって譲渡した資産に代わる「代替資産」
を取得することです。この代替資産の取得
には期間制限があります。
◦原則 : 収用等があった日を含む事業年度終
了の日の翌日から 2 年以内に代替資産を取
得する必要があります。この期間を「指定
期間」といいます。
◦期間の延長 : 以下のような「やむを得ない
事情」がある場合、指定期間が延長される
ことがあります。
▪事業の完了遅延 : 収用等に係る事業の全部
または一部が完了しないため、代替資産の
取得が困難な場合。この場合、収用等があっ
た日から最長で 4 年と 6ヶ月まで延長され
ることがあります。税務署長の承認が必要
となるケースもあります。
▪工場等の建設・移転 : 工場、事務所など
の建物、構築物、機械装置の敷地造成や建設・
移転に通常 2 年を超える期間を要する場合。
この場合、代替資産の取得が確実と認めら
れる日から最長で 3 年まで延長されること
があります。
▪特定非常災害 : 特定非常災害に起因する
やむを得ない事情で代替資産の取得が困難
になった場合、税務署長の承認を受けるこ
とで指定期間が延長されることがあります。
◦これらの延長事由に該当するかどうかを
定期的に確認し、必要な場合は所轄税務署
長への承認申請（指定期間の末日までに提
出）を行う必要があります。

2. 代替資産の取得状況と特別勘定の処理 
指定期間内に代替資産を取得できたかどう
かで、特別勘定の処理が変わります。
◦代替資産を取得した場合 :
▪代替資産を取得した日を含む事業年度の確
定した決算において、その代替資産の取得価
額に「差益割合」を乗じて計算した金額（「圧
縮限度額」）の範囲内で、帳簿価額を損金経
理により減額するか、または積立金として積
み立てる方法で経理することができます。
▪同時に、特別勘定の金額のうち、代替資
産の取得価額に差益割合を乗じて計算した
金額に相当する金額を、代替資産を取得し
た日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
益金に算入します。
▪この処理により、特別勘定が取り崩され、
税務上の繰延べ効果が適用されます。
▪差益割合とは : 収用等に伴う補償金、対価、
または清算金の額から、譲渡した資産の譲
渡直前の帳簿価額を控除した残額が、当該
補償金等の額に占める割合を指します。
◦代替資産を取得しなかった場合、または
指定期間が満了した場合 :
▪指定期間を経過する日において、特別勘
定に残額がある場合、その特別勘定の残額
は、指定期間が経過する日を含む事業年度
の所得の金額の計算上、益金に算入されま
す。つまり、この時点で繰り延べられてい
た所得が課税対象となります。

3. 特別勘定の益金算入事由の確認
　代替資産の取得の有無以外にも、特別勘定
が益金に算入されるケースがあります。以下
のいずれかに該当しないか確認が必要です。
◦指定期間内に、特別勘定の金額を代替資
産の取得以外の目的で取り崩した場合。
◦法人が指定期間内に解散した場合（合併
により解散した場合を除く）。
◦法人が指定期間内に、自らを被合併法人
とする適格合併以外の合併を行った場合。
◦法人が、非適格株式交換等を行った場合（特

別勘定の金額が1,000万円未満のものを除く）。
◦法人が、連結納税制度における通算開始法
人、通算加入法人、または通算終了法人に該
当することとなった場合（特別勘定の金額が
1,000 万円未満のものを除く）。

4. 申告・書類保存要件の遵守
◦収用等の特例を適用するためには、確定申
告書等に損金算入額の記載と、その計算に関
する明細書の添付が必要です。
◦また、収用等があったことを証明する書類
（例：都市再開発事業の施行者の証明書類な
ど）の保存が義務付けられています。
◦指定期間の延長承認を受けた場合、そのや
むを得ない事情の詳細、代替資産の取得予定
年月日、取得価額の見積額などを記載した書
類の添付も必要です。

5. 組織再編時における特別勘定の引継ぎ
◦適格合併、適格分割、適格現物出資を行っ
た場合、特別勘定の金額は、合併法人等に引
き継がれることがありますこの場合、引き継
ぎ後の法人において、上記の指定期間の管理
や代替資産の取得義務が継続します。
◦引き継ぎを行う際は、税務署への所定の書
類の提出が必要です。
これらのポイントを定期的に確認し、適切な
会計処理と税務申告を行うことが、収用等に
伴う課税の特例を最大限に活用し、税負担を
適正に管理する上で重要となります。

とまあ、こんな風になった。かなりわかりやすく
なっていると思われる。もっともこれを読んで安
心してもいけない。何か忘れているかもしれない。
　いずれにせよ、このような、難しい規定は申請を
受けたい納税者が税務署に「＊＊の特例を受けたい」
という申請書類を出させて、数ヶ月以内に税務署が
賦課処分をする方式に変えろ！要件等は税務署が調
べ、納税者に提出を依頼し、解釈をミスしたときは
税務署の間違いなので、納税者を救済せよ！

第３項　累進的付加付加価値税（VAT）         
　          をめざしませんか？
１）はじめに
　私は、消費税の逆進性は問題でやはりこれに頼
るのは危ないと思いつつ、廃止しろ、とまではい
えない状態で悩んできた。しかし、国際通貨基金
（IMF）が 2024 年 4 月に発表したワーキングペー
パー「累進的VATの設計」に衝撃を受け、これだ！
と思った。1980 年代、所得税に変わり、人の支出
を課税標準にする制度が注目されたことがあった。
確かに、所得税は生きていくためにもらう労働者
の賃金は「所得」として必ず課税されるのに、企
業を支配している人たちは配当等は実現させなく
とも企業の価値を増殖していける。結局、働く貧
しいものだけを累進課税に服させるのが所得税
で、本当の富裕者は所得税の対象から外れている
ことから比べれば、消費に課税するのはより合理
的だからである。でも、それを具体化するのは当
時では無理でいつの間にか消えていたが、今の消
費税を累進化できるのであれば、所得税より、公
平な税構造が実現すると思われる。本稿では、昨
年 IMF の｢累進的消費税構想｣が現在世界の研究
者にどううけとめられているか、を Gemini に以
下のように調べさせた。

２）VAT の根深い逆進性問題と「累進的 VAT」の
　　登場
　付加価値税（VAT）は、世界 160 カ国以上で導
入され、経済活動への歪みが少なく効率的に巨額
の税収を確保できる「マネーマシン」として、現
代税制の成功例とされてきた 。しかし、その成功
には常に「逆進性」という影がつきまとってき
た 。逆進性とは、消費に対して一律に課税される
ため、所得の大部分を消費に充てる低所得世帯ほ
ど、所得に占める実質的な税負担率が高くなる性
質を指す 。この公平性の問題は、VAT 導入以来、
絶えず政策論争の中心にあり続けてきた 。
　こうした中、近年、VAT の逆進性問題への新た
なアプローチとして「累進的 VAT」が注目を集め
ている 。特に、IMFが 2024年 4月に発表したワー
キングペーパーは、この議論を国際的な政策課題
の最前線に押し上げた 。世界経済が政府債務の増
大、成長の鈍化、格差拡大という三重の課題に直
面する中、単に歳入を確保するだけでなく、より
公平な方法で歳入を動員する必要性が高まってい
る 。累進的 VAT は、これまで効率性を目的とし
てきた VAT を、再分配という社会的機能も果た
せるように再設計しようという、新たな時代の要
請に応えるパラダイムシフトの試みなのである 。

３）逆進性対策の変遷：伝統的手法から理論的最
　　適解へ
　VAT の逆進性を緩和する最も一般的な方法は、
食料品などの生活必需品に軽減税率や非課税措置を
適用する「伝統的アプローチ」である 。しかし、
この手法は、その恩恵が高所得世帯にも多大に及ぶ
ため、ターゲットを絞り込めていない非効率な再
分配手段であるという点で、国際的な学術研究の
見解がほぼ一致している 。
　これに対し、学術界では「現代的アプローチ」、
すなわち「広範な課税ベースを持つ単一税率の
VAT と、低所得世帯を対象とした現金給付制度の
組み合わせ」が、理論的に最も優れた解決策であ
るというコンセンサスが確立されている 。この方
法は、VAT の効率性を最大限に活かしつつ、公平
性の目標はターゲットを絞った直接給付で達成し
ようとするものだ 。
　しかし、この理論的な最適解と、多くの国が依
然として軽減税率を採用している現実との間に
は、大きな「理論と実践のギャップ」が存在す
る 。このギャップを生んでいるのは、有権者が「既
存の恩恵（軽減税率）を取り上げられ、後から新
たな給付が与えられる」という政策に不信感を抱
きやすいことや、福祉給付の受け取りに社会的な
「スティグマ（負の烙印）」を感じる人がいること
など、政治的・社会心理学的な要因である 。IMF
らが提唱する新しい累進的 VAT は、まさにこの
ギャップをテクノロジーで埋めようとする挑戦と
言える。

４）新たな解決策：IMF の「リアルタイム還付型」
　　累進VAT
　IMF が提案するモデルは、最先端のデジタル技
術を活用し、VAT の逆進性を根本的に解消しよ
うとする革新的な構想である 。
基本構造 : 経済効率性を最大化するため、例外を
排した「単一税率・広範な課税ベース」を原則と
する 。その上で、VATによる負担を相殺するため、
低所得世帯に対して補償的な給付を行う 。
メカニズム : 最も革新的なのは、その実行メカニ
ズムである 。消費者が店舗で支払いをする際に、

デジタル ID（日本のマイナンバーカードに相当）
を通じて個人を識別 。システムが事前に登録され
た所得情報と連携し、その消費者が補償給付の対
象者かを瞬時に判定する 。対象者であれば、購入
金額に含まれる VAT 額が計算され、その場で即
座に銀行口座やデジタルウォレットに還付され
る 。
真の狙い : このモデルの革新性は、経済合理性だ
けでなく、政治的・社会心理的な障壁を乗り越え
ようとする点にある 。レジでの支払いの瞬間に「課
税」と「還付」が同時に起こることで、消費者の
体験は「税金を払い、福祉を受け取る」というも
のではなく、「単に割引を受ける」という感覚に近
いものへと「リフレーミング（再構成）」される 。
この心理的な仕掛けによって、有権者の抵抗感を
和らげ、スティグマを解消し、政治的な実現可能
性を高めることが最大の狙いなのである 。

5）実現に向けた技術、課題、そしてリスク
　累進的 VAT の構想は、技術的には現実味を帯び
てきている。ブラジルの脱税対策プログラム
「Nota Fiscal Paulista」では、消費者が納税者番号
を提示することで取引情報がリアルタイムに報告
され、脱税防止に大きな成果を上げた 。また、中
国は 2025 年から外国人観光客向けの VAT 即時還
付制度を開始しており、リアルタイムでの税還付
メカニズムが技術的に可能であることを示してい
る 。
　しかし、その実現には重大なリスクも伴う 。政
府が「誰が、いつ、どこで、何を買ったか」という
個人の全購買行動をリアルタイムで追跡することを
意味し、深刻なプライバシー侵害であり、監視社会
への道を開くとの批判は免れない からである。

６）日本への示唆：より公平な消費税への道筋
　累進的 VAT の根底にある「単一税率＋現金給
付」という思想は、日本で長年「給付付き税額控除」
として議論されてきたテーマと軌を一にするもの
である 。注目すべきは、2015 年に財務省が検討
した「日本型軽減税率制度」という構想だ 。これは、
マイナンバーカードを活用し、所得制限付きで消

費税の軽減相当額をポイントなどで還付する案で
あり、まさに IMF が提唱するリアルタイム還付モ
デルの原型と言える 。
　この構想は当時、マイナンバーカードの普及率
の低さなどを理由に頓挫したが、その後のデジ
タル化の進展により、技術的・社会的障壁は大
幅に低下している 。IMF という国際的な権威に
よる理論的裏付けは、かつて国内で頓挫した構
想に新たな政治的推進力を与える可能性があ
る 。

　Gemini は様々なインターネット上の文献等を調
べて無難な回答をしてきている。私は、将来の安
定した国家を作るためにはこれが現在のところベ
ストだろうと考えている。読者の皆さんはいかが
であろうか？

第４項　戦後財務省不祥事ワースト１　　
　Gemini に戦後の財務省の不祥事ワースト 5を選
出せよと命じてみた。読者と一致しているだろう
か？Gemini によれば、

であった。個人的には森友事件だと思うが、
Gemini が第 1位にした理由をみてみよう。

１）腐敗の構造：「ノーパンしゃぶしゃぶ」と　　
　　「MOF担」
　1990 年代、大蔵省と金融業界の関係は、構造的
かつ常態的な汚職によって蝕まれていた 。その腐
敗の象徴として国民の記憶に刻まれたのが、「ノー
パンしゃぶしゃぶ」と呼ばれる飲食店であった。
　ここでは、大蔵省の幹部官僚たちが、自らが監督・
検査すべき銀行や証券会社からの過剰な接待漬け
になっていた 。この生々しいスキャンダルは、抽
象的だった官僚腐敗の概念を、国民にとって直感
的で許しがたいものへと変えた 。   
　この事件で明らかになったのは、「MOF 担（モ
フたん）」と呼ばれる、金融機関内に設置された大
蔵省担当者の存在である。彼らの唯一の任務は、
大蔵官僚を接待し、懐柔することであった 。これ
は単発の贈収賄ではなく、深く常態化したビジネ
ス慣行だったのである。接待の見返りとして、官
僚たちは金融機関にとって死活的に重要な情報、
とりわけ抜き打ちで行われる金融検査の日程や対
象支店といった最高機密を漏洩していた 。  
 
2）国家経済への影響：金融危機における機能不
　 全
　この倫理的腐敗は、単なる風紀の乱れではなかっ
た。それは、日本の金融システムがバブル崩壊後
の不良債権問題で未曾有の危機に瀕していた、ま
さにその最中に起きていた。危機管理を担うべき
監督官庁そのものが、監督対象によって骨抜きに
されていたのである。
　規制する側とされる側の癒着は、大蔵省が断固
たる措置を講じる能力を直接的に奪った。銀行は、
漏洩された検査情報を利用して、自らが抱える不
良債権の実態を検査官から隠蔽した 。スキャンダ
ルの発覚は、大蔵省の信頼性を完全に粉砕した。
　国民の激しい怒りのため、政府は大蔵省が信用
できないという状況下で、公的資金（税金）を使っ
た銀行救済策をタイムリーに打ち出すことが政治
的に不可能となった 。この政策決定の麻痺が、日
本の「失われた 10 年」をさらに深刻化させ、長
期化させる一因となったのである 。   

３）革命：「財金分離」と一つの時代の終わり
　このスキャンダルがもたらした衝撃は、それま
で誰もが想像し得なかった結末、すなわち大蔵省
そのものの解体へと至った。国民と政界からの突
き上げるような批判は、歴史的な「財政・金融機
能の分離（財金分離）」へと結実した 。   
　1998 年、大蔵省の権力の源泉であった銀行局と
証券局が本体から切り離され、独立した行政機関
である金融監督庁（後の金融庁）が設置された 。
さらに 2001 年の中央省庁再編では、輝かしい歴
史を持つ「大蔵省」の名称そのものが廃止され、
より権能の限定された「財務省」へと改称された。
これは、腐敗したイメージを払拭する狙いがあっ
た 。大蔵省最後の蔵相であった宮澤喜一氏が、新
しい「財務省」の看板の揮毫を拒んだという逸話
は、自らが属した母校ともいえる組織の解体に対
する、象徴的な抵抗であった 。   
　この事件は他にも、若手エリート官僚が税務署
長に就任する「若殿研修」の廃止や、国家公務員
倫理法の制定といった、重要な改革の引き金と
なった 。   

4）結論：なぜこれがワースト1位なのか
　大蔵省接待汚職事件が戦後史における最悪のス
キャンダルと位置づけられるのは、その卑猥な詳
細や、処分（112 人）および逮捕された官僚の数
の多さだけが理由ではない 。その帰結が、革命的
であったからである。 この事件は、日本の近代史
上、最も強力で歴史ある官庁の、組織的かつ制度
的な失敗が、その存在自体を許容できないレベル
にまで達していることを白日の下に晒した。そし
て、その失敗が、国家の統治機構そのものを根本
的かつ恒久的に作り変えるという、直接的な結果
をもたらした。他のいかなるスキャンダルも、日
本国家の構造自体にこれほど直接的で変革的な影
響を与えたものはない。

5） 分析と考察
　この事件は、1980 年代のバブル経済がもたら
した、遅れてきた直接的な帰結であった。バブル
期に大蔵省が「行政指導」の名の下に振るった絶

大な裁量権は、絶対的な傲慢さと、民間セクター
との癒着が常態化する土壌を育んだ。1998 年のス
キャンダルは、このバブル時代の統治モデルが、
壮絶な形で崩壊した瞬間であった。好景気の時代
には機能しているように見えたこの癒着システム
は、不況下では国家経済を蝕む致命的な欠陥と
なったのである。金融庁の創設は画期的な改革で
あったが、同時に新たな長期的課題も生み出した。
それは経済政策決定の断片化であり、財政の健全
性を担う財務省と、金融システムの安定性を担う
金融庁との間で、時に政策の齟齬や摩擦を生じさ
せることになった。一つの危機への解決策が、将
来の政策協調における問題の種を蒔いたともいえ
る。

結論：財務省に受け継がれるDNA
　これら5つの事件の分析から、大蔵・財務省の「傲
慢のDNA」を構成する共通の糸が浮かび上がる。

権力の傲慢さ：自らはエリートであり、他者を律
する法や規範を超越した存在であるという、省内
に根強く存在する特権意識。
権力集中の弊害：財政と金融という絶大な権限の
一極集中が、いかに必然的に腐敗を生み出すかと
いう現実。
説明責任の不在：1948 年の政治家たちの無罪判決
から、2018 年の幹部たちの不起訴に至るまで、組
織の上層部や政治家が意味のある責任を免れ続け
るという、繰り返されるパターン。

　どうだろうか。なかなか鋭い分析をしているで
はないだろうか。では、税理士の不祥事ワースト
５も取り上げたいところであるが、背中が寒くな
り、真夏の怪談になりかねないので、ここで辞め
ておこう。皆さん、どうか、猛暑を乗り切ってい
ただきたい。
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税金エッセイ・この夏　
Geminiで確かめてみました！

青山学院大学名誉教授　　三木　義一

　　　

第1項　イタリアの民間徴税請負人

　タインズの会員はイタリアにはつい最近まで民
間の徴税請負人がいたことをご存じだろうか？実
は私も最近その存在を知ったので、なぜ、このよ
うな仕組みが採用されたのかをまず Gemini に調
べさせて、それを補填しながら紹介してみよう。
　イタリア政府は 1973 年に次のような声明を出
している。「イタリア政府は、所得税その他の直
接税の徴収を請負う制度をもう一〇年続けること
を決定した。こうした中世紀的な制度をいまだに
利用しているのは、世界中で、イタリアだけのよ
うである。」（中村英男「イタリアの民間徴税業者」
より引用。大蔵省も 1973 年 11 月 6 日の「海外経
済情報」で紹介しているという）
　実に驚くべきことであるが、イタリアでは第二
次世界大戦後もこのような制度が残っていたこと
になる。第二次世界大戦後、イタリアは国民投票
で国王を廃止し、共和制となり、憲法には「税制は、
累進性の基準に基づいて編成される」という規定
を置きながら、徴税の機構が整備されていなかっ
たことになる。徴税請負人というと古代ローマを
思い浮かべるが、イタリア半島の歴史に深く根差
した、根強い制度的慣行の現れであったが、ここ
では第二次大戦後に絞って説明してみたい。
　　　

1） 第二次世界大戦後における民間徴税制度の解
　 剖
　第二次世界大戦を経て、イタリア共和国が成立
した後も、19 世紀から続く民間徴税制度は、驚
くべきことにほぼそのままの形で存続した。この
制度は、イタリアの財政システムにおける特異な
存在であり、その具体的な仕組みと存続の背景を
理解することは、後の改革の必然性を知る上で不
可欠である。
　1970 年代初頭の時点でも、イタリアの税務行
政は複数の徴収方式を併用していた。給与所得な
どに対する源泉徴収や、法人税のように納税者が
直接国庫に納付する方式も存在したが、所得税を
はじめとする多くの直接税の徴収において最も大
きな割合を占めていたのが、「徴税名簿による徴
収（riscossione mediante ruoli）」、すなわち民間
の徴税業者「エサットーリ（esattori）」を通じた
徴収であった 。   
　• 徴収対象の税金 : この制度は主に、税務署が
作成した「徴税名簿」に記載された所得税などの
直接税の徴収に用いられた。税務署が税額を査定
し、その徴収業務を民間に委託するという分業体
制が採られていた 。   
　• 徴税人（エサットーリ）: 徴税人は、いかな
る官庁にも所属しない、純粋な民間事業者であっ
た。その形態は多岐にわたり、個人事業主から、

イタリア有数の大銀行や専門の徴税会社までが含
まれていた 。全国に約 2,500 の徴税人が存在し、
彼らはイタリア経済において無視できない影響力
を持つ金融勢力を形成していた。   
　• 免許制度 : 特定地域の徴税業務を行う権利は、
10年を期限とする免許制であり、公開入札によっ
て決定された。ただし、この入札に参加できるの
は、あらかじめ財務省が作成した登録簿に記載さ
れた者に限定されていた。登録簿に記載されるた
めには、成年であるイタリア国民であることに加
え、一定の学歴、資格試験の合格、そして十分な
資力の証明など、厳しい要件を満たす必要があっ
た 。   
　• 手数料「アッジョ（Aggio）」による報酬 : 徴
税人の報酬は、国家からの給与ではなく、「アッ
ジョ（aggio）」と呼ばれる手数料であった。これ
は徴税人が徴収した税額に対して一定の割合で計
算される成功報酬であり、最大で 6.72% に達する
こともあった 。そして、この制度の最も特徴的
かつ問題視された点は、このアッジョが納税者
自身によって、本来の税金に上乗せして支払わ
れたことである 。つまり、納税者は税金を納め
るという義務を果たすために、さらにその徴収
コストまで負担させられていたのである。しか
も納税者が支払う手数料「アッジョ」の料率は、
全国一律ではなかったのである。ある分析によ
れば、手数料率は北イタリアでは平均して税額
の約 1.25% であったのに対し、南イタリアでは
9.70% にも達していた 。この著しい格差の公式
な理由は、「南部では徴税が困難である」という
ものであった。これは、南部の経済基盤の脆弱さ、
脱税の蔓延、そして行政への不信感といった、
いわゆる南北問題を反映したものである。しか
し、結果として生じたのは、経済的に豊かで納
税意識も比較的高い北部の市民が低い手数料を
支払う一方で、経済的に貧しい南部の市民が、
その「徴税の困難さ」のコストを、法外に高い
手数料という形で直接的に負担させられるとい
う、極めて倒錯した現実であった。   

2）スキャンダル
　民間徴税制度と聞いただけで「腐敗」を連想

するが、大手徴税会社 Aipa（Agenzia Italiana 
per le Pubbliche Amministrazioni）を巡るスキャ
ンダルがその象徴であった。Aipa は全国約 800
もの自治体から徴税業務を請け負っていたが、
司法当局の捜査により、市民が支払った税金の
うち少なくとも 1 億 5000 万ユーロが「消失」
していたことが明らかになった 。横領された資
金は、経営陣によってボツワナの農場や米ワイ
オミング州の牧場、さらには観光会社の株式購
入といった、私的な資産形成のために流用され
ていた。この事件は、民間委託が単なる行政手
法の問題ではなく、国富の収奪にまで至る危険
性を白日の下に晒したのである。   

3）2017年改革：国家機構への完全統合
　こうした経験もあり、イタリアはようやく
2016 年 10 月 22 日の緊急政令第 193 号（2016 年
法律第 225 号として承認）をだし、2017 年 7月 1
日をもって、民間制度はなくなり、その機能、
資産、負債はすべて、新たに設立された
**Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER、歳入
庁・徴収局 )** に引き継がれた。AdER は、「ente 
pubblico economico（公的経済法人）」と位置づ
けられ、歳入庁の業務を補完する下部機関とし
て、その指揮監督下に置かれることになった 。

4）ポイント　
　イタリアにおける民間徴税人「エサットーリ」
から公的機関「歳入庁・徴収局」への長い道の
りは、単なる財政政策の変遷史ではない。それは、
近代化、強力で効率的な中央国家の建設、そし
て財政的正当性を巡る国家と市民の複雑な関係
性といった、第二次世界大戦後のイタリアが直
面したより広範な闘いの縮図である。日本が島
国で、明治以来国の形が変わらず、ある意味で
強権的な統一が可能であったのに対し、イタリ
アの物語は、制度改革がいかに困難で、試行錯
誤を伴う長期的なプロセスであるか、そして一
つの問題を解決することが新たな課題を生み出
す可能性があることを、我々に教えてくれる。
イタリアの経験は、国家の最も基本的な機能の
一つである徴税が、単なる技術的な手続きでは

なく、その国の歴史、社会構造、そして統治のあ
り方そのものを映し出す鏡であることを、雄弁に物
語っているようだ。

第２項　租税特別措置をわかりやすく

　次に、税理士さんを悩ませる租税特別措置を
どうわかりやすくできるかに、取り組んでみよ
う。
　現行の特別措置法は市販の解説書等で調べな
い限り、一読してもわからない状況である。私は、
租税特別措置法の６４条と６４条の２にそれぞ
れの施行令、施行規則を加えたものをコピペし
て、PDF に変更した上で、まず、google の
notebookLMに読み込ませ、こういう設問をして
みた。「収用に伴い初年度は特別勘定を設けまし
たが、翌年以降チェックしなければならないポ
イントをわかりやすく教えてください」。その答
えが下記の通りであった。

収用に伴い初年度に特別勘定を設けられた
とのこと、翌年以降にチェックすべきポイ
ントを以下にわかりやすくご説明します。
租税特別措置法に基づく収用等の場合の課

TAINS編集長

　この夏、裁判のことはひとまず忘れて、税制のあれこれを考えてみましょう｡本稿は三木
がGemini に命令して調べさせたものと、それに適合する絵も描かせてみたものです！！

税の特例では、代替資産の取得を通じて課税
の繰延べを行うための「特別勘定」制度が設
けられています。初年度に特別勘定を設けた
後、主に以下の点について継続的な確認が必
要です。
-------------------------------------------------------------------------------- 

翌年以降にチェックすべきポイント
1. 代替資産の取得期間（指定期間）の確認
　1 特別勘定を設けた主な目的は、収用等に
よって譲渡した資産に代わる「代替資産」
を取得することです。この代替資産の取得
には期間制限があります。
◦原則 : 収用等があった日を含む事業年度終
了の日の翌日から 2 年以内に代替資産を取
得する必要があります。この期間を「指定
期間」といいます。
◦期間の延長 : 以下のような「やむを得ない
事情」がある場合、指定期間が延長される
ことがあります。
▪事業の完了遅延 : 収用等に係る事業の全部
または一部が完了しないため、代替資産の
取得が困難な場合。この場合、収用等があっ
た日から最長で 4 年と 6ヶ月まで延長され
ることがあります。税務署長の承認が必要
となるケースもあります。
▪工場等の建設・移転 : 工場、事務所など
の建物、構築物、機械装置の敷地造成や建設・
移転に通常 2 年を超える期間を要する場合。
この場合、代替資産の取得が確実と認めら
れる日から最長で 3 年まで延長されること
があります。
▪特定非常災害 : 特定非常災害に起因する
やむを得ない事情で代替資産の取得が困難
になった場合、税務署長の承認を受けるこ
とで指定期間が延長されることがあります。
◦これらの延長事由に該当するかどうかを
定期的に確認し、必要な場合は所轄税務署
長への承認申請（指定期間の末日までに提
出）を行う必要があります。

2. 代替資産の取得状況と特別勘定の処理 
指定期間内に代替資産を取得できたかどう
かで、特別勘定の処理が変わります。
◦代替資産を取得した場合 :
▪代替資産を取得した日を含む事業年度の確
定した決算において、その代替資産の取得価
額に「差益割合」を乗じて計算した金額（「圧
縮限度額」）の範囲内で、帳簿価額を損金経
理により減額するか、または積立金として積
み立てる方法で経理することができます。
▪同時に、特別勘定の金額のうち、代替資
産の取得価額に差益割合を乗じて計算した
金額に相当する金額を、代替資産を取得し
た日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
益金に算入します。
▪この処理により、特別勘定が取り崩され、
税務上の繰延べ効果が適用されます。
▪差益割合とは : 収用等に伴う補償金、対価、
または清算金の額から、譲渡した資産の譲
渡直前の帳簿価額を控除した残額が、当該
補償金等の額に占める割合を指します。
◦代替資産を取得しなかった場合、または
指定期間が満了した場合 :
▪指定期間を経過する日において、特別勘
定に残額がある場合、その特別勘定の残額
は、指定期間が経過する日を含む事業年度
の所得の金額の計算上、益金に算入されま
す。つまり、この時点で繰り延べられてい
た所得が課税対象となります。

3. 特別勘定の益金算入事由の確認
　代替資産の取得の有無以外にも、特別勘定
が益金に算入されるケースがあります。以下
のいずれかに該当しないか確認が必要です。
◦指定期間内に、特別勘定の金額を代替資
産の取得以外の目的で取り崩した場合。
◦法人が指定期間内に解散した場合（合併
により解散した場合を除く）。
◦法人が指定期間内に、自らを被合併法人
とする適格合併以外の合併を行った場合。
◦法人が、非適格株式交換等を行った場合（特

別勘定の金額が1,000万円未満のものを除く）。
◦法人が、連結納税制度における通算開始法
人、通算加入法人、または通算終了法人に該
当することとなった場合（特別勘定の金額が
1,000 万円未満のものを除く）。

4. 申告・書類保存要件の遵守
◦収用等の特例を適用するためには、確定申
告書等に損金算入額の記載と、その計算に関
する明細書の添付が必要です。
◦また、収用等があったことを証明する書類
（例：都市再開発事業の施行者の証明書類な
ど）の保存が義務付けられています。
◦指定期間の延長承認を受けた場合、そのや
むを得ない事情の詳細、代替資産の取得予定
年月日、取得価額の見積額などを記載した書
類の添付も必要です。

5. 組織再編時における特別勘定の引継ぎ
◦適格合併、適格分割、適格現物出資を行っ
た場合、特別勘定の金額は、合併法人等に引
き継がれることがありますこの場合、引き継
ぎ後の法人において、上記の指定期間の管理
や代替資産の取得義務が継続します。
◦引き継ぎを行う際は、税務署への所定の書
類の提出が必要です。
これらのポイントを定期的に確認し、適切な
会計処理と税務申告を行うことが、収用等に
伴う課税の特例を最大限に活用し、税負担を
適正に管理する上で重要となります。

とまあ、こんな風になった。かなりわかりやすく
なっていると思われる。もっともこれを読んで安
心してもいけない。何か忘れているかもしれない。
　いずれにせよ、このような、難しい規定は申請を
受けたい納税者が税務署に「＊＊の特例を受けたい」
という申請書類を出させて、数ヶ月以内に税務署が
賦課処分をする方式に変えろ！要件等は税務署が調
べ、納税者に提出を依頼し、解釈をミスしたときは
税務署の間違いなので、納税者を救済せよ！

第３項　累進的付加付加価値税（VAT）         
　          をめざしませんか？
１）はじめに
　私は、消費税の逆進性は問題でやはりこれに頼
るのは危ないと思いつつ、廃止しろ、とまではい
えない状態で悩んできた。しかし、国際通貨基金
（IMF）が 2024 年 4 月に発表したワーキングペー
パー「累進的VATの設計」に衝撃を受け、これだ！
と思った。1980 年代、所得税に変わり、人の支出
を課税標準にする制度が注目されたことがあった。
確かに、所得税は生きていくためにもらう労働者
の賃金は「所得」として必ず課税されるのに、企
業を支配している人たちは配当等は実現させなく
とも企業の価値を増殖していける。結局、働く貧
しいものだけを累進課税に服させるのが所得税
で、本当の富裕者は所得税の対象から外れている
ことから比べれば、消費に課税するのはより合理
的だからである。でも、それを具体化するのは当
時では無理でいつの間にか消えていたが、今の消
費税を累進化できるのであれば、所得税より、公
平な税構造が実現すると思われる。本稿では、昨
年 IMF の｢累進的消費税構想｣が現在世界の研究
者にどううけとめられているか、を Gemini に以
下のように調べさせた。

２）VAT の根深い逆進性問題と「累進的 VAT」の
　　登場
　付加価値税（VAT）は、世界 160 カ国以上で導
入され、経済活動への歪みが少なく効率的に巨額
の税収を確保できる「マネーマシン」として、現
代税制の成功例とされてきた 。しかし、その成功
には常に「逆進性」という影がつきまとってき
た 。逆進性とは、消費に対して一律に課税される
ため、所得の大部分を消費に充てる低所得世帯ほ
ど、所得に占める実質的な税負担率が高くなる性
質を指す 。この公平性の問題は、VAT 導入以来、
絶えず政策論争の中心にあり続けてきた 。
　こうした中、近年、VAT の逆進性問題への新た
なアプローチとして「累進的 VAT」が注目を集め
ている 。特に、IMFが 2024年 4月に発表したワー
キングペーパーは、この議論を国際的な政策課題
の最前線に押し上げた 。世界経済が政府債務の増
大、成長の鈍化、格差拡大という三重の課題に直
面する中、単に歳入を確保するだけでなく、より
公平な方法で歳入を動員する必要性が高まってい
る 。累進的 VAT は、これまで効率性を目的とし
てきた VAT を、再分配という社会的機能も果た
せるように再設計しようという、新たな時代の要
請に応えるパラダイムシフトの試みなのである 。

３）逆進性対策の変遷：伝統的手法から理論的最
　　適解へ
　VAT の逆進性を緩和する最も一般的な方法は、
食料品などの生活必需品に軽減税率や非課税措置を
適用する「伝統的アプローチ」である 。しかし、
この手法は、その恩恵が高所得世帯にも多大に及ぶ
ため、ターゲットを絞り込めていない非効率な再
分配手段であるという点で、国際的な学術研究の
見解がほぼ一致している 。
　これに対し、学術界では「現代的アプローチ」、
すなわち「広範な課税ベースを持つ単一税率の
VAT と、低所得世帯を対象とした現金給付制度の
組み合わせ」が、理論的に最も優れた解決策であ
るというコンセンサスが確立されている 。この方
法は、VAT の効率性を最大限に活かしつつ、公平
性の目標はターゲットを絞った直接給付で達成し
ようとするものだ 。
　しかし、この理論的な最適解と、多くの国が依
然として軽減税率を採用している現実との間に
は、大きな「理論と実践のギャップ」が存在す
る 。このギャップを生んでいるのは、有権者が「既
存の恩恵（軽減税率）を取り上げられ、後から新
たな給付が与えられる」という政策に不信感を抱
きやすいことや、福祉給付の受け取りに社会的な
「スティグマ（負の烙印）」を感じる人がいること
など、政治的・社会心理学的な要因である 。IMF
らが提唱する新しい累進的 VAT は、まさにこの
ギャップをテクノロジーで埋めようとする挑戦と
言える。

４）新たな解決策：IMF の「リアルタイム還付型」
　　累進VAT
　IMF が提案するモデルは、最先端のデジタル技
術を活用し、VAT の逆進性を根本的に解消しよ
うとする革新的な構想である 。
基本構造 : 経済効率性を最大化するため、例外を
排した「単一税率・広範な課税ベース」を原則と
する 。その上で、VATによる負担を相殺するため、
低所得世帯に対して補償的な給付を行う 。
メカニズム : 最も革新的なのは、その実行メカニ
ズムである 。消費者が店舗で支払いをする際に、

デジタル ID（日本のマイナンバーカードに相当）
を通じて個人を識別 。システムが事前に登録され
た所得情報と連携し、その消費者が補償給付の対
象者かを瞬時に判定する 。対象者であれば、購入
金額に含まれる VAT 額が計算され、その場で即
座に銀行口座やデジタルウォレットに還付され
る 。
真の狙い : このモデルの革新性は、経済合理性だ
けでなく、政治的・社会心理的な障壁を乗り越え
ようとする点にある 。レジでの支払いの瞬間に「課
税」と「還付」が同時に起こることで、消費者の
体験は「税金を払い、福祉を受け取る」というも
のではなく、「単に割引を受ける」という感覚に近
いものへと「リフレーミング（再構成）」される 。
この心理的な仕掛けによって、有権者の抵抗感を
和らげ、スティグマを解消し、政治的な実現可能
性を高めることが最大の狙いなのである 。

5）実現に向けた技術、課題、そしてリスク
　累進的 VAT の構想は、技術的には現実味を帯び
てきている。ブラジルの脱税対策プログラム
「Nota Fiscal Paulista」では、消費者が納税者番号
を提示することで取引情報がリアルタイムに報告
され、脱税防止に大きな成果を上げた 。また、中
国は 2025 年から外国人観光客向けの VAT 即時還
付制度を開始しており、リアルタイムでの税還付
メカニズムが技術的に可能であることを示してい
る 。
　しかし、その実現には重大なリスクも伴う 。政
府が「誰が、いつ、どこで、何を買ったか」という
個人の全購買行動をリアルタイムで追跡することを
意味し、深刻なプライバシー侵害であり、監視社会
への道を開くとの批判は免れない からである。

６）日本への示唆：より公平な消費税への道筋
　累進的 VAT の根底にある「単一税率＋現金給
付」という思想は、日本で長年「給付付き税額控除」
として議論されてきたテーマと軌を一にするもの
である 。注目すべきは、2015 年に財務省が検討
した「日本型軽減税率制度」という構想だ 。これは、
マイナンバーカードを活用し、所得制限付きで消

費税の軽減相当額をポイントなどで還付する案で
あり、まさに IMF が提唱するリアルタイム還付モ
デルの原型と言える 。
　この構想は当時、マイナンバーカードの普及率
の低さなどを理由に頓挫したが、その後のデジ
タル化の進展により、技術的・社会的障壁は大
幅に低下している 。IMF という国際的な権威に
よる理論的裏付けは、かつて国内で頓挫した構
想に新たな政治的推進力を与える可能性があ
る 。

　Gemini は様々なインターネット上の文献等を調
べて無難な回答をしてきている。私は、将来の安
定した国家を作るためにはこれが現在のところベ
ストだろうと考えている。読者の皆さんはいかが
であろうか？

第４項　戦後財務省不祥事ワースト１　　
　Gemini に戦後の財務省の不祥事ワースト 5を選
出せよと命じてみた。読者と一致しているだろう
か？Gemini によれば、

であった。個人的には森友事件だと思うが、
Gemini が第 1位にした理由をみてみよう。

１）腐敗の構造：「ノーパンしゃぶしゃぶ」と　　
　　「MOF担」
　1990 年代、大蔵省と金融業界の関係は、構造的
かつ常態的な汚職によって蝕まれていた 。その腐
敗の象徴として国民の記憶に刻まれたのが、「ノー
パンしゃぶしゃぶ」と呼ばれる飲食店であった。
　ここでは、大蔵省の幹部官僚たちが、自らが監督・
検査すべき銀行や証券会社からの過剰な接待漬け
になっていた 。この生々しいスキャンダルは、抽
象的だった官僚腐敗の概念を、国民にとって直感
的で許しがたいものへと変えた 。   
　この事件で明らかになったのは、「MOF 担（モ
フたん）」と呼ばれる、金融機関内に設置された大
蔵省担当者の存在である。彼らの唯一の任務は、
大蔵官僚を接待し、懐柔することであった 。これ
は単発の贈収賄ではなく、深く常態化したビジネ
ス慣行だったのである。接待の見返りとして、官
僚たちは金融機関にとって死活的に重要な情報、
とりわけ抜き打ちで行われる金融検査の日程や対
象支店といった最高機密を漏洩していた 。  
 
2）国家経済への影響：金融危機における機能不
　 全
　この倫理的腐敗は、単なる風紀の乱れではなかっ
た。それは、日本の金融システムがバブル崩壊後
の不良債権問題で未曾有の危機に瀕していた、ま
さにその最中に起きていた。危機管理を担うべき
監督官庁そのものが、監督対象によって骨抜きに
されていたのである。
　規制する側とされる側の癒着は、大蔵省が断固
たる措置を講じる能力を直接的に奪った。銀行は、
漏洩された検査情報を利用して、自らが抱える不
良債権の実態を検査官から隠蔽した 。スキャンダ
ルの発覚は、大蔵省の信頼性を完全に粉砕した。
　国民の激しい怒りのため、政府は大蔵省が信用
できないという状況下で、公的資金（税金）を使っ
た銀行救済策をタイムリーに打ち出すことが政治
的に不可能となった 。この政策決定の麻痺が、日
本の「失われた 10 年」をさらに深刻化させ、長
期化させる一因となったのである 。   

３）革命：「財金分離」と一つの時代の終わり
　このスキャンダルがもたらした衝撃は、それま
で誰もが想像し得なかった結末、すなわち大蔵省
そのものの解体へと至った。国民と政界からの突
き上げるような批判は、歴史的な「財政・金融機
能の分離（財金分離）」へと結実した 。   
　1998 年、大蔵省の権力の源泉であった銀行局と
証券局が本体から切り離され、独立した行政機関
である金融監督庁（後の金融庁）が設置された 。
さらに 2001 年の中央省庁再編では、輝かしい歴
史を持つ「大蔵省」の名称そのものが廃止され、
より権能の限定された「財務省」へと改称された。
これは、腐敗したイメージを払拭する狙いがあっ
た 。大蔵省最後の蔵相であった宮澤喜一氏が、新
しい「財務省」の看板の揮毫を拒んだという逸話
は、自らが属した母校ともいえる組織の解体に対
する、象徴的な抵抗であった 。   
　この事件は他にも、若手エリート官僚が税務署
長に就任する「若殿研修」の廃止や、国家公務員
倫理法の制定といった、重要な改革の引き金と
なった 。   

4）結論：なぜこれがワースト1位なのか
　大蔵省接待汚職事件が戦後史における最悪のス
キャンダルと位置づけられるのは、その卑猥な詳
細や、処分（112 人）および逮捕された官僚の数
の多さだけが理由ではない 。その帰結が、革命的
であったからである。 この事件は、日本の近代史
上、最も強力で歴史ある官庁の、組織的かつ制度
的な失敗が、その存在自体を許容できないレベル
にまで達していることを白日の下に晒した。そし
て、その失敗が、国家の統治機構そのものを根本
的かつ恒久的に作り変えるという、直接的な結果
をもたらした。他のいかなるスキャンダルも、日
本国家の構造自体にこれほど直接的で変革的な影
響を与えたものはない。

5） 分析と考察
　この事件は、1980 年代のバブル経済がもたら
した、遅れてきた直接的な帰結であった。バブル
期に大蔵省が「行政指導」の名の下に振るった絶

大な裁量権は、絶対的な傲慢さと、民間セクター
との癒着が常態化する土壌を育んだ。1998 年のス
キャンダルは、このバブル時代の統治モデルが、
壮絶な形で崩壊した瞬間であった。好景気の時代
には機能しているように見えたこの癒着システム
は、不況下では国家経済を蝕む致命的な欠陥と
なったのである。金融庁の創設は画期的な改革で
あったが、同時に新たな長期的課題も生み出した。
それは経済政策決定の断片化であり、財政の健全
性を担う財務省と、金融システムの安定性を担う
金融庁との間で、時に政策の齟齬や摩擦を生じさ
せることになった。一つの危機への解決策が、将
来の政策協調における問題の種を蒔いたともいえ
る。

結論：財務省に受け継がれるDNA
　これら5つの事件の分析から、大蔵・財務省の「傲
慢のDNA」を構成する共通の糸が浮かび上がる。

権力の傲慢さ：自らはエリートであり、他者を律
する法や規範を超越した存在であるという、省内
に根強く存在する特権意識。
権力集中の弊害：財政と金融という絶大な権限の
一極集中が、いかに必然的に腐敗を生み出すかと
いう現実。
説明責任の不在：1948 年の政治家たちの無罪判決
から、2018 年の幹部たちの不起訴に至るまで、組
織の上層部や政治家が意味のある責任を免れ続け
るという、繰り返されるパターン。

　どうだろうか。なかなか鋭い分析をしているで
はないだろうか。では、税理士の不祥事ワースト
５も取り上げたいところであるが、背中が寒くな
り、真夏の怪談になりかねないので、ここで辞め
ておこう。皆さん、どうか、猛暑を乗り切ってい
ただきたい。

1）イタリアの民間徴税請負人
３）累進的付加価値税（VAT）をめざしませんか？

２）租税特別措置をわかりやすく
４）戦後財務省不祥事ワースト１
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第1項　イタリアの民間徴税請負人

　タインズの会員はイタリアにはつい最近まで民
間の徴税請負人がいたことをご存じだろうか？実
は私も最近その存在を知ったので、なぜ、このよ
うな仕組みが採用されたのかをまず Gemini に調
べさせて、それを補填しながら紹介してみよう。
　イタリア政府は 1973 年に次のような声明を出
している。「イタリア政府は、所得税その他の直
接税の徴収を請負う制度をもう一〇年続けること
を決定した。こうした中世紀的な制度をいまだに
利用しているのは、世界中で、イタリアだけのよ
うである。」（中村英男「イタリアの民間徴税業者」
より引用。大蔵省も 1973 年 11 月 6 日の「海外経
済情報」で紹介しているという）
　実に驚くべきことであるが、イタリアでは第二
次世界大戦後もこのような制度が残っていたこと
になる。第二次世界大戦後、イタリアは国民投票
で国王を廃止し、共和制となり、憲法には「税制は、
累進性の基準に基づいて編成される」という規定
を置きながら、徴税の機構が整備されていなかっ
たことになる。徴税請負人というと古代ローマを
思い浮かべるが、イタリア半島の歴史に深く根差
した、根強い制度的慣行の現れであったが、ここ
では第二次大戦後に絞って説明してみたい。
　　　

1） 第二次世界大戦後における民間徴税制度の解
　 剖
　第二次世界大戦を経て、イタリア共和国が成立
した後も、19 世紀から続く民間徴税制度は、驚
くべきことにほぼそのままの形で存続した。この
制度は、イタリアの財政システムにおける特異な
存在であり、その具体的な仕組みと存続の背景を
理解することは、後の改革の必然性を知る上で不
可欠である。
　1970 年代初頭の時点でも、イタリアの税務行
政は複数の徴収方式を併用していた。給与所得な
どに対する源泉徴収や、法人税のように納税者が
直接国庫に納付する方式も存在したが、所得税を
はじめとする多くの直接税の徴収において最も大
きな割合を占めていたのが、「徴税名簿による徴
収（riscossione mediante ruoli）」、すなわち民間
の徴税業者「エサットーリ（esattori）」を通じた
徴収であった 。   
　• 徴収対象の税金 : この制度は主に、税務署が
作成した「徴税名簿」に記載された所得税などの
直接税の徴収に用いられた。税務署が税額を査定
し、その徴収業務を民間に委託するという分業体
制が採られていた 。   
　• 徴税人（エサットーリ）: 徴税人は、いかな
る官庁にも所属しない、純粋な民間事業者であっ
た。その形態は多岐にわたり、個人事業主から、

イタリア有数の大銀行や専門の徴税会社までが含
まれていた 。全国に約 2,500 の徴税人が存在し、
彼らはイタリア経済において無視できない影響力
を持つ金融勢力を形成していた。   
　• 免許制度 : 特定地域の徴税業務を行う権利は、
10年を期限とする免許制であり、公開入札によっ
て決定された。ただし、この入札に参加できるの
は、あらかじめ財務省が作成した登録簿に記載さ
れた者に限定されていた。登録簿に記載されるた
めには、成年であるイタリア国民であることに加
え、一定の学歴、資格試験の合格、そして十分な
資力の証明など、厳しい要件を満たす必要があっ
た 。   
　• 手数料「アッジョ（Aggio）」による報酬 : 徴
税人の報酬は、国家からの給与ではなく、「アッ
ジョ（aggio）」と呼ばれる手数料であった。これ
は徴税人が徴収した税額に対して一定の割合で計
算される成功報酬であり、最大で 6.72% に達する
こともあった 。そして、この制度の最も特徴的
かつ問題視された点は、このアッジョが納税者
自身によって、本来の税金に上乗せして支払わ
れたことである 。つまり、納税者は税金を納め
るという義務を果たすために、さらにその徴収
コストまで負担させられていたのである。しか
も納税者が支払う手数料「アッジョ」の料率は、
全国一律ではなかったのである。ある分析によ
れば、手数料率は北イタリアでは平均して税額
の約 1.25% であったのに対し、南イタリアでは
9.70% にも達していた 。この著しい格差の公式
な理由は、「南部では徴税が困難である」という
ものであった。これは、南部の経済基盤の脆弱さ、
脱税の蔓延、そして行政への不信感といった、
いわゆる南北問題を反映したものである。しか
し、結果として生じたのは、経済的に豊かで納
税意識も比較的高い北部の市民が低い手数料を
支払う一方で、経済的に貧しい南部の市民が、
その「徴税の困難さ」のコストを、法外に高い
手数料という形で直接的に負担させられるとい
う、極めて倒錯した現実であった。   

2）スキャンダル
　民間徴税制度と聞いただけで「腐敗」を連想

するが、大手徴税会社 Aipa（Agenzia Italiana 
per le Pubbliche Amministrazioni）を巡るスキャ
ンダルがその象徴であった。Aipa は全国約 800
もの自治体から徴税業務を請け負っていたが、
司法当局の捜査により、市民が支払った税金の
うち少なくとも 1 億 5000 万ユーロが「消失」
していたことが明らかになった 。横領された資
金は、経営陣によってボツワナの農場や米ワイ
オミング州の牧場、さらには観光会社の株式購
入といった、私的な資産形成のために流用され
ていた。この事件は、民間委託が単なる行政手
法の問題ではなく、国富の収奪にまで至る危険
性を白日の下に晒したのである。   

3）2017年改革：国家機構への完全統合
　こうした経験もあり、イタリアはようやく
2016 年 10 月 22 日の緊急政令第 193 号（2016 年
法律第 225 号として承認）をだし、2017 年 7月 1
日をもって、民間制度はなくなり、その機能、
資産、負債はすべて、新たに設立された
**Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER、歳入
庁・徴収局 )** に引き継がれた。AdER は、「ente 
pubblico economico（公的経済法人）」と位置づ
けられ、歳入庁の業務を補完する下部機関とし
て、その指揮監督下に置かれることになった 。

4）ポイント　
　イタリアにおける民間徴税人「エサットーリ」
から公的機関「歳入庁・徴収局」への長い道の
りは、単なる財政政策の変遷史ではない。それは、
近代化、強力で効率的な中央国家の建設、そし
て財政的正当性を巡る国家と市民の複雑な関係
性といった、第二次世界大戦後のイタリアが直
面したより広範な闘いの縮図である。日本が島
国で、明治以来国の形が変わらず、ある意味で
強権的な統一が可能であったのに対し、イタリ
アの物語は、制度改革がいかに困難で、試行錯
誤を伴う長期的なプロセスであるか、そして一
つの問題を解決することが新たな課題を生み出
す可能性があることを、我々に教えてくれる。
イタリアの経験は、国家の最も基本的な機能の
一つである徴税が、単なる技術的な手続きでは

なく、その国の歴史、社会構造、そして統治のあ
り方そのものを映し出す鏡であることを、雄弁に物
語っているようだ。

第２項　租税特別措置をわかりやすく

　次に、税理士さんを悩ませる租税特別措置を
どうわかりやすくできるかに、取り組んでみよ
う。
　現行の特別措置法は市販の解説書等で調べな
い限り、一読してもわからない状況である。私は、
租税特別措置法の６４条と６４条の２にそれぞ
れの施行令、施行規則を加えたものをコピペし
て、PDF に変更した上で、まず、google の
notebookLMに読み込ませ、こういう設問をして
みた。「収用に伴い初年度は特別勘定を設けまし
たが、翌年以降チェックしなければならないポ
イントをわかりやすく教えてください」。その答
えが下記の通りであった。

収用に伴い初年度に特別勘定を設けられた
とのこと、翌年以降にチェックすべきポイ
ントを以下にわかりやすくご説明します。
租税特別措置法に基づく収用等の場合の課

税の特例では、代替資産の取得を通じて課税
の繰延べを行うための「特別勘定」制度が設
けられています。初年度に特別勘定を設けた
後、主に以下の点について継続的な確認が必
要です。
-------------------------------------------------------------------------------- 

翌年以降にチェックすべきポイント
1. 代替資産の取得期間（指定期間）の確認
　1 特別勘定を設けた主な目的は、収用等に
よって譲渡した資産に代わる「代替資産」
を取得することです。この代替資産の取得
には期間制限があります。
◦原則 : 収用等があった日を含む事業年度終
了の日の翌日から 2 年以内に代替資産を取
得する必要があります。この期間を「指定
期間」といいます。
◦期間の延長 : 以下のような「やむを得ない
事情」がある場合、指定期間が延長される
ことがあります。
▪事業の完了遅延 : 収用等に係る事業の全部
または一部が完了しないため、代替資産の
取得が困難な場合。この場合、収用等があっ
た日から最長で 4 年と 6ヶ月まで延長され
ることがあります。税務署長の承認が必要
となるケースもあります。
▪工場等の建設・移転 : 工場、事務所など
の建物、構築物、機械装置の敷地造成や建設・
移転に通常 2 年を超える期間を要する場合。
この場合、代替資産の取得が確実と認めら
れる日から最長で 3 年まで延長されること
があります。
▪特定非常災害 : 特定非常災害に起因する
やむを得ない事情で代替資産の取得が困難
になった場合、税務署長の承認を受けるこ
とで指定期間が延長されることがあります。
◦これらの延長事由に該当するかどうかを
定期的に確認し、必要な場合は所轄税務署
長への承認申請（指定期間の末日までに提
出）を行う必要があります。

2. 代替資産の取得状況と特別勘定の処理 
指定期間内に代替資産を取得できたかどう
かで、特別勘定の処理が変わります。
◦代替資産を取得した場合 :
▪代替資産を取得した日を含む事業年度の確
定した決算において、その代替資産の取得価
額に「差益割合」を乗じて計算した金額（「圧
縮限度額」）の範囲内で、帳簿価額を損金経
理により減額するか、または積立金として積
み立てる方法で経理することができます。
▪同時に、特別勘定の金額のうち、代替資
産の取得価額に差益割合を乗じて計算した
金額に相当する金額を、代替資産を取得し
た日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
益金に算入します。
▪この処理により、特別勘定が取り崩され、
税務上の繰延べ効果が適用されます。
▪差益割合とは : 収用等に伴う補償金、対価、
または清算金の額から、譲渡した資産の譲
渡直前の帳簿価額を控除した残額が、当該
補償金等の額に占める割合を指します。
◦代替資産を取得しなかった場合、または
指定期間が満了した場合 :
▪指定期間を経過する日において、特別勘
定に残額がある場合、その特別勘定の残額
は、指定期間が経過する日を含む事業年度
の所得の金額の計算上、益金に算入されま
す。つまり、この時点で繰り延べられてい
た所得が課税対象となります。

3. 特別勘定の益金算入事由の確認
　代替資産の取得の有無以外にも、特別勘定
が益金に算入されるケースがあります。以下
のいずれかに該当しないか確認が必要です。
◦指定期間内に、特別勘定の金額を代替資
産の取得以外の目的で取り崩した場合。
◦法人が指定期間内に解散した場合（合併
により解散した場合を除く）。
◦法人が指定期間内に、自らを被合併法人
とする適格合併以外の合併を行った場合。
◦法人が、非適格株式交換等を行った場合（特

別勘定の金額が1,000万円未満のものを除く）。
◦法人が、連結納税制度における通算開始法
人、通算加入法人、または通算終了法人に該
当することとなった場合（特別勘定の金額が
1,000 万円未満のものを除く）。

4. 申告・書類保存要件の遵守
◦収用等の特例を適用するためには、確定申
告書等に損金算入額の記載と、その計算に関
する明細書の添付が必要です。
◦また、収用等があったことを証明する書類
（例：都市再開発事業の施行者の証明書類な
ど）の保存が義務付けられています。
◦指定期間の延長承認を受けた場合、そのや
むを得ない事情の詳細、代替資産の取得予定
年月日、取得価額の見積額などを記載した書
類の添付も必要です。

5. 組織再編時における特別勘定の引継ぎ
◦適格合併、適格分割、適格現物出資を行っ
た場合、特別勘定の金額は、合併法人等に引
き継がれることがありますこの場合、引き継
ぎ後の法人において、上記の指定期間の管理
や代替資産の取得義務が継続します。
◦引き継ぎを行う際は、税務署への所定の書
類の提出が必要です。
これらのポイントを定期的に確認し、適切な
会計処理と税務申告を行うことが、収用等に
伴う課税の特例を最大限に活用し、税負担を
適正に管理する上で重要となります。

とまあ、こんな風になった。かなりわかりやすく
なっていると思われる。もっともこれを読んで安
心してもいけない。何か忘れているかもしれない。
　いずれにせよ、このような、難しい規定は申請を
受けたい納税者が税務署に「＊＊の特例を受けたい」
という申請書類を出させて、数ヶ月以内に税務署が
賦課処分をする方式に変えろ！要件等は税務署が調
べ、納税者に提出を依頼し、解釈をミスしたときは
税務署の間違いなので、納税者を救済せよ！

第３項　累進的付加付加価値税（VAT）         
　          をめざしませんか？
１）はじめに
　私は、消費税の逆進性は問題でやはりこれに頼
るのは危ないと思いつつ、廃止しろ、とまではい
えない状態で悩んできた。しかし、国際通貨基金
（IMF）が 2024 年 4 月に発表したワーキングペー
パー「累進的VATの設計」に衝撃を受け、これだ！
と思った。1980 年代、所得税に変わり、人の支出
を課税標準にする制度が注目されたことがあった。
確かに、所得税は生きていくためにもらう労働者
の賃金は「所得」として必ず課税されるのに、企
業を支配している人たちは配当等は実現させなく
とも企業の価値を増殖していける。結局、働く貧
しいものだけを累進課税に服させるのが所得税
で、本当の富裕者は所得税の対象から外れている
ことから比べれば、消費に課税するのはより合理
的だからである。でも、それを具体化するのは当
時では無理でいつの間にか消えていたが、今の消
費税を累進化できるのであれば、所得税より、公
平な税構造が実現すると思われる。本稿では、昨
年 IMF の｢累進的消費税構想｣が現在世界の研究
者にどううけとめられているか、を Gemini に以
下のように調べさせた。

２）VAT の根深い逆進性問題と「累進的 VAT」の
　　登場
　付加価値税（VAT）は、世界 160 カ国以上で導
入され、経済活動への歪みが少なく効率的に巨額
の税収を確保できる「マネーマシン」として、現
代税制の成功例とされてきた 。しかし、その成功
には常に「逆進性」という影がつきまとってき
た 。逆進性とは、消費に対して一律に課税される
ため、所得の大部分を消費に充てる低所得世帯ほ
ど、所得に占める実質的な税負担率が高くなる性
質を指す 。この公平性の問題は、VAT 導入以来、
絶えず政策論争の中心にあり続けてきた 。
　こうした中、近年、VAT の逆進性問題への新た
なアプローチとして「累進的 VAT」が注目を集め
ている 。特に、IMFが 2024年 4月に発表したワー
キングペーパーは、この議論を国際的な政策課題
の最前線に押し上げた 。世界経済が政府債務の増
大、成長の鈍化、格差拡大という三重の課題に直
面する中、単に歳入を確保するだけでなく、より
公平な方法で歳入を動員する必要性が高まってい
る 。累進的 VAT は、これまで効率性を目的とし
てきた VAT を、再分配という社会的機能も果た
せるように再設計しようという、新たな時代の要
請に応えるパラダイムシフトの試みなのである 。

３）逆進性対策の変遷：伝統的手法から理論的最
　　適解へ
　VAT の逆進性を緩和する最も一般的な方法は、
食料品などの生活必需品に軽減税率や非課税措置を
適用する「伝統的アプローチ」である 。しかし、
この手法は、その恩恵が高所得世帯にも多大に及ぶ
ため、ターゲットを絞り込めていない非効率な再
分配手段であるという点で、国際的な学術研究の
見解がほぼ一致している 。
　これに対し、学術界では「現代的アプローチ」、
すなわち「広範な課税ベースを持つ単一税率の
VAT と、低所得世帯を対象とした現金給付制度の
組み合わせ」が、理論的に最も優れた解決策であ
るというコンセンサスが確立されている 。この方
法は、VAT の効率性を最大限に活かしつつ、公平
性の目標はターゲットを絞った直接給付で達成し
ようとするものだ 。
　しかし、この理論的な最適解と、多くの国が依
然として軽減税率を採用している現実との間に
は、大きな「理論と実践のギャップ」が存在す
る 。このギャップを生んでいるのは、有権者が「既
存の恩恵（軽減税率）を取り上げられ、後から新
たな給付が与えられる」という政策に不信感を抱
きやすいことや、福祉給付の受け取りに社会的な
「スティグマ（負の烙印）」を感じる人がいること
など、政治的・社会心理学的な要因である 。IMF
らが提唱する新しい累進的 VAT は、まさにこの
ギャップをテクノロジーで埋めようとする挑戦と
言える。

４）新たな解決策：IMF の「リアルタイム還付型」
　　累進VAT
　IMF が提案するモデルは、最先端のデジタル技
術を活用し、VAT の逆進性を根本的に解消しよ
うとする革新的な構想である 。
基本構造 : 経済効率性を最大化するため、例外を
排した「単一税率・広範な課税ベース」を原則と
する 。その上で、VATによる負担を相殺するため、
低所得世帯に対して補償的な給付を行う 。
メカニズム : 最も革新的なのは、その実行メカニ
ズムである 。消費者が店舗で支払いをする際に、

デジタル ID（日本のマイナンバーカードに相当）
を通じて個人を識別 。システムが事前に登録され
た所得情報と連携し、その消費者が補償給付の対
象者かを瞬時に判定する 。対象者であれば、購入
金額に含まれる VAT 額が計算され、その場で即
座に銀行口座やデジタルウォレットに還付され
る 。
真の狙い : このモデルの革新性は、経済合理性だ
けでなく、政治的・社会心理的な障壁を乗り越え
ようとする点にある 。レジでの支払いの瞬間に「課
税」と「還付」が同時に起こることで、消費者の
体験は「税金を払い、福祉を受け取る」というも
のではなく、「単に割引を受ける」という感覚に近
いものへと「リフレーミング（再構成）」される 。
この心理的な仕掛けによって、有権者の抵抗感を
和らげ、スティグマを解消し、政治的な実現可能
性を高めることが最大の狙いなのである 。

5）実現に向けた技術、課題、そしてリスク
　累進的 VAT の構想は、技術的には現実味を帯び
てきている。ブラジルの脱税対策プログラム
「Nota Fiscal Paulista」では、消費者が納税者番号
を提示することで取引情報がリアルタイムに報告
され、脱税防止に大きな成果を上げた 。また、中
国は 2025 年から外国人観光客向けの VAT 即時還
付制度を開始しており、リアルタイムでの税還付
メカニズムが技術的に可能であることを示してい
る 。
　しかし、その実現には重大なリスクも伴う 。政
府が「誰が、いつ、どこで、何を買ったか」という
個人の全購買行動をリアルタイムで追跡することを
意味し、深刻なプライバシー侵害であり、監視社会
への道を開くとの批判は免れない からである。

６）日本への示唆：より公平な消費税への道筋
　累進的 VAT の根底にある「単一税率＋現金給
付」という思想は、日本で長年「給付付き税額控除」
として議論されてきたテーマと軌を一にするもの
である 。注目すべきは、2015 年に財務省が検討
した「日本型軽減税率制度」という構想だ 。これは、
マイナンバーカードを活用し、所得制限付きで消

費税の軽減相当額をポイントなどで還付する案で
あり、まさに IMF が提唱するリアルタイム還付モ
デルの原型と言える 。
　この構想は当時、マイナンバーカードの普及率
の低さなどを理由に頓挫したが、その後のデジ
タル化の進展により、技術的・社会的障壁は大
幅に低下している 。IMF という国際的な権威に
よる理論的裏付けは、かつて国内で頓挫した構
想に新たな政治的推進力を与える可能性があ
る 。

　Gemini は様々なインターネット上の文献等を調
べて無難な回答をしてきている。私は、将来の安
定した国家を作るためにはこれが現在のところベ
ストだろうと考えている。読者の皆さんはいかが
であろうか？

第４項　戦後財務省不祥事ワースト１　　
　Gemini に戦後の財務省の不祥事ワースト 5を選
出せよと命じてみた。読者と一致しているだろう
か？Gemini によれば、

であった。個人的には森友事件だと思うが、
Gemini が第 1位にした理由をみてみよう。

１）腐敗の構造：「ノーパンしゃぶしゃぶ」と　　
　　「MOF担」
　1990 年代、大蔵省と金融業界の関係は、構造的
かつ常態的な汚職によって蝕まれていた 。その腐
敗の象徴として国民の記憶に刻まれたのが、「ノー
パンしゃぶしゃぶ」と呼ばれる飲食店であった。
　ここでは、大蔵省の幹部官僚たちが、自らが監督・
検査すべき銀行や証券会社からの過剰な接待漬け
になっていた 。この生々しいスキャンダルは、抽
象的だった官僚腐敗の概念を、国民にとって直感
的で許しがたいものへと変えた 。   
　この事件で明らかになったのは、「MOF 担（モ
フたん）」と呼ばれる、金融機関内に設置された大
蔵省担当者の存在である。彼らの唯一の任務は、
大蔵官僚を接待し、懐柔することであった 。これ
は単発の贈収賄ではなく、深く常態化したビジネ
ス慣行だったのである。接待の見返りとして、官
僚たちは金融機関にとって死活的に重要な情報、
とりわけ抜き打ちで行われる金融検査の日程や対
象支店といった最高機密を漏洩していた 。  
 
2）国家経済への影響：金融危機における機能不
　 全
　この倫理的腐敗は、単なる風紀の乱れではなかっ
た。それは、日本の金融システムがバブル崩壊後
の不良債権問題で未曾有の危機に瀕していた、ま
さにその最中に起きていた。危機管理を担うべき
監督官庁そのものが、監督対象によって骨抜きに
されていたのである。
　規制する側とされる側の癒着は、大蔵省が断固
たる措置を講じる能力を直接的に奪った。銀行は、
漏洩された検査情報を利用して、自らが抱える不
良債権の実態を検査官から隠蔽した 。スキャンダ
ルの発覚は、大蔵省の信頼性を完全に粉砕した。
　国民の激しい怒りのため、政府は大蔵省が信用
できないという状況下で、公的資金（税金）を使っ
た銀行救済策をタイムリーに打ち出すことが政治
的に不可能となった 。この政策決定の麻痺が、日
本の「失われた 10 年」をさらに深刻化させ、長
期化させる一因となったのである 。   

３）革命：「財金分離」と一つの時代の終わり
　このスキャンダルがもたらした衝撃は、それま
で誰もが想像し得なかった結末、すなわち大蔵省
そのものの解体へと至った。国民と政界からの突
き上げるような批判は、歴史的な「財政・金融機
能の分離（財金分離）」へと結実した 。   
　1998 年、大蔵省の権力の源泉であった銀行局と
証券局が本体から切り離され、独立した行政機関
である金融監督庁（後の金融庁）が設置された 。
さらに 2001 年の中央省庁再編では、輝かしい歴
史を持つ「大蔵省」の名称そのものが廃止され、
より権能の限定された「財務省」へと改称された。
これは、腐敗したイメージを払拭する狙いがあっ
た 。大蔵省最後の蔵相であった宮澤喜一氏が、新
しい「財務省」の看板の揮毫を拒んだという逸話
は、自らが属した母校ともいえる組織の解体に対
する、象徴的な抵抗であった 。   
　この事件は他にも、若手エリート官僚が税務署
長に就任する「若殿研修」の廃止や、国家公務員
倫理法の制定といった、重要な改革の引き金と
なった 。   

4）結論：なぜこれがワースト1位なのか
　大蔵省接待汚職事件が戦後史における最悪のス
キャンダルと位置づけられるのは、その卑猥な詳
細や、処分（112 人）および逮捕された官僚の数
の多さだけが理由ではない 。その帰結が、革命的
であったからである。 この事件は、日本の近代史
上、最も強力で歴史ある官庁の、組織的かつ制度
的な失敗が、その存在自体を許容できないレベル
にまで達していることを白日の下に晒した。そし
て、その失敗が、国家の統治機構そのものを根本
的かつ恒久的に作り変えるという、直接的な結果
をもたらした。他のいかなるスキャンダルも、日
本国家の構造自体にこれほど直接的で変革的な影
響を与えたものはない。

5） 分析と考察
　この事件は、1980 年代のバブル経済がもたら
した、遅れてきた直接的な帰結であった。バブル
期に大蔵省が「行政指導」の名の下に振るった絶

大な裁量権は、絶対的な傲慢さと、民間セクター
との癒着が常態化する土壌を育んだ。1998 年のス
キャンダルは、このバブル時代の統治モデルが、
壮絶な形で崩壊した瞬間であった。好景気の時代
には機能しているように見えたこの癒着システム
は、不況下では国家経済を蝕む致命的な欠陥と
なったのである。金融庁の創設は画期的な改革で
あったが、同時に新たな長期的課題も生み出した。
それは経済政策決定の断片化であり、財政の健全
性を担う財務省と、金融システムの安定性を担う
金融庁との間で、時に政策の齟齬や摩擦を生じさ
せることになった。一つの危機への解決策が、将
来の政策協調における問題の種を蒔いたともいえ
る。

結論：財務省に受け継がれるDNA
　これら5つの事件の分析から、大蔵・財務省の「傲
慢のDNA」を構成する共通の糸が浮かび上がる。

権力の傲慢さ：自らはエリートであり、他者を律
する法や規範を超越した存在であるという、省内
に根強く存在する特権意識。
権力集中の弊害：財政と金融という絶大な権限の
一極集中が、いかに必然的に腐敗を生み出すかと
いう現実。
説明責任の不在：1948 年の政治家たちの無罪判決
から、2018 年の幹部たちの不起訴に至るまで、組
織の上層部や政治家が意味のある責任を免れ続け
るという、繰り返されるパターン。

　どうだろうか。なかなか鋭い分析をしているで
はないだろうか。では、税理士の不祥事ワースト
５も取り上げたいところであるが、背中が寒くな
り、真夏の怪談になりかねないので、ここで辞め
ておこう。皆さん、どうか、猛暑を乗り切ってい
ただきたい。



第1項　イタリアの民間徴税請負人

　タインズの会員はイタリアにはつい最近まで民
間の徴税請負人がいたことをご存じだろうか？実
は私も最近その存在を知ったので、なぜ、このよ
うな仕組みが採用されたのかをまず Gemini に調
べさせて、それを補填しながら紹介してみよう。
　イタリア政府は 1973 年に次のような声明を出
している。「イタリア政府は、所得税その他の直
接税の徴収を請負う制度をもう一〇年続けること
を決定した。こうした中世紀的な制度をいまだに
利用しているのは、世界中で、イタリアだけのよ
うである。」（中村英男「イタリアの民間徴税業者」
より引用。大蔵省も 1973 年 11 月 6 日の「海外経
済情報」で紹介しているという）
　実に驚くべきことであるが、イタリアでは第二
次世界大戦後もこのような制度が残っていたこと
になる。第二次世界大戦後、イタリアは国民投票
で国王を廃止し、共和制となり、憲法には「税制は、
累進性の基準に基づいて編成される」という規定
を置きながら、徴税の機構が整備されていなかっ
たことになる。徴税請負人というと古代ローマを
思い浮かべるが、イタリア半島の歴史に深く根差
した、根強い制度的慣行の現れであったが、ここ
では第二次大戦後に絞って説明してみたい。
　　　

4 だより
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1） 第二次世界大戦後における民間徴税制度の解
　 剖
　第二次世界大戦を経て、イタリア共和国が成立
した後も、19 世紀から続く民間徴税制度は、驚
くべきことにほぼそのままの形で存続した。この
制度は、イタリアの財政システムにおける特異な
存在であり、その具体的な仕組みと存続の背景を
理解することは、後の改革の必然性を知る上で不
可欠である。
　1970 年代初頭の時点でも、イタリアの税務行
政は複数の徴収方式を併用していた。給与所得な
どに対する源泉徴収や、法人税のように納税者が
直接国庫に納付する方式も存在したが、所得税を
はじめとする多くの直接税の徴収において最も大
きな割合を占めていたのが、「徴税名簿による徴
収（riscossione mediante ruoli）」、すなわち民間
の徴税業者「エサットーリ（esattori）」を通じた
徴収であった 。   
　• 徴収対象の税金 : この制度は主に、税務署が
作成した「徴税名簿」に記載された所得税などの
直接税の徴収に用いられた。税務署が税額を査定
し、その徴収業務を民間に委託するという分業体
制が採られていた 。   
　• 徴税人（エサットーリ）: 徴税人は、いかな
る官庁にも所属しない、純粋な民間事業者であっ
た。その形態は多岐にわたり、個人事業主から、

イタリア有数の大銀行や専門の徴税会社までが含
まれていた 。全国に約 2,500 の徴税人が存在し、
彼らはイタリア経済において無視できない影響力
を持つ金融勢力を形成していた。   
　• 免許制度 : 特定地域の徴税業務を行う権利は、
10年を期限とする免許制であり、公開入札によっ
て決定された。ただし、この入札に参加できるの
は、あらかじめ財務省が作成した登録簿に記載さ
れた者に限定されていた。登録簿に記載されるた
めには、成年であるイタリア国民であることに加
え、一定の学歴、資格試験の合格、そして十分な
資力の証明など、厳しい要件を満たす必要があっ
た 。   
　• 手数料「アッジョ（Aggio）」による報酬 : 徴
税人の報酬は、国家からの給与ではなく、「アッ
ジョ（aggio）」と呼ばれる手数料であった。これ
は徴税人が徴収した税額に対して一定の割合で計
算される成功報酬であり、最大で 6.72% に達する
こともあった 。そして、この制度の最も特徴的
かつ問題視された点は、このアッジョが納税者
自身によって、本来の税金に上乗せして支払わ
れたことである 。つまり、納税者は税金を納め
るという義務を果たすために、さらにその徴収
コストまで負担させられていたのである。しか
も納税者が支払う手数料「アッジョ」の料率は、
全国一律ではなかったのである。ある分析によ
れば、手数料率は北イタリアでは平均して税額
の約 1.25% であったのに対し、南イタリアでは
9.70% にも達していた 。この著しい格差の公式
な理由は、「南部では徴税が困難である」という
ものであった。これは、南部の経済基盤の脆弱さ、
脱税の蔓延、そして行政への不信感といった、
いわゆる南北問題を反映したものである。しか
し、結果として生じたのは、経済的に豊かで納
税意識も比較的高い北部の市民が低い手数料を
支払う一方で、経済的に貧しい南部の市民が、
その「徴税の困難さ」のコストを、法外に高い
手数料という形で直接的に負担させられるとい
う、極めて倒錯した現実であった。   

2）スキャンダル
　民間徴税制度と聞いただけで「腐敗」を連想

するが、大手徴税会社 Aipa（Agenzia Italiana 
per le Pubbliche Amministrazioni）を巡るスキャ
ンダルがその象徴であった。Aipa は全国約 800
もの自治体から徴税業務を請け負っていたが、
司法当局の捜査により、市民が支払った税金の
うち少なくとも 1 億 5000 万ユーロが「消失」
していたことが明らかになった 。横領された資
金は、経営陣によってボツワナの農場や米ワイ
オミング州の牧場、さらには観光会社の株式購
入といった、私的な資産形成のために流用され
ていた。この事件は、民間委託が単なる行政手
法の問題ではなく、国富の収奪にまで至る危険
性を白日の下に晒したのである。   

3）2017年改革：国家機構への完全統合
　こうした経験もあり、イタリアはようやく
2016 年 10 月 22 日の緊急政令第 193 号（2016 年
法律第 225 号として承認）をだし、2017 年 7月 1
日をもって、民間制度はなくなり、その機能、
資産、負債はすべて、新たに設立された
**Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER、歳入
庁・徴収局 )** に引き継がれた。AdER は、「ente 
pubblico economico（公的経済法人）」と位置づ
けられ、歳入庁の業務を補完する下部機関とし
て、その指揮監督下に置かれることになった 。

4）ポイント　
　イタリアにおける民間徴税人「エサットーリ」
から公的機関「歳入庁・徴収局」への長い道の
りは、単なる財政政策の変遷史ではない。それは、
近代化、強力で効率的な中央国家の建設、そし
て財政的正当性を巡る国家と市民の複雑な関係
性といった、第二次世界大戦後のイタリアが直
面したより広範な闘いの縮図である。日本が島
国で、明治以来国の形が変わらず、ある意味で
強権的な統一が可能であったのに対し、イタリ
アの物語は、制度改革がいかに困難で、試行錯
誤を伴う長期的なプロセスであるか、そして一
つの問題を解決することが新たな課題を生み出
す可能性があることを、我々に教えてくれる。
イタリアの経験は、国家の最も基本的な機能の
一つである徴税が、単なる技術的な手続きでは

なく、その国の歴史、社会構造、そして統治のあ
り方そのものを映し出す鏡であることを、雄弁に物
語っているようだ。

第２項　租税特別措置をわかりやすく

　次に、税理士さんを悩ませる租税特別措置を
どうわかりやすくできるかに、取り組んでみよ
う。
　現行の特別措置法は市販の解説書等で調べな
い限り、一読してもわからない状況である。私は、
租税特別措置法の６４条と６４条の２にそれぞ
れの施行令、施行規則を加えたものをコピペし
て、PDF に変更した上で、まず、google の
notebookLMに読み込ませ、こういう設問をして
みた。「収用に伴い初年度は特別勘定を設けまし
たが、翌年以降チェックしなければならないポ
イントをわかりやすく教えてください」。その答
えが下記の通りであった。

収用に伴い初年度に特別勘定を設けられた
とのこと、翌年以降にチェックすべきポイ
ントを以下にわかりやすくご説明します。
租税特別措置法に基づく収用等の場合の課

税の特例では、代替資産の取得を通じて課税
の繰延べを行うための「特別勘定」制度が設
けられています。初年度に特別勘定を設けた
後、主に以下の点について継続的な確認が必
要です。
-------------------------------------------------------------------------------- 

翌年以降にチェックすべきポイント
1. 代替資産の取得期間（指定期間）の確認
　1 特別勘定を設けた主な目的は、収用等に
よって譲渡した資産に代わる「代替資産」
を取得することです。この代替資産の取得
には期間制限があります。
◦原則 : 収用等があった日を含む事業年度終
了の日の翌日から 2 年以内に代替資産を取
得する必要があります。この期間を「指定
期間」といいます。
◦期間の延長 : 以下のような「やむを得ない
事情」がある場合、指定期間が延長される
ことがあります。
▪事業の完了遅延 : 収用等に係る事業の全部
または一部が完了しないため、代替資産の
取得が困難な場合。この場合、収用等があっ
た日から最長で 4 年と 6ヶ月まで延長され
ることがあります。税務署長の承認が必要
となるケースもあります。
▪工場等の建設・移転 : 工場、事務所など
の建物、構築物、機械装置の敷地造成や建設・
移転に通常 2 年を超える期間を要する場合。
この場合、代替資産の取得が確実と認めら
れる日から最長で 3 年まで延長されること
があります。
▪特定非常災害 : 特定非常災害に起因する
やむを得ない事情で代替資産の取得が困難
になった場合、税務署長の承認を受けるこ
とで指定期間が延長されることがあります。
◦これらの延長事由に該当するかどうかを
定期的に確認し、必要な場合は所轄税務署
長への承認申請（指定期間の末日までに提
出）を行う必要があります。

2. 代替資産の取得状況と特別勘定の処理 
指定期間内に代替資産を取得できたかどう
かで、特別勘定の処理が変わります。
◦代替資産を取得した場合 :
▪代替資産を取得した日を含む事業年度の確
定した決算において、その代替資産の取得価
額に「差益割合」を乗じて計算した金額（「圧
縮限度額」）の範囲内で、帳簿価額を損金経
理により減額するか、または積立金として積
み立てる方法で経理することができます。
▪同時に、特別勘定の金額のうち、代替資
産の取得価額に差益割合を乗じて計算した
金額に相当する金額を、代替資産を取得し
た日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
益金に算入します。
▪この処理により、特別勘定が取り崩され、
税務上の繰延べ効果が適用されます。
▪差益割合とは : 収用等に伴う補償金、対価、
または清算金の額から、譲渡した資産の譲
渡直前の帳簿価額を控除した残額が、当該
補償金等の額に占める割合を指します。
◦代替資産を取得しなかった場合、または
指定期間が満了した場合 :
▪指定期間を経過する日において、特別勘
定に残額がある場合、その特別勘定の残額
は、指定期間が経過する日を含む事業年度
の所得の金額の計算上、益金に算入されま
す。つまり、この時点で繰り延べられてい
た所得が課税対象となります。

3. 特別勘定の益金算入事由の確認
　代替資産の取得の有無以外にも、特別勘定
が益金に算入されるケースがあります。以下
のいずれかに該当しないか確認が必要です。
◦指定期間内に、特別勘定の金額を代替資
産の取得以外の目的で取り崩した場合。
◦法人が指定期間内に解散した場合（合併
により解散した場合を除く）。
◦法人が指定期間内に、自らを被合併法人
とする適格合併以外の合併を行った場合。
◦法人が、非適格株式交換等を行った場合（特

別勘定の金額が1,000万円未満のものを除く）。
◦法人が、連結納税制度における通算開始法
人、通算加入法人、または通算終了法人に該
当することとなった場合（特別勘定の金額が
1,000 万円未満のものを除く）。

4. 申告・書類保存要件の遵守
◦収用等の特例を適用するためには、確定申
告書等に損金算入額の記載と、その計算に関
する明細書の添付が必要です。
◦また、収用等があったことを証明する書類
（例：都市再開発事業の施行者の証明書類な
ど）の保存が義務付けられています。
◦指定期間の延長承認を受けた場合、そのや
むを得ない事情の詳細、代替資産の取得予定
年月日、取得価額の見積額などを記載した書
類の添付も必要です。

5. 組織再編時における特別勘定の引継ぎ
◦適格合併、適格分割、適格現物出資を行っ
た場合、特別勘定の金額は、合併法人等に引
き継がれることがありますこの場合、引き継
ぎ後の法人において、上記の指定期間の管理
や代替資産の取得義務が継続します。
◦引き継ぎを行う際は、税務署への所定の書
類の提出が必要です。
これらのポイントを定期的に確認し、適切な
会計処理と税務申告を行うことが、収用等に
伴う課税の特例を最大限に活用し、税負担を
適正に管理する上で重要となります。

とまあ、こんな風になった。かなりわかりやすく
なっていると思われる。もっともこれを読んで安
心してもいけない。何か忘れているかもしれない。
　いずれにせよ、このような、難しい規定は申請を
受けたい納税者が税務署に「＊＊の特例を受けたい」
という申請書類を出させて、数ヶ月以内に税務署が
賦課処分をする方式に変えろ！要件等は税務署が調
べ、納税者に提出を依頼し、解釈をミスしたときは
税務署の間違いなので、納税者を救済せよ！

第３項　累進的付加付加価値税（VAT）         
　          をめざしませんか？
１）はじめに
　私は、消費税の逆進性は問題でやはりこれに頼
るのは危ないと思いつつ、廃止しろ、とまではい
えない状態で悩んできた。しかし、国際通貨基金
（IMF）が 2024 年 4 月に発表したワーキングペー
パー「累進的VATの設計」に衝撃を受け、これだ！
と思った。1980 年代、所得税に変わり、人の支出
を課税標準にする制度が注目されたことがあった。
確かに、所得税は生きていくためにもらう労働者
の賃金は「所得」として必ず課税されるのに、企
業を支配している人たちは配当等は実現させなく
とも企業の価値を増殖していける。結局、働く貧
しいものだけを累進課税に服させるのが所得税
で、本当の富裕者は所得税の対象から外れている
ことから比べれば、消費に課税するのはより合理
的だからである。でも、それを具体化するのは当
時では無理でいつの間にか消えていたが、今の消
費税を累進化できるのであれば、所得税より、公
平な税構造が実現すると思われる。本稿では、昨
年 IMF の｢累進的消費税構想｣が現在世界の研究
者にどううけとめられているか、を Gemini に以
下のように調べさせた。

２）VAT の根深い逆進性問題と「累進的 VAT」の
　　登場
　付加価値税（VAT）は、世界 160 カ国以上で導
入され、経済活動への歪みが少なく効率的に巨額
の税収を確保できる「マネーマシン」として、現
代税制の成功例とされてきた 。しかし、その成功
には常に「逆進性」という影がつきまとってき
た 。逆進性とは、消費に対して一律に課税される
ため、所得の大部分を消費に充てる低所得世帯ほ
ど、所得に占める実質的な税負担率が高くなる性
質を指す 。この公平性の問題は、VAT 導入以来、
絶えず政策論争の中心にあり続けてきた 。
　こうした中、近年、VAT の逆進性問題への新た
なアプローチとして「累進的 VAT」が注目を集め
ている 。特に、IMFが 2024年 4月に発表したワー
キングペーパーは、この議論を国際的な政策課題
の最前線に押し上げた 。世界経済が政府債務の増
大、成長の鈍化、格差拡大という三重の課題に直
面する中、単に歳入を確保するだけでなく、より
公平な方法で歳入を動員する必要性が高まってい
る 。累進的 VAT は、これまで効率性を目的とし
てきた VAT を、再分配という社会的機能も果た
せるように再設計しようという、新たな時代の要
請に応えるパラダイムシフトの試みなのである 。

３）逆進性対策の変遷：伝統的手法から理論的最
　　適解へ
　VAT の逆進性を緩和する最も一般的な方法は、
食料品などの生活必需品に軽減税率や非課税措置を
適用する「伝統的アプローチ」である 。しかし、
この手法は、その恩恵が高所得世帯にも多大に及ぶ
ため、ターゲットを絞り込めていない非効率な再
分配手段であるという点で、国際的な学術研究の
見解がほぼ一致している 。
　これに対し、学術界では「現代的アプローチ」、
すなわち「広範な課税ベースを持つ単一税率の
VAT と、低所得世帯を対象とした現金給付制度の
組み合わせ」が、理論的に最も優れた解決策であ
るというコンセンサスが確立されている 。この方
法は、VAT の効率性を最大限に活かしつつ、公平
性の目標はターゲットを絞った直接給付で達成し
ようとするものだ 。
　しかし、この理論的な最適解と、多くの国が依
然として軽減税率を採用している現実との間に
は、大きな「理論と実践のギャップ」が存在す
る 。このギャップを生んでいるのは、有権者が「既
存の恩恵（軽減税率）を取り上げられ、後から新
たな給付が与えられる」という政策に不信感を抱
きやすいことや、福祉給付の受け取りに社会的な
「スティグマ（負の烙印）」を感じる人がいること
など、政治的・社会心理学的な要因である 。IMF
らが提唱する新しい累進的 VAT は、まさにこの
ギャップをテクノロジーで埋めようとする挑戦と
言える。

４）新たな解決策：IMF の「リアルタイム還付型」
　　累進VAT
　IMF が提案するモデルは、最先端のデジタル技
術を活用し、VAT の逆進性を根本的に解消しよ
うとする革新的な構想である 。
基本構造 : 経済効率性を最大化するため、例外を
排した「単一税率・広範な課税ベース」を原則と
する 。その上で、VATによる負担を相殺するため、
低所得世帯に対して補償的な給付を行う 。
メカニズム : 最も革新的なのは、その実行メカニ
ズムである 。消費者が店舗で支払いをする際に、

デジタル ID（日本のマイナンバーカードに相当）
を通じて個人を識別 。システムが事前に登録され
た所得情報と連携し、その消費者が補償給付の対
象者かを瞬時に判定する 。対象者であれば、購入
金額に含まれる VAT 額が計算され、その場で即
座に銀行口座やデジタルウォレットに還付され
る 。
真の狙い : このモデルの革新性は、経済合理性だ
けでなく、政治的・社会心理的な障壁を乗り越え
ようとする点にある 。レジでの支払いの瞬間に「課
税」と「還付」が同時に起こることで、消費者の
体験は「税金を払い、福祉を受け取る」というも
のではなく、「単に割引を受ける」という感覚に近
いものへと「リフレーミング（再構成）」される 。
この心理的な仕掛けによって、有権者の抵抗感を
和らげ、スティグマを解消し、政治的な実現可能
性を高めることが最大の狙いなのである 。

5）実現に向けた技術、課題、そしてリスク
　累進的 VAT の構想は、技術的には現実味を帯び
てきている。ブラジルの脱税対策プログラム
「Nota Fiscal Paulista」では、消費者が納税者番号
を提示することで取引情報がリアルタイムに報告
され、脱税防止に大きな成果を上げた 。また、中
国は 2025 年から外国人観光客向けの VAT 即時還
付制度を開始しており、リアルタイムでの税還付
メカニズムが技術的に可能であることを示してい
る 。
　しかし、その実現には重大なリスクも伴う 。政
府が「誰が、いつ、どこで、何を買ったか」という
個人の全購買行動をリアルタイムで追跡することを
意味し、深刻なプライバシー侵害であり、監視社会
への道を開くとの批判は免れない からである。

６）日本への示唆：より公平な消費税への道筋
　累進的 VAT の根底にある「単一税率＋現金給
付」という思想は、日本で長年「給付付き税額控除」
として議論されてきたテーマと軌を一にするもの
である 。注目すべきは、2015 年に財務省が検討
した「日本型軽減税率制度」という構想だ 。これは、
マイナンバーカードを活用し、所得制限付きで消

費税の軽減相当額をポイントなどで還付する案で
あり、まさに IMF が提唱するリアルタイム還付モ
デルの原型と言える 。
　この構想は当時、マイナンバーカードの普及率
の低さなどを理由に頓挫したが、その後のデジ
タル化の進展により、技術的・社会的障壁は大
幅に低下している 。IMF という国際的な権威に
よる理論的裏付けは、かつて国内で頓挫した構
想に新たな政治的推進力を与える可能性があ
る 。

　Gemini は様々なインターネット上の文献等を調
べて無難な回答をしてきている。私は、将来の安
定した国家を作るためにはこれが現在のところベ
ストだろうと考えている。読者の皆さんはいかが
であろうか？

第４項　戦後財務省不祥事ワースト１　　
　Gemini に戦後の財務省の不祥事ワースト 5を選
出せよと命じてみた。読者と一致しているだろう
か？Gemini によれば、

であった。個人的には森友事件だと思うが、
Gemini が第 1位にした理由をみてみよう。

１）腐敗の構造：「ノーパンしゃぶしゃぶ」と　　
　　「MOF担」
　1990 年代、大蔵省と金融業界の関係は、構造的
かつ常態的な汚職によって蝕まれていた 。その腐
敗の象徴として国民の記憶に刻まれたのが、「ノー
パンしゃぶしゃぶ」と呼ばれる飲食店であった。
　ここでは、大蔵省の幹部官僚たちが、自らが監督・
検査すべき銀行や証券会社からの過剰な接待漬け
になっていた 。この生々しいスキャンダルは、抽
象的だった官僚腐敗の概念を、国民にとって直感
的で許しがたいものへと変えた 。   
　この事件で明らかになったのは、「MOF 担（モ
フたん）」と呼ばれる、金融機関内に設置された大
蔵省担当者の存在である。彼らの唯一の任務は、
大蔵官僚を接待し、懐柔することであった 。これ
は単発の贈収賄ではなく、深く常態化したビジネ
ス慣行だったのである。接待の見返りとして、官
僚たちは金融機関にとって死活的に重要な情報、
とりわけ抜き打ちで行われる金融検査の日程や対
象支店といった最高機密を漏洩していた 。  
 
2）国家経済への影響：金融危機における機能不
　 全
　この倫理的腐敗は、単なる風紀の乱れではなかっ
た。それは、日本の金融システムがバブル崩壊後
の不良債権問題で未曾有の危機に瀕していた、ま
さにその最中に起きていた。危機管理を担うべき
監督官庁そのものが、監督対象によって骨抜きに
されていたのである。
　規制する側とされる側の癒着は、大蔵省が断固
たる措置を講じる能力を直接的に奪った。銀行は、
漏洩された検査情報を利用して、自らが抱える不
良債権の実態を検査官から隠蔽した 。スキャンダ
ルの発覚は、大蔵省の信頼性を完全に粉砕した。
　国民の激しい怒りのため、政府は大蔵省が信用
できないという状況下で、公的資金（税金）を使っ
た銀行救済策をタイムリーに打ち出すことが政治
的に不可能となった 。この政策決定の麻痺が、日
本の「失われた 10 年」をさらに深刻化させ、長
期化させる一因となったのである 。   

３）革命：「財金分離」と一つの時代の終わり
　このスキャンダルがもたらした衝撃は、それま
で誰もが想像し得なかった結末、すなわち大蔵省
そのものの解体へと至った。国民と政界からの突
き上げるような批判は、歴史的な「財政・金融機
能の分離（財金分離）」へと結実した 。   
　1998 年、大蔵省の権力の源泉であった銀行局と
証券局が本体から切り離され、独立した行政機関
である金融監督庁（後の金融庁）が設置された 。
さらに 2001 年の中央省庁再編では、輝かしい歴
史を持つ「大蔵省」の名称そのものが廃止され、
より権能の限定された「財務省」へと改称された。
これは、腐敗したイメージを払拭する狙いがあっ
た 。大蔵省最後の蔵相であった宮澤喜一氏が、新
しい「財務省」の看板の揮毫を拒んだという逸話
は、自らが属した母校ともいえる組織の解体に対
する、象徴的な抵抗であった 。   
　この事件は他にも、若手エリート官僚が税務署
長に就任する「若殿研修」の廃止や、国家公務員
倫理法の制定といった、重要な改革の引き金と
なった 。   

4）結論：なぜこれがワースト1位なのか
　大蔵省接待汚職事件が戦後史における最悪のス
キャンダルと位置づけられるのは、その卑猥な詳
細や、処分（112 人）および逮捕された官僚の数
の多さだけが理由ではない 。その帰結が、革命的
であったからである。 この事件は、日本の近代史
上、最も強力で歴史ある官庁の、組織的かつ制度
的な失敗が、その存在自体を許容できないレベル
にまで達していることを白日の下に晒した。そし
て、その失敗が、国家の統治機構そのものを根本
的かつ恒久的に作り変えるという、直接的な結果
をもたらした。他のいかなるスキャンダルも、日
本国家の構造自体にこれほど直接的で変革的な影
響を与えたものはない。

5） 分析と考察
　この事件は、1980 年代のバブル経済がもたら
した、遅れてきた直接的な帰結であった。バブル
期に大蔵省が「行政指導」の名の下に振るった絶

大な裁量権は、絶対的な傲慢さと、民間セクター
との癒着が常態化する土壌を育んだ。1998 年のス
キャンダルは、このバブル時代の統治モデルが、
壮絶な形で崩壊した瞬間であった。好景気の時代
には機能しているように見えたこの癒着システム
は、不況下では国家経済を蝕む致命的な欠陥と
なったのである。金融庁の創設は画期的な改革で
あったが、同時に新たな長期的課題も生み出した。
それは経済政策決定の断片化であり、財政の健全
性を担う財務省と、金融システムの安定性を担う
金融庁との間で、時に政策の齟齬や摩擦を生じさ
せることになった。一つの危機への解決策が、将
来の政策協調における問題の種を蒔いたともいえ
る。

結論：財務省に受け継がれるDNA
　これら5つの事件の分析から、大蔵・財務省の「傲
慢のDNA」を構成する共通の糸が浮かび上がる。

権力の傲慢さ：自らはエリートであり、他者を律
する法や規範を超越した存在であるという、省内
に根強く存在する特権意識。
権力集中の弊害：財政と金融という絶大な権限の
一極集中が、いかに必然的に腐敗を生み出すかと
いう現実。
説明責任の不在：1948 年の政治家たちの無罪判決
から、2018 年の幹部たちの不起訴に至るまで、組
織の上層部や政治家が意味のある責任を免れ続け
るという、繰り返されるパターン。

　どうだろうか。なかなか鋭い分析をしているで
はないだろうか。では、税理士の不祥事ワースト
５も取り上げたいところであるが、背中が寒くな
り、真夏の怪談になりかねないので、ここで辞め
ておこう。皆さん、どうか、猛暑を乗り切ってい
ただきたい。
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第1項　イタリアの民間徴税請負人

　タインズの会員はイタリアにはつい最近まで民
間の徴税請負人がいたことをご存じだろうか？実
は私も最近その存在を知ったので、なぜ、このよ
うな仕組みが採用されたのかをまず Gemini に調
べさせて、それを補填しながら紹介してみよう。
　イタリア政府は 1973 年に次のような声明を出
している。「イタリア政府は、所得税その他の直
接税の徴収を請負う制度をもう一〇年続けること
を決定した。こうした中世紀的な制度をいまだに
利用しているのは、世界中で、イタリアだけのよ
うである。」（中村英男「イタリアの民間徴税業者」
より引用。大蔵省も 1973 年 11 月 6 日の「海外経
済情報」で紹介しているという）
　実に驚くべきことであるが、イタリアでは第二
次世界大戦後もこのような制度が残っていたこと
になる。第二次世界大戦後、イタリアは国民投票
で国王を廃止し、共和制となり、憲法には「税制は、
累進性の基準に基づいて編成される」という規定
を置きながら、徴税の機構が整備されていなかっ
たことになる。徴税請負人というと古代ローマを
思い浮かべるが、イタリア半島の歴史に深く根差
した、根強い制度的慣行の現れであったが、ここ
では第二次大戦後に絞って説明してみたい。
　　　

1） 第二次世界大戦後における民間徴税制度の解
　 剖
　第二次世界大戦を経て、イタリア共和国が成立
した後も、19 世紀から続く民間徴税制度は、驚
くべきことにほぼそのままの形で存続した。この
制度は、イタリアの財政システムにおける特異な
存在であり、その具体的な仕組みと存続の背景を
理解することは、後の改革の必然性を知る上で不
可欠である。
　1970 年代初頭の時点でも、イタリアの税務行
政は複数の徴収方式を併用していた。給与所得な
どに対する源泉徴収や、法人税のように納税者が
直接国庫に納付する方式も存在したが、所得税を
はじめとする多くの直接税の徴収において最も大
きな割合を占めていたのが、「徴税名簿による徴
収（riscossione mediante ruoli）」、すなわち民間
の徴税業者「エサットーリ（esattori）」を通じた
徴収であった 。   
　• 徴収対象の税金 : この制度は主に、税務署が
作成した「徴税名簿」に記載された所得税などの
直接税の徴収に用いられた。税務署が税額を査定
し、その徴収業務を民間に委託するという分業体
制が採られていた 。   
　• 徴税人（エサットーリ）: 徴税人は、いかな
る官庁にも所属しない、純粋な民間事業者であっ
た。その形態は多岐にわたり、個人事業主から、

イタリア有数の大銀行や専門の徴税会社までが含
まれていた 。全国に約 2,500 の徴税人が存在し、
彼らはイタリア経済において無視できない影響力
を持つ金融勢力を形成していた。   
　• 免許制度 : 特定地域の徴税業務を行う権利は、
10年を期限とする免許制であり、公開入札によっ
て決定された。ただし、この入札に参加できるの
は、あらかじめ財務省が作成した登録簿に記載さ
れた者に限定されていた。登録簿に記載されるた
めには、成年であるイタリア国民であることに加
え、一定の学歴、資格試験の合格、そして十分な
資力の証明など、厳しい要件を満たす必要があっ
た 。   
　• 手数料「アッジョ（Aggio）」による報酬 : 徴
税人の報酬は、国家からの給与ではなく、「アッ
ジョ（aggio）」と呼ばれる手数料であった。これ
は徴税人が徴収した税額に対して一定の割合で計
算される成功報酬であり、最大で 6.72% に達する
こともあった 。そして、この制度の最も特徴的
かつ問題視された点は、このアッジョが納税者
自身によって、本来の税金に上乗せして支払わ
れたことである 。つまり、納税者は税金を納め
るという義務を果たすために、さらにその徴収
コストまで負担させられていたのである。しか
も納税者が支払う手数料「アッジョ」の料率は、
全国一律ではなかったのである。ある分析によ
れば、手数料率は北イタリアでは平均して税額
の約 1.25% であったのに対し、南イタリアでは
9.70% にも達していた 。この著しい格差の公式
な理由は、「南部では徴税が困難である」という
ものであった。これは、南部の経済基盤の脆弱さ、
脱税の蔓延、そして行政への不信感といった、
いわゆる南北問題を反映したものである。しか
し、結果として生じたのは、経済的に豊かで納
税意識も比較的高い北部の市民が低い手数料を
支払う一方で、経済的に貧しい南部の市民が、
その「徴税の困難さ」のコストを、法外に高い
手数料という形で直接的に負担させられるとい
う、極めて倒錯した現実であった。   

2）スキャンダル
　民間徴税制度と聞いただけで「腐敗」を連想

するが、大手徴税会社 Aipa（Agenzia Italiana 
per le Pubbliche Amministrazioni）を巡るスキャ
ンダルがその象徴であった。Aipa は全国約 800
もの自治体から徴税業務を請け負っていたが、
司法当局の捜査により、市民が支払った税金の
うち少なくとも 1 億 5000 万ユーロが「消失」
していたことが明らかになった 。横領された資
金は、経営陣によってボツワナの農場や米ワイ
オミング州の牧場、さらには観光会社の株式購
入といった、私的な資産形成のために流用され
ていた。この事件は、民間委託が単なる行政手
法の問題ではなく、国富の収奪にまで至る危険
性を白日の下に晒したのである。   

3）2017年改革：国家機構への完全統合
　こうした経験もあり、イタリアはようやく
2016 年 10 月 22 日の緊急政令第 193 号（2016 年
法律第 225 号として承認）をだし、2017 年 7月 1
日をもって、民間制度はなくなり、その機能、
資産、負債はすべて、新たに設立された
**Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER、歳入
庁・徴収局 )** に引き継がれた。AdER は、「ente 
pubblico economico（公的経済法人）」と位置づ
けられ、歳入庁の業務を補完する下部機関とし
て、その指揮監督下に置かれることになった 。

4）ポイント　
　イタリアにおける民間徴税人「エサットーリ」
から公的機関「歳入庁・徴収局」への長い道の
りは、単なる財政政策の変遷史ではない。それは、
近代化、強力で効率的な中央国家の建設、そし
て財政的正当性を巡る国家と市民の複雑な関係
性といった、第二次世界大戦後のイタリアが直
面したより広範な闘いの縮図である。日本が島
国で、明治以来国の形が変わらず、ある意味で
強権的な統一が可能であったのに対し、イタリ
アの物語は、制度改革がいかに困難で、試行錯
誤を伴う長期的なプロセスであるか、そして一
つの問題を解決することが新たな課題を生み出
す可能性があることを、我々に教えてくれる。
イタリアの経験は、国家の最も基本的な機能の
一つである徴税が、単なる技術的な手続きでは

なく、その国の歴史、社会構造、そして統治のあ
り方そのものを映し出す鏡であることを、雄弁に物
語っているようだ。

第２項　租税特別措置をわかりやすく

　次に、税理士さんを悩ませる租税特別措置を
どうわかりやすくできるかに、取り組んでみよ
う。
　現行の特別措置法は市販の解説書等で調べな
い限り、一読してもわからない状況である。私は、
租税特別措置法の６４条と６４条の２にそれぞ
れの施行令、施行規則を加えたものをコピペし
て、PDF に変更した上で、まず、google の
notebookLMに読み込ませ、こういう設問をして
みた。「収用に伴い初年度は特別勘定を設けまし
たが、翌年以降チェックしなければならないポ
イントをわかりやすく教えてください」。その答
えが下記の通りであった。

収用に伴い初年度に特別勘定を設けられた
とのこと、翌年以降にチェックすべきポイ
ントを以下にわかりやすくご説明します。
租税特別措置法に基づく収用等の場合の課

税の特例では、代替資産の取得を通じて課税
の繰延べを行うための「特別勘定」制度が設
けられています。初年度に特別勘定を設けた
後、主に以下の点について継続的な確認が必
要です。
-------------------------------------------------------------------------------- 

翌年以降にチェックすべきポイント
1. 代替資産の取得期間（指定期間）の確認
　1 特別勘定を設けた主な目的は、収用等に
よって譲渡した資産に代わる「代替資産」
を取得することです。この代替資産の取得
には期間制限があります。
◦原則 : 収用等があった日を含む事業年度終
了の日の翌日から 2 年以内に代替資産を取
得する必要があります。この期間を「指定
期間」といいます。
◦期間の延長 : 以下のような「やむを得ない
事情」がある場合、指定期間が延長される
ことがあります。
▪事業の完了遅延 : 収用等に係る事業の全部
または一部が完了しないため、代替資産の
取得が困難な場合。この場合、収用等があっ
た日から最長で 4 年と 6ヶ月まで延長され
ることがあります。税務署長の承認が必要
となるケースもあります。
▪工場等の建設・移転 : 工場、事務所など
の建物、構築物、機械装置の敷地造成や建設・
移転に通常 2 年を超える期間を要する場合。
この場合、代替資産の取得が確実と認めら
れる日から最長で 3 年まで延長されること
があります。
▪特定非常災害 : 特定非常災害に起因する
やむを得ない事情で代替資産の取得が困難
になった場合、税務署長の承認を受けるこ
とで指定期間が延長されることがあります。
◦これらの延長事由に該当するかどうかを
定期的に確認し、必要な場合は所轄税務署
長への承認申請（指定期間の末日までに提
出）を行う必要があります。

2. 代替資産の取得状況と特別勘定の処理 
指定期間内に代替資産を取得できたかどう
かで、特別勘定の処理が変わります。
◦代替資産を取得した場合 :
▪代替資産を取得した日を含む事業年度の確
定した決算において、その代替資産の取得価
額に「差益割合」を乗じて計算した金額（「圧
縮限度額」）の範囲内で、帳簿価額を損金経
理により減額するか、または積立金として積
み立てる方法で経理することができます。
▪同時に、特別勘定の金額のうち、代替資
産の取得価額に差益割合を乗じて計算した
金額に相当する金額を、代替資産を取得し
た日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
益金に算入します。
▪この処理により、特別勘定が取り崩され、
税務上の繰延べ効果が適用されます。
▪差益割合とは : 収用等に伴う補償金、対価、
または清算金の額から、譲渡した資産の譲
渡直前の帳簿価額を控除した残額が、当該
補償金等の額に占める割合を指します。
◦代替資産を取得しなかった場合、または
指定期間が満了した場合 :
▪指定期間を経過する日において、特別勘
定に残額がある場合、その特別勘定の残額
は、指定期間が経過する日を含む事業年度
の所得の金額の計算上、益金に算入されま
す。つまり、この時点で繰り延べられてい
た所得が課税対象となります。

3. 特別勘定の益金算入事由の確認
　代替資産の取得の有無以外にも、特別勘定
が益金に算入されるケースがあります。以下
のいずれかに該当しないか確認が必要です。
◦指定期間内に、特別勘定の金額を代替資
産の取得以外の目的で取り崩した場合。
◦法人が指定期間内に解散した場合（合併
により解散した場合を除く）。
◦法人が指定期間内に、自らを被合併法人
とする適格合併以外の合併を行った場合。
◦法人が、非適格株式交換等を行った場合（特

別勘定の金額が1,000万円未満のものを除く）。
◦法人が、連結納税制度における通算開始法
人、通算加入法人、または通算終了法人に該
当することとなった場合（特別勘定の金額が
1,000 万円未満のものを除く）。

4. 申告・書類保存要件の遵守
◦収用等の特例を適用するためには、確定申
告書等に損金算入額の記載と、その計算に関
する明細書の添付が必要です。
◦また、収用等があったことを証明する書類
（例：都市再開発事業の施行者の証明書類な
ど）の保存が義務付けられています。
◦指定期間の延長承認を受けた場合、そのや
むを得ない事情の詳細、代替資産の取得予定
年月日、取得価額の見積額などを記載した書
類の添付も必要です。

5. 組織再編時における特別勘定の引継ぎ
◦適格合併、適格分割、適格現物出資を行っ
た場合、特別勘定の金額は、合併法人等に引
き継がれることがありますこの場合、引き継
ぎ後の法人において、上記の指定期間の管理
や代替資産の取得義務が継続します。
◦引き継ぎを行う際は、税務署への所定の書
類の提出が必要です。
これらのポイントを定期的に確認し、適切な
会計処理と税務申告を行うことが、収用等に
伴う課税の特例を最大限に活用し、税負担を
適正に管理する上で重要となります。

とまあ、こんな風になった。かなりわかりやすく
なっていると思われる。もっともこれを読んで安
心してもいけない。何か忘れているかもしれない。
　いずれにせよ、このような、難しい規定は申請を
受けたい納税者が税務署に「＊＊の特例を受けたい」
という申請書類を出させて、数ヶ月以内に税務署が
賦課処分をする方式に変えろ！要件等は税務署が調
べ、納税者に提出を依頼し、解釈をミスしたときは
税務署の間違いなので、納税者を救済せよ！

第３項　累進的付加付加価値税（VAT）         
　          をめざしませんか？
１）はじめに
　私は、消費税の逆進性は問題でやはりこれに頼
るのは危ないと思いつつ、廃止しろ、とまではい
えない状態で悩んできた。しかし、国際通貨基金
（IMF）が 2024 年 4 月に発表したワーキングペー
パー「累進的VATの設計」に衝撃を受け、これだ！
と思った。1980 年代、所得税に変わり、人の支出
を課税標準にする制度が注目されたことがあった。
確かに、所得税は生きていくためにもらう労働者
の賃金は「所得」として必ず課税されるのに、企
業を支配している人たちは配当等は実現させなく
とも企業の価値を増殖していける。結局、働く貧
しいものだけを累進課税に服させるのが所得税
で、本当の富裕者は所得税の対象から外れている
ことから比べれば、消費に課税するのはより合理
的だからである。でも、それを具体化するのは当
時では無理でいつの間にか消えていたが、今の消
費税を累進化できるのであれば、所得税より、公
平な税構造が実現すると思われる。本稿では、昨
年 IMF の｢累進的消費税構想｣が現在世界の研究
者にどううけとめられているか、を Gemini に以
下のように調べさせた。

２）VAT の根深い逆進性問題と「累進的 VAT」の
　　登場
　付加価値税（VAT）は、世界 160 カ国以上で導
入され、経済活動への歪みが少なく効率的に巨額
の税収を確保できる「マネーマシン」として、現
代税制の成功例とされてきた 。しかし、その成功
には常に「逆進性」という影がつきまとってき
た 。逆進性とは、消費に対して一律に課税される
ため、所得の大部分を消費に充てる低所得世帯ほ
ど、所得に占める実質的な税負担率が高くなる性
質を指す 。この公平性の問題は、VAT 導入以来、
絶えず政策論争の中心にあり続けてきた 。
　こうした中、近年、VAT の逆進性問題への新た
なアプローチとして「累進的 VAT」が注目を集め
ている 。特に、IMFが 2024年 4月に発表したワー
キングペーパーは、この議論を国際的な政策課題
の最前線に押し上げた 。世界経済が政府債務の増
大、成長の鈍化、格差拡大という三重の課題に直
面する中、単に歳入を確保するだけでなく、より
公平な方法で歳入を動員する必要性が高まってい
る 。累進的 VAT は、これまで効率性を目的とし
てきた VAT を、再分配という社会的機能も果た
せるように再設計しようという、新たな時代の要
請に応えるパラダイムシフトの試みなのである 。

３）逆進性対策の変遷：伝統的手法から理論的最
　　適解へ
　VAT の逆進性を緩和する最も一般的な方法は、
食料品などの生活必需品に軽減税率や非課税措置を
適用する「伝統的アプローチ」である 。しかし、
この手法は、その恩恵が高所得世帯にも多大に及ぶ
ため、ターゲットを絞り込めていない非効率な再
分配手段であるという点で、国際的な学術研究の
見解がほぼ一致している 。
　これに対し、学術界では「現代的アプローチ」、
すなわち「広範な課税ベースを持つ単一税率の
VAT と、低所得世帯を対象とした現金給付制度の
組み合わせ」が、理論的に最も優れた解決策であ
るというコンセンサスが確立されている 。この方
法は、VAT の効率性を最大限に活かしつつ、公平
性の目標はターゲットを絞った直接給付で達成し
ようとするものだ 。
　しかし、この理論的な最適解と、多くの国が依
然として軽減税率を採用している現実との間に
は、大きな「理論と実践のギャップ」が存在す
る 。このギャップを生んでいるのは、有権者が「既
存の恩恵（軽減税率）を取り上げられ、後から新
たな給付が与えられる」という政策に不信感を抱
きやすいことや、福祉給付の受け取りに社会的な
「スティグマ（負の烙印）」を感じる人がいること
など、政治的・社会心理学的な要因である 。IMF
らが提唱する新しい累進的 VAT は、まさにこの
ギャップをテクノロジーで埋めようとする挑戦と
言える。

４）新たな解決策：IMF の「リアルタイム還付型」
　　累進VAT
　IMF が提案するモデルは、最先端のデジタル技
術を活用し、VAT の逆進性を根本的に解消しよ
うとする革新的な構想である 。
基本構造 : 経済効率性を最大化するため、例外を
排した「単一税率・広範な課税ベース」を原則と
する 。その上で、VATによる負担を相殺するため、
低所得世帯に対して補償的な給付を行う 。
メカニズム : 最も革新的なのは、その実行メカニ
ズムである 。消費者が店舗で支払いをする際に、

デジタル ID（日本のマイナンバーカードに相当）
を通じて個人を識別 。システムが事前に登録され
た所得情報と連携し、その消費者が補償給付の対
象者かを瞬時に判定する 。対象者であれば、購入
金額に含まれる VAT 額が計算され、その場で即
座に銀行口座やデジタルウォレットに還付され
る 。
真の狙い : このモデルの革新性は、経済合理性だ
けでなく、政治的・社会心理的な障壁を乗り越え
ようとする点にある 。レジでの支払いの瞬間に「課
税」と「還付」が同時に起こることで、消費者の
体験は「税金を払い、福祉を受け取る」というも
のではなく、「単に割引を受ける」という感覚に近
いものへと「リフレーミング（再構成）」される 。
この心理的な仕掛けによって、有権者の抵抗感を
和らげ、スティグマを解消し、政治的な実現可能
性を高めることが最大の狙いなのである 。

5）実現に向けた技術、課題、そしてリスク
　累進的 VAT の構想は、技術的には現実味を帯び
てきている。ブラジルの脱税対策プログラム
「Nota Fiscal Paulista」では、消費者が納税者番号
を提示することで取引情報がリアルタイムに報告
され、脱税防止に大きな成果を上げた 。また、中
国は 2025 年から外国人観光客向けの VAT 即時還
付制度を開始しており、リアルタイムでの税還付
メカニズムが技術的に可能であることを示してい
る 。
　しかし、その実現には重大なリスクも伴う 。政
府が「誰が、いつ、どこで、何を買ったか」という
個人の全購買行動をリアルタイムで追跡することを
意味し、深刻なプライバシー侵害であり、監視社会
への道を開くとの批判は免れない からである。

６）日本への示唆：より公平な消費税への道筋
　累進的 VAT の根底にある「単一税率＋現金給
付」という思想は、日本で長年「給付付き税額控除」
として議論されてきたテーマと軌を一にするもの
である 。注目すべきは、2015 年に財務省が検討
した「日本型軽減税率制度」という構想だ 。これは、
マイナンバーカードを活用し、所得制限付きで消

費税の軽減相当額をポイントなどで還付する案で
あり、まさに IMF が提唱するリアルタイム還付モ
デルの原型と言える 。
　この構想は当時、マイナンバーカードの普及率
の低さなどを理由に頓挫したが、その後のデジ
タル化の進展により、技術的・社会的障壁は大
幅に低下している 。IMF という国際的な権威に
よる理論的裏付けは、かつて国内で頓挫した構
想に新たな政治的推進力を与える可能性があ
る 。

　Gemini は様々なインターネット上の文献等を調
べて無難な回答をしてきている。私は、将来の安
定した国家を作るためにはこれが現在のところベ
ストだろうと考えている。読者の皆さんはいかが
であろうか？

第４項　戦後財務省不祥事ワースト１　　
　Gemini に戦後の財務省の不祥事ワースト 5を選
出せよと命じてみた。読者と一致しているだろう
か？Gemini によれば、

であった。個人的には森友事件だと思うが、
Gemini が第 1位にした理由をみてみよう。

１）腐敗の構造：「ノーパンしゃぶしゃぶ」と　　
　　「MOF担」
　1990 年代、大蔵省と金融業界の関係は、構造的
かつ常態的な汚職によって蝕まれていた 。その腐
敗の象徴として国民の記憶に刻まれたのが、「ノー
パンしゃぶしゃぶ」と呼ばれる飲食店であった。
　ここでは、大蔵省の幹部官僚たちが、自らが監督・
検査すべき銀行や証券会社からの過剰な接待漬け
になっていた 。この生々しいスキャンダルは、抽
象的だった官僚腐敗の概念を、国民にとって直感
的で許しがたいものへと変えた 。   
　この事件で明らかになったのは、「MOF 担（モ
フたん）」と呼ばれる、金融機関内に設置された大
蔵省担当者の存在である。彼らの唯一の任務は、
大蔵官僚を接待し、懐柔することであった 。これ
は単発の贈収賄ではなく、深く常態化したビジネ
ス慣行だったのである。接待の見返りとして、官
僚たちは金融機関にとって死活的に重要な情報、
とりわけ抜き打ちで行われる金融検査の日程や対
象支店といった最高機密を漏洩していた 。  
 
2）国家経済への影響：金融危機における機能不
　 全
　この倫理的腐敗は、単なる風紀の乱れではなかっ
た。それは、日本の金融システムがバブル崩壊後
の不良債権問題で未曾有の危機に瀕していた、ま
さにその最中に起きていた。危機管理を担うべき
監督官庁そのものが、監督対象によって骨抜きに
されていたのである。
　規制する側とされる側の癒着は、大蔵省が断固
たる措置を講じる能力を直接的に奪った。銀行は、
漏洩された検査情報を利用して、自らが抱える不
良債権の実態を検査官から隠蔽した 。スキャンダ
ルの発覚は、大蔵省の信頼性を完全に粉砕した。
　国民の激しい怒りのため、政府は大蔵省が信用
できないという状況下で、公的資金（税金）を使っ
た銀行救済策をタイムリーに打ち出すことが政治
的に不可能となった 。この政策決定の麻痺が、日
本の「失われた 10 年」をさらに深刻化させ、長
期化させる一因となったのである 。   

３）革命：「財金分離」と一つの時代の終わり
　このスキャンダルがもたらした衝撃は、それま
で誰もが想像し得なかった結末、すなわち大蔵省
そのものの解体へと至った。国民と政界からの突
き上げるような批判は、歴史的な「財政・金融機
能の分離（財金分離）」へと結実した 。   
　1998 年、大蔵省の権力の源泉であった銀行局と
証券局が本体から切り離され、独立した行政機関
である金融監督庁（後の金融庁）が設置された 。
さらに 2001 年の中央省庁再編では、輝かしい歴
史を持つ「大蔵省」の名称そのものが廃止され、
より権能の限定された「財務省」へと改称された。
これは、腐敗したイメージを払拭する狙いがあっ
た 。大蔵省最後の蔵相であった宮澤喜一氏が、新
しい「財務省」の看板の揮毫を拒んだという逸話
は、自らが属した母校ともいえる組織の解体に対
する、象徴的な抵抗であった 。   
　この事件は他にも、若手エリート官僚が税務署
長に就任する「若殿研修」の廃止や、国家公務員
倫理法の制定といった、重要な改革の引き金と
なった 。   

4）結論：なぜこれがワースト1位なのか
　大蔵省接待汚職事件が戦後史における最悪のス
キャンダルと位置づけられるのは、その卑猥な詳
細や、処分（112 人）および逮捕された官僚の数
の多さだけが理由ではない 。その帰結が、革命的
であったからである。 この事件は、日本の近代史
上、最も強力で歴史ある官庁の、組織的かつ制度
的な失敗が、その存在自体を許容できないレベル
にまで達していることを白日の下に晒した。そし
て、その失敗が、国家の統治機構そのものを根本
的かつ恒久的に作り変えるという、直接的な結果
をもたらした。他のいかなるスキャンダルも、日
本国家の構造自体にこれほど直接的で変革的な影
響を与えたものはない。

5） 分析と考察
　この事件は、1980 年代のバブル経済がもたら
した、遅れてきた直接的な帰結であった。バブル
期に大蔵省が「行政指導」の名の下に振るった絶

大な裁量権は、絶対的な傲慢さと、民間セクター
との癒着が常態化する土壌を育んだ。1998 年のス
キャンダルは、このバブル時代の統治モデルが、
壮絶な形で崩壊した瞬間であった。好景気の時代
には機能しているように見えたこの癒着システム
は、不況下では国家経済を蝕む致命的な欠陥と
なったのである。金融庁の創設は画期的な改革で
あったが、同時に新たな長期的課題も生み出した。
それは経済政策決定の断片化であり、財政の健全
性を担う財務省と、金融システムの安定性を担う
金融庁との間で、時に政策の齟齬や摩擦を生じさ
せることになった。一つの危機への解決策が、将
来の政策協調における問題の種を蒔いたともいえ
る。

結論：財務省に受け継がれるDNA
　これら5つの事件の分析から、大蔵・財務省の「傲
慢のDNA」を構成する共通の糸が浮かび上がる。

権力の傲慢さ：自らはエリートであり、他者を律
する法や規範を超越した存在であるという、省内
に根強く存在する特権意識。
権力集中の弊害：財政と金融という絶大な権限の
一極集中が、いかに必然的に腐敗を生み出すかと
いう現実。
説明責任の不在：1948 年の政治家たちの無罪判決
から、2018 年の幹部たちの不起訴に至るまで、組
織の上層部や政治家が意味のある責任を免れ続け
るという、繰り返されるパターン。

　どうだろうか。なかなか鋭い分析をしているで
はないだろうか。では、税理士の不祥事ワースト
５も取り上げたいところであるが、背中が寒くな
り、真夏の怪談になりかねないので、ここで辞め
ておこう。皆さん、どうか、猛暑を乗り切ってい
ただきたい。
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第1項　イタリアの民間徴税請負人

　タインズの会員はイタリアにはつい最近まで民
間の徴税請負人がいたことをご存じだろうか？実
は私も最近その存在を知ったので、なぜ、このよ
うな仕組みが採用されたのかをまず Gemini に調
べさせて、それを補填しながら紹介してみよう。
　イタリア政府は 1973 年に次のような声明を出
している。「イタリア政府は、所得税その他の直
接税の徴収を請負う制度をもう一〇年続けること
を決定した。こうした中世紀的な制度をいまだに
利用しているのは、世界中で、イタリアだけのよ
うである。」（中村英男「イタリアの民間徴税業者」
より引用。大蔵省も 1973 年 11 月 6 日の「海外経
済情報」で紹介しているという）
　実に驚くべきことであるが、イタリアでは第二
次世界大戦後もこのような制度が残っていたこと
になる。第二次世界大戦後、イタリアは国民投票
で国王を廃止し、共和制となり、憲法には「税制は、
累進性の基準に基づいて編成される」という規定
を置きながら、徴税の機構が整備されていなかっ
たことになる。徴税請負人というと古代ローマを
思い浮かべるが、イタリア半島の歴史に深く根差
した、根強い制度的慣行の現れであったが、ここ
では第二次大戦後に絞って説明してみたい。
　　　

1） 第二次世界大戦後における民間徴税制度の解
　 剖
　第二次世界大戦を経て、イタリア共和国が成立
した後も、19 世紀から続く民間徴税制度は、驚
くべきことにほぼそのままの形で存続した。この
制度は、イタリアの財政システムにおける特異な
存在であり、その具体的な仕組みと存続の背景を
理解することは、後の改革の必然性を知る上で不
可欠である。
　1970 年代初頭の時点でも、イタリアの税務行
政は複数の徴収方式を併用していた。給与所得な
どに対する源泉徴収や、法人税のように納税者が
直接国庫に納付する方式も存在したが、所得税を
はじめとする多くの直接税の徴収において最も大
きな割合を占めていたのが、「徴税名簿による徴
収（riscossione mediante ruoli）」、すなわち民間
の徴税業者「エサットーリ（esattori）」を通じた
徴収であった 。   
　• 徴収対象の税金 : この制度は主に、税務署が
作成した「徴税名簿」に記載された所得税などの
直接税の徴収に用いられた。税務署が税額を査定
し、その徴収業務を民間に委託するという分業体
制が採られていた 。   
　• 徴税人（エサットーリ）: 徴税人は、いかな
る官庁にも所属しない、純粋な民間事業者であっ
た。その形態は多岐にわたり、個人事業主から、

イタリア有数の大銀行や専門の徴税会社までが含
まれていた 。全国に約 2,500 の徴税人が存在し、
彼らはイタリア経済において無視できない影響力
を持つ金融勢力を形成していた。   
　• 免許制度 : 特定地域の徴税業務を行う権利は、
10年を期限とする免許制であり、公開入札によっ
て決定された。ただし、この入札に参加できるの
は、あらかじめ財務省が作成した登録簿に記載さ
れた者に限定されていた。登録簿に記載されるた
めには、成年であるイタリア国民であることに加
え、一定の学歴、資格試験の合格、そして十分な
資力の証明など、厳しい要件を満たす必要があっ
た 。   
　• 手数料「アッジョ（Aggio）」による報酬 : 徴
税人の報酬は、国家からの給与ではなく、「アッ
ジョ（aggio）」と呼ばれる手数料であった。これ
は徴税人が徴収した税額に対して一定の割合で計
算される成功報酬であり、最大で 6.72% に達する
こともあった 。そして、この制度の最も特徴的
かつ問題視された点は、このアッジョが納税者
自身によって、本来の税金に上乗せして支払わ
れたことである 。つまり、納税者は税金を納め
るという義務を果たすために、さらにその徴収
コストまで負担させられていたのである。しか
も納税者が支払う手数料「アッジョ」の料率は、
全国一律ではなかったのである。ある分析によ
れば、手数料率は北イタリアでは平均して税額
の約 1.25% であったのに対し、南イタリアでは
9.70% にも達していた 。この著しい格差の公式
な理由は、「南部では徴税が困難である」という
ものであった。これは、南部の経済基盤の脆弱さ、
脱税の蔓延、そして行政への不信感といった、
いわゆる南北問題を反映したものである。しか
し、結果として生じたのは、経済的に豊かで納
税意識も比較的高い北部の市民が低い手数料を
支払う一方で、経済的に貧しい南部の市民が、
その「徴税の困難さ」のコストを、法外に高い
手数料という形で直接的に負担させられるとい
う、極めて倒錯した現実であった。   

2）スキャンダル
　民間徴税制度と聞いただけで「腐敗」を連想

するが、大手徴税会社 Aipa（Agenzia Italiana 
per le Pubbliche Amministrazioni）を巡るスキャ
ンダルがその象徴であった。Aipa は全国約 800
もの自治体から徴税業務を請け負っていたが、
司法当局の捜査により、市民が支払った税金の
うち少なくとも 1 億 5000 万ユーロが「消失」
していたことが明らかになった 。横領された資
金は、経営陣によってボツワナの農場や米ワイ
オミング州の牧場、さらには観光会社の株式購
入といった、私的な資産形成のために流用され
ていた。この事件は、民間委託が単なる行政手
法の問題ではなく、国富の収奪にまで至る危険
性を白日の下に晒したのである。   

3）2017年改革：国家機構への完全統合
　こうした経験もあり、イタリアはようやく
2016 年 10 月 22 日の緊急政令第 193 号（2016 年
法律第 225 号として承認）をだし、2017 年 7月 1
日をもって、民間制度はなくなり、その機能、
資産、負債はすべて、新たに設立された
**Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER、歳入
庁・徴収局 )** に引き継がれた。AdER は、「ente 
pubblico economico（公的経済法人）」と位置づ
けられ、歳入庁の業務を補完する下部機関とし
て、その指揮監督下に置かれることになった 。

4）ポイント　
　イタリアにおける民間徴税人「エサットーリ」
から公的機関「歳入庁・徴収局」への長い道の
りは、単なる財政政策の変遷史ではない。それは、
近代化、強力で効率的な中央国家の建設、そし
て財政的正当性を巡る国家と市民の複雑な関係
性といった、第二次世界大戦後のイタリアが直
面したより広範な闘いの縮図である。日本が島
国で、明治以来国の形が変わらず、ある意味で
強権的な統一が可能であったのに対し、イタリ
アの物語は、制度改革がいかに困難で、試行錯
誤を伴う長期的なプロセスであるか、そして一
つの問題を解決することが新たな課題を生み出
す可能性があることを、我々に教えてくれる。
イタリアの経験は、国家の最も基本的な機能の
一つである徴税が、単なる技術的な手続きでは

なく、その国の歴史、社会構造、そして統治のあ
り方そのものを映し出す鏡であることを、雄弁に物
語っているようだ。

第２項　租税特別措置をわかりやすく

　次に、税理士さんを悩ませる租税特別措置を
どうわかりやすくできるかに、取り組んでみよ
う。
　現行の特別措置法は市販の解説書等で調べな
い限り、一読してもわからない状況である。私は、
租税特別措置法の６４条と６４条の２にそれぞ
れの施行令、施行規則を加えたものをコピペし
て、PDF に変更した上で、まず、google の
notebookLMに読み込ませ、こういう設問をして
みた。「収用に伴い初年度は特別勘定を設けまし
たが、翌年以降チェックしなければならないポ
イントをわかりやすく教えてください」。その答
えが下記の通りであった。

収用に伴い初年度に特別勘定を設けられた
とのこと、翌年以降にチェックすべきポイ
ントを以下にわかりやすくご説明します。
租税特別措置法に基づく収用等の場合の課

税の特例では、代替資産の取得を通じて課税
の繰延べを行うための「特別勘定」制度が設
けられています。初年度に特別勘定を設けた
後、主に以下の点について継続的な確認が必
要です。
-------------------------------------------------------------------------------- 

翌年以降にチェックすべきポイント
1. 代替資産の取得期間（指定期間）の確認
　1 特別勘定を設けた主な目的は、収用等に
よって譲渡した資産に代わる「代替資産」
を取得することです。この代替資産の取得
には期間制限があります。
◦原則 : 収用等があった日を含む事業年度終
了の日の翌日から 2 年以内に代替資産を取
得する必要があります。この期間を「指定
期間」といいます。
◦期間の延長 : 以下のような「やむを得ない
事情」がある場合、指定期間が延長される
ことがあります。
▪事業の完了遅延 : 収用等に係る事業の全部
または一部が完了しないため、代替資産の
取得が困難な場合。この場合、収用等があっ
た日から最長で 4 年と 6ヶ月まで延長され
ることがあります。税務署長の承認が必要
となるケースもあります。
▪工場等の建設・移転 : 工場、事務所など
の建物、構築物、機械装置の敷地造成や建設・
移転に通常 2 年を超える期間を要する場合。
この場合、代替資産の取得が確実と認めら
れる日から最長で 3 年まで延長されること
があります。
▪特定非常災害 : 特定非常災害に起因する
やむを得ない事情で代替資産の取得が困難
になった場合、税務署長の承認を受けるこ
とで指定期間が延長されることがあります。
◦これらの延長事由に該当するかどうかを
定期的に確認し、必要な場合は所轄税務署
長への承認申請（指定期間の末日までに提
出）を行う必要があります。

2. 代替資産の取得状況と特別勘定の処理 
指定期間内に代替資産を取得できたかどう
かで、特別勘定の処理が変わります。
◦代替資産を取得した場合 :
▪代替資産を取得した日を含む事業年度の確
定した決算において、その代替資産の取得価
額に「差益割合」を乗じて計算した金額（「圧
縮限度額」）の範囲内で、帳簿価額を損金経
理により減額するか、または積立金として積
み立てる方法で経理することができます。
▪同時に、特別勘定の金額のうち、代替資
産の取得価額に差益割合を乗じて計算した
金額に相当する金額を、代替資産を取得し
た日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
益金に算入します。
▪この処理により、特別勘定が取り崩され、
税務上の繰延べ効果が適用されます。
▪差益割合とは : 収用等に伴う補償金、対価、
または清算金の額から、譲渡した資産の譲
渡直前の帳簿価額を控除した残額が、当該
補償金等の額に占める割合を指します。
◦代替資産を取得しなかった場合、または
指定期間が満了した場合 :
▪指定期間を経過する日において、特別勘
定に残額がある場合、その特別勘定の残額
は、指定期間が経過する日を含む事業年度
の所得の金額の計算上、益金に算入されま
す。つまり、この時点で繰り延べられてい
た所得が課税対象となります。

3. 特別勘定の益金算入事由の確認
　代替資産の取得の有無以外にも、特別勘定
が益金に算入されるケースがあります。以下
のいずれかに該当しないか確認が必要です。
◦指定期間内に、特別勘定の金額を代替資
産の取得以外の目的で取り崩した場合。
◦法人が指定期間内に解散した場合（合併
により解散した場合を除く）。
◦法人が指定期間内に、自らを被合併法人
とする適格合併以外の合併を行った場合。
◦法人が、非適格株式交換等を行った場合（特

別勘定の金額が1,000万円未満のものを除く）。
◦法人が、連結納税制度における通算開始法
人、通算加入法人、または通算終了法人に該
当することとなった場合（特別勘定の金額が
1,000 万円未満のものを除く）。

4. 申告・書類保存要件の遵守
◦収用等の特例を適用するためには、確定申
告書等に損金算入額の記載と、その計算に関
する明細書の添付が必要です。
◦また、収用等があったことを証明する書類
（例：都市再開発事業の施行者の証明書類な
ど）の保存が義務付けられています。
◦指定期間の延長承認を受けた場合、そのや
むを得ない事情の詳細、代替資産の取得予定
年月日、取得価額の見積額などを記載した書
類の添付も必要です。

5. 組織再編時における特別勘定の引継ぎ
◦適格合併、適格分割、適格現物出資を行っ
た場合、特別勘定の金額は、合併法人等に引
き継がれることがありますこの場合、引き継
ぎ後の法人において、上記の指定期間の管理
や代替資産の取得義務が継続します。
◦引き継ぎを行う際は、税務署への所定の書
類の提出が必要です。
これらのポイントを定期的に確認し、適切な
会計処理と税務申告を行うことが、収用等に
伴う課税の特例を最大限に活用し、税負担を
適正に管理する上で重要となります。

とまあ、こんな風になった。かなりわかりやすく
なっていると思われる。もっともこれを読んで安
心してもいけない。何か忘れているかもしれない。
　いずれにせよ、このような、難しい規定は申請を
受けたい納税者が税務署に「＊＊の特例を受けたい」
という申請書類を出させて、数ヶ月以内に税務署が
賦課処分をする方式に変えろ！要件等は税務署が調
べ、納税者に提出を依頼し、解釈をミスしたときは
税務署の間違いなので、納税者を救済せよ！

第３項　累進的付加付加価値税（VAT）         
　          をめざしませんか？
１）はじめに
　私は、消費税の逆進性は問題でやはりこれに頼
るのは危ないと思いつつ、廃止しろ、とまではい
えない状態で悩んできた。しかし、国際通貨基金
（IMF）が 2024 年 4 月に発表したワーキングペー
パー「累進的VATの設計」に衝撃を受け、これだ！
と思った。1980 年代、所得税に変わり、人の支出
を課税標準にする制度が注目されたことがあった。
確かに、所得税は生きていくためにもらう労働者
の賃金は「所得」として必ず課税されるのに、企
業を支配している人たちは配当等は実現させなく
とも企業の価値を増殖していける。結局、働く貧
しいものだけを累進課税に服させるのが所得税
で、本当の富裕者は所得税の対象から外れている
ことから比べれば、消費に課税するのはより合理
的だからである。でも、それを具体化するのは当
時では無理でいつの間にか消えていたが、今の消
費税を累進化できるのであれば、所得税より、公
平な税構造が実現すると思われる。本稿では、昨
年 IMF の｢累進的消費税構想｣が現在世界の研究
者にどううけとめられているか、を Gemini に以
下のように調べさせた。

２）VAT の根深い逆進性問題と「累進的 VAT」の
　　登場
　付加価値税（VAT）は、世界 160 カ国以上で導
入され、経済活動への歪みが少なく効率的に巨額
の税収を確保できる「マネーマシン」として、現
代税制の成功例とされてきた 。しかし、その成功
には常に「逆進性」という影がつきまとってき
た 。逆進性とは、消費に対して一律に課税される
ため、所得の大部分を消費に充てる低所得世帯ほ
ど、所得に占める実質的な税負担率が高くなる性
質を指す 。この公平性の問題は、VAT 導入以来、
絶えず政策論争の中心にあり続けてきた 。
　こうした中、近年、VAT の逆進性問題への新た
なアプローチとして「累進的 VAT」が注目を集め
ている 。特に、IMFが 2024年 4月に発表したワー
キングペーパーは、この議論を国際的な政策課題
の最前線に押し上げた 。世界経済が政府債務の増
大、成長の鈍化、格差拡大という三重の課題に直
面する中、単に歳入を確保するだけでなく、より
公平な方法で歳入を動員する必要性が高まってい
る 。累進的 VAT は、これまで効率性を目的とし
てきた VAT を、再分配という社会的機能も果た
せるように再設計しようという、新たな時代の要
請に応えるパラダイムシフトの試みなのである 。

３）逆進性対策の変遷：伝統的手法から理論的最
　　適解へ
　VAT の逆進性を緩和する最も一般的な方法は、
食料品などの生活必需品に軽減税率や非課税措置を
適用する「伝統的アプローチ」である 。しかし、
この手法は、その恩恵が高所得世帯にも多大に及ぶ
ため、ターゲットを絞り込めていない非効率な再
分配手段であるという点で、国際的な学術研究の
見解がほぼ一致している 。
　これに対し、学術界では「現代的アプローチ」、
すなわち「広範な課税ベースを持つ単一税率の
VAT と、低所得世帯を対象とした現金給付制度の
組み合わせ」が、理論的に最も優れた解決策であ
るというコンセンサスが確立されている 。この方
法は、VAT の効率性を最大限に活かしつつ、公平
性の目標はターゲットを絞った直接給付で達成し
ようとするものだ 。
　しかし、この理論的な最適解と、多くの国が依
然として軽減税率を採用している現実との間に
は、大きな「理論と実践のギャップ」が存在す
る 。このギャップを生んでいるのは、有権者が「既
存の恩恵（軽減税率）を取り上げられ、後から新
たな給付が与えられる」という政策に不信感を抱
きやすいことや、福祉給付の受け取りに社会的な
「スティグマ（負の烙印）」を感じる人がいること
など、政治的・社会心理学的な要因である 。IMF
らが提唱する新しい累進的 VAT は、まさにこの
ギャップをテクノロジーで埋めようとする挑戦と
言える。

４）新たな解決策：IMF の「リアルタイム還付型」
　　累進VAT
　IMF が提案するモデルは、最先端のデジタル技
術を活用し、VAT の逆進性を根本的に解消しよ
うとする革新的な構想である 。
基本構造 : 経済効率性を最大化するため、例外を
排した「単一税率・広範な課税ベース」を原則と
する 。その上で、VATによる負担を相殺するため、
低所得世帯に対して補償的な給付を行う 。
メカニズム : 最も革新的なのは、その実行メカニ
ズムである 。消費者が店舗で支払いをする際に、

デジタル ID（日本のマイナンバーカードに相当）
を通じて個人を識別 。システムが事前に登録され
た所得情報と連携し、その消費者が補償給付の対
象者かを瞬時に判定する 。対象者であれば、購入
金額に含まれる VAT 額が計算され、その場で即
座に銀行口座やデジタルウォレットに還付され
る 。
真の狙い : このモデルの革新性は、経済合理性だ
けでなく、政治的・社会心理的な障壁を乗り越え
ようとする点にある 。レジでの支払いの瞬間に「課
税」と「還付」が同時に起こることで、消費者の
体験は「税金を払い、福祉を受け取る」というも
のではなく、「単に割引を受ける」という感覚に近
いものへと「リフレーミング（再構成）」される 。
この心理的な仕掛けによって、有権者の抵抗感を
和らげ、スティグマを解消し、政治的な実現可能
性を高めることが最大の狙いなのである 。

5）実現に向けた技術、課題、そしてリスク
　累進的 VAT の構想は、技術的には現実味を帯び
てきている。ブラジルの脱税対策プログラム
「Nota Fiscal Paulista」では、消費者が納税者番号
を提示することで取引情報がリアルタイムに報告
され、脱税防止に大きな成果を上げた 。また、中
国は 2025 年から外国人観光客向けの VAT 即時還
付制度を開始しており、リアルタイムでの税還付
メカニズムが技術的に可能であることを示してい
る 。
　しかし、その実現には重大なリスクも伴う 。政
府が「誰が、いつ、どこで、何を買ったか」という
個人の全購買行動をリアルタイムで追跡することを
意味し、深刻なプライバシー侵害であり、監視社会
への道を開くとの批判は免れない からである。

６）日本への示唆：より公平な消費税への道筋
　累進的 VAT の根底にある「単一税率＋現金給
付」という思想は、日本で長年「給付付き税額控除」
として議論されてきたテーマと軌を一にするもの
である 。注目すべきは、2015 年に財務省が検討
した「日本型軽減税率制度」という構想だ 。これは、
マイナンバーカードを活用し、所得制限付きで消

費税の軽減相当額をポイントなどで還付する案で
あり、まさに IMF が提唱するリアルタイム還付モ
デルの原型と言える 。
　この構想は当時、マイナンバーカードの普及率
の低さなどを理由に頓挫したが、その後のデジ
タル化の進展により、技術的・社会的障壁は大
幅に低下している 。IMF という国際的な権威に
よる理論的裏付けは、かつて国内で頓挫した構
想に新たな政治的推進力を与える可能性があ
る 。

　Gemini は様々なインターネット上の文献等を調
べて無難な回答をしてきている。私は、将来の安
定した国家を作るためにはこれが現在のところベ
ストだろうと考えている。読者の皆さんはいかが
であろうか？

第４項　戦後財務省不祥事ワースト１　　
　Gemini に戦後の財務省の不祥事ワースト 5を選
出せよと命じてみた。読者と一致しているだろう
か？Gemini によれば、

であった。個人的には森友事件だと思うが、
Gemini が第 1位にした理由をみてみよう。

１）腐敗の構造：「ノーパンしゃぶしゃぶ」と　　
　　「MOF担」
　1990 年代、大蔵省と金融業界の関係は、構造的
かつ常態的な汚職によって蝕まれていた 。その腐
敗の象徴として国民の記憶に刻まれたのが、「ノー
パンしゃぶしゃぶ」と呼ばれる飲食店であった。
　ここでは、大蔵省の幹部官僚たちが、自らが監督・
検査すべき銀行や証券会社からの過剰な接待漬け
になっていた 。この生々しいスキャンダルは、抽
象的だった官僚腐敗の概念を、国民にとって直感
的で許しがたいものへと変えた 。   
　この事件で明らかになったのは、「MOF 担（モ
フたん）」と呼ばれる、金融機関内に設置された大
蔵省担当者の存在である。彼らの唯一の任務は、
大蔵官僚を接待し、懐柔することであった 。これ
は単発の贈収賄ではなく、深く常態化したビジネ
ス慣行だったのである。接待の見返りとして、官
僚たちは金融機関にとって死活的に重要な情報、
とりわけ抜き打ちで行われる金融検査の日程や対
象支店といった最高機密を漏洩していた 。  
 
2）国家経済への影響：金融危機における機能不
　 全
　この倫理的腐敗は、単なる風紀の乱れではなかっ
た。それは、日本の金融システムがバブル崩壊後
の不良債権問題で未曾有の危機に瀕していた、ま
さにその最中に起きていた。危機管理を担うべき
監督官庁そのものが、監督対象によって骨抜きに
されていたのである。
　規制する側とされる側の癒着は、大蔵省が断固
たる措置を講じる能力を直接的に奪った。銀行は、
漏洩された検査情報を利用して、自らが抱える不
良債権の実態を検査官から隠蔽した 。スキャンダ
ルの発覚は、大蔵省の信頼性を完全に粉砕した。
　国民の激しい怒りのため、政府は大蔵省が信用
できないという状況下で、公的資金（税金）を使っ
た銀行救済策をタイムリーに打ち出すことが政治
的に不可能となった 。この政策決定の麻痺が、日
本の「失われた 10 年」をさらに深刻化させ、長
期化させる一因となったのである 。   

３）革命：「財金分離」と一つの時代の終わり
　このスキャンダルがもたらした衝撃は、それま
で誰もが想像し得なかった結末、すなわち大蔵省
そのものの解体へと至った。国民と政界からの突
き上げるような批判は、歴史的な「財政・金融機
能の分離（財金分離）」へと結実した 。   
　1998 年、大蔵省の権力の源泉であった銀行局と
証券局が本体から切り離され、独立した行政機関
である金融監督庁（後の金融庁）が設置された 。
さらに 2001 年の中央省庁再編では、輝かしい歴
史を持つ「大蔵省」の名称そのものが廃止され、
より権能の限定された「財務省」へと改称された。
これは、腐敗したイメージを払拭する狙いがあっ
た 。大蔵省最後の蔵相であった宮澤喜一氏が、新
しい「財務省」の看板の揮毫を拒んだという逸話
は、自らが属した母校ともいえる組織の解体に対
する、象徴的な抵抗であった 。   
　この事件は他にも、若手エリート官僚が税務署
長に就任する「若殿研修」の廃止や、国家公務員
倫理法の制定といった、重要な改革の引き金と
なった 。   

4）結論：なぜこれがワースト1位なのか
　大蔵省接待汚職事件が戦後史における最悪のス
キャンダルと位置づけられるのは、その卑猥な詳
細や、処分（112 人）および逮捕された官僚の数
の多さだけが理由ではない 。その帰結が、革命的
であったからである。 この事件は、日本の近代史
上、最も強力で歴史ある官庁の、組織的かつ制度
的な失敗が、その存在自体を許容できないレベル
にまで達していることを白日の下に晒した。そし
て、その失敗が、国家の統治機構そのものを根本
的かつ恒久的に作り変えるという、直接的な結果
をもたらした。他のいかなるスキャンダルも、日
本国家の構造自体にこれほど直接的で変革的な影
響を与えたものはない。

5） 分析と考察
　この事件は、1980 年代のバブル経済がもたら
した、遅れてきた直接的な帰結であった。バブル
期に大蔵省が「行政指導」の名の下に振るった絶

大な裁量権は、絶対的な傲慢さと、民間セクター
との癒着が常態化する土壌を育んだ。1998 年のス
キャンダルは、このバブル時代の統治モデルが、
壮絶な形で崩壊した瞬間であった。好景気の時代
には機能しているように見えたこの癒着システム
は、不況下では国家経済を蝕む致命的な欠陥と
なったのである。金融庁の創設は画期的な改革で
あったが、同時に新たな長期的課題も生み出した。
それは経済政策決定の断片化であり、財政の健全
性を担う財務省と、金融システムの安定性を担う
金融庁との間で、時に政策の齟齬や摩擦を生じさ
せることになった。一つの危機への解決策が、将
来の政策協調における問題の種を蒔いたともいえ
る。

結論：財務省に受け継がれるDNA
　これら5つの事件の分析から、大蔵・財務省の「傲
慢のDNA」を構成する共通の糸が浮かび上がる。

権力の傲慢さ：自らはエリートであり、他者を律
する法や規範を超越した存在であるという、省内
に根強く存在する特権意識。
権力集中の弊害：財政と金融という絶大な権限の
一極集中が、いかに必然的に腐敗を生み出すかと
いう現実。
説明責任の不在：1948 年の政治家たちの無罪判決
から、2018 年の幹部たちの不起訴に至るまで、組
織の上層部や政治家が意味のある責任を免れ続け
るという、繰り返されるパターン。

　どうだろうか。なかなか鋭い分析をしているで
はないだろうか。では、税理士の不祥事ワースト
５も取り上げたいところであるが、背中が寒くな
り、真夏の怪談になりかねないので、ここで辞め
ておこう。皆さん、どうか、猛暑を乗り切ってい
ただきたい。
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第1項　イタリアの民間徴税請負人

　タインズの会員はイタリアにはつい最近まで民
間の徴税請負人がいたことをご存じだろうか？実
は私も最近その存在を知ったので、なぜ、このよ
うな仕組みが採用されたのかをまず Gemini に調
べさせて、それを補填しながら紹介してみよう。
　イタリア政府は 1973 年に次のような声明を出
している。「イタリア政府は、所得税その他の直
接税の徴収を請負う制度をもう一〇年続けること
を決定した。こうした中世紀的な制度をいまだに
利用しているのは、世界中で、イタリアだけのよ
うである。」（中村英男「イタリアの民間徴税業者」
より引用。大蔵省も 1973 年 11 月 6 日の「海外経
済情報」で紹介しているという）
　実に驚くべきことであるが、イタリアでは第二
次世界大戦後もこのような制度が残っていたこと
になる。第二次世界大戦後、イタリアは国民投票
で国王を廃止し、共和制となり、憲法には「税制は、
累進性の基準に基づいて編成される」という規定
を置きながら、徴税の機構が整備されていなかっ
たことになる。徴税請負人というと古代ローマを
思い浮かべるが、イタリア半島の歴史に深く根差
した、根強い制度的慣行の現れであったが、ここ
では第二次大戦後に絞って説明してみたい。
　　　

1） 第二次世界大戦後における民間徴税制度の解
　 剖
　第二次世界大戦を経て、イタリア共和国が成立
した後も、19 世紀から続く民間徴税制度は、驚
くべきことにほぼそのままの形で存続した。この
制度は、イタリアの財政システムにおける特異な
存在であり、その具体的な仕組みと存続の背景を
理解することは、後の改革の必然性を知る上で不
可欠である。
　1970 年代初頭の時点でも、イタリアの税務行
政は複数の徴収方式を併用していた。給与所得な
どに対する源泉徴収や、法人税のように納税者が
直接国庫に納付する方式も存在したが、所得税を
はじめとする多くの直接税の徴収において最も大
きな割合を占めていたのが、「徴税名簿による徴
収（riscossione mediante ruoli）」、すなわち民間
の徴税業者「エサットーリ（esattori）」を通じた
徴収であった 。   
　• 徴収対象の税金 : この制度は主に、税務署が
作成した「徴税名簿」に記載された所得税などの
直接税の徴収に用いられた。税務署が税額を査定
し、その徴収業務を民間に委託するという分業体
制が採られていた 。   
　• 徴税人（エサットーリ）: 徴税人は、いかな
る官庁にも所属しない、純粋な民間事業者であっ
た。その形態は多岐にわたり、個人事業主から、

イタリア有数の大銀行や専門の徴税会社までが含
まれていた 。全国に約 2,500 の徴税人が存在し、
彼らはイタリア経済において無視できない影響力
を持つ金融勢力を形成していた。   
　• 免許制度 : 特定地域の徴税業務を行う権利は、
10年を期限とする免許制であり、公開入札によっ
て決定された。ただし、この入札に参加できるの
は、あらかじめ財務省が作成した登録簿に記載さ
れた者に限定されていた。登録簿に記載されるた
めには、成年であるイタリア国民であることに加
え、一定の学歴、資格試験の合格、そして十分な
資力の証明など、厳しい要件を満たす必要があっ
た 。   
　• 手数料「アッジョ（Aggio）」による報酬 : 徴
税人の報酬は、国家からの給与ではなく、「アッ
ジョ（aggio）」と呼ばれる手数料であった。これ
は徴税人が徴収した税額に対して一定の割合で計
算される成功報酬であり、最大で 6.72% に達する
こともあった 。そして、この制度の最も特徴的
かつ問題視された点は、このアッジョが納税者
自身によって、本来の税金に上乗せして支払わ
れたことである 。つまり、納税者は税金を納め
るという義務を果たすために、さらにその徴収
コストまで負担させられていたのである。しか
も納税者が支払う手数料「アッジョ」の料率は、
全国一律ではなかったのである。ある分析によ
れば、手数料率は北イタリアでは平均して税額
の約 1.25% であったのに対し、南イタリアでは
9.70% にも達していた 。この著しい格差の公式
な理由は、「南部では徴税が困難である」という
ものであった。これは、南部の経済基盤の脆弱さ、
脱税の蔓延、そして行政への不信感といった、
いわゆる南北問題を反映したものである。しか
し、結果として生じたのは、経済的に豊かで納
税意識も比較的高い北部の市民が低い手数料を
支払う一方で、経済的に貧しい南部の市民が、
その「徴税の困難さ」のコストを、法外に高い
手数料という形で直接的に負担させられるとい
う、極めて倒錯した現実であった。   

2）スキャンダル
　民間徴税制度と聞いただけで「腐敗」を連想

するが、大手徴税会社 Aipa（Agenzia Italiana 
per le Pubbliche Amministrazioni）を巡るスキャ
ンダルがその象徴であった。Aipa は全国約 800
もの自治体から徴税業務を請け負っていたが、
司法当局の捜査により、市民が支払った税金の
うち少なくとも 1 億 5000 万ユーロが「消失」
していたことが明らかになった 。横領された資
金は、経営陣によってボツワナの農場や米ワイ
オミング州の牧場、さらには観光会社の株式購
入といった、私的な資産形成のために流用され
ていた。この事件は、民間委託が単なる行政手
法の問題ではなく、国富の収奪にまで至る危険
性を白日の下に晒したのである。   

3）2017年改革：国家機構への完全統合
　こうした経験もあり、イタリアはようやく
2016 年 10 月 22 日の緊急政令第 193 号（2016 年
法律第 225 号として承認）をだし、2017 年 7月 1
日をもって、民間制度はなくなり、その機能、
資産、負債はすべて、新たに設立された
**Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER、歳入
庁・徴収局 )** に引き継がれた。AdER は、「ente 
pubblico economico（公的経済法人）」と位置づ
けられ、歳入庁の業務を補完する下部機関とし
て、その指揮監督下に置かれることになった 。

4）ポイント　
　イタリアにおける民間徴税人「エサットーリ」
から公的機関「歳入庁・徴収局」への長い道の
りは、単なる財政政策の変遷史ではない。それは、
近代化、強力で効率的な中央国家の建設、そし
て財政的正当性を巡る国家と市民の複雑な関係
性といった、第二次世界大戦後のイタリアが直
面したより広範な闘いの縮図である。日本が島
国で、明治以来国の形が変わらず、ある意味で
強権的な統一が可能であったのに対し、イタリ
アの物語は、制度改革がいかに困難で、試行錯
誤を伴う長期的なプロセスであるか、そして一
つの問題を解決することが新たな課題を生み出
す可能性があることを、我々に教えてくれる。
イタリアの経験は、国家の最も基本的な機能の
一つである徴税が、単なる技術的な手続きでは

なく、その国の歴史、社会構造、そして統治のあ
り方そのものを映し出す鏡であることを、雄弁に物
語っているようだ。

第２項　租税特別措置をわかりやすく

　次に、税理士さんを悩ませる租税特別措置を
どうわかりやすくできるかに、取り組んでみよ
う。
　現行の特別措置法は市販の解説書等で調べな
い限り、一読してもわからない状況である。私は、
租税特別措置法の６４条と６４条の２にそれぞ
れの施行令、施行規則を加えたものをコピペし
て、PDF に変更した上で、まず、google の
notebookLMに読み込ませ、こういう設問をして
みた。「収用に伴い初年度は特別勘定を設けまし
たが、翌年以降チェックしなければならないポ
イントをわかりやすく教えてください」。その答
えが下記の通りであった。

収用に伴い初年度に特別勘定を設けられた
とのこと、翌年以降にチェックすべきポイ
ントを以下にわかりやすくご説明します。
租税特別措置法に基づく収用等の場合の課

税の特例では、代替資産の取得を通じて課税
の繰延べを行うための「特別勘定」制度が設
けられています。初年度に特別勘定を設けた
後、主に以下の点について継続的な確認が必
要です。
-------------------------------------------------------------------------------- 

翌年以降にチェックすべきポイント
1. 代替資産の取得期間（指定期間）の確認
　1 特別勘定を設けた主な目的は、収用等に
よって譲渡した資産に代わる「代替資産」
を取得することです。この代替資産の取得
には期間制限があります。
◦原則 : 収用等があった日を含む事業年度終
了の日の翌日から 2 年以内に代替資産を取
得する必要があります。この期間を「指定
期間」といいます。
◦期間の延長 : 以下のような「やむを得ない
事情」がある場合、指定期間が延長される
ことがあります。
▪事業の完了遅延 : 収用等に係る事業の全部
または一部が完了しないため、代替資産の
取得が困難な場合。この場合、収用等があっ
た日から最長で 4 年と 6ヶ月まで延長され
ることがあります。税務署長の承認が必要
となるケースもあります。
▪工場等の建設・移転 : 工場、事務所など
の建物、構築物、機械装置の敷地造成や建設・
移転に通常 2 年を超える期間を要する場合。
この場合、代替資産の取得が確実と認めら
れる日から最長で 3 年まで延長されること
があります。
▪特定非常災害 : 特定非常災害に起因する
やむを得ない事情で代替資産の取得が困難
になった場合、税務署長の承認を受けるこ
とで指定期間が延長されることがあります。
◦これらの延長事由に該当するかどうかを
定期的に確認し、必要な場合は所轄税務署
長への承認申請（指定期間の末日までに提
出）を行う必要があります。

2. 代替資産の取得状況と特別勘定の処理 
指定期間内に代替資産を取得できたかどう
かで、特別勘定の処理が変わります。
◦代替資産を取得した場合 :
▪代替資産を取得した日を含む事業年度の確
定した決算において、その代替資産の取得価
額に「差益割合」を乗じて計算した金額（「圧
縮限度額」）の範囲内で、帳簿価額を損金経
理により減額するか、または積立金として積
み立てる方法で経理することができます。
▪同時に、特別勘定の金額のうち、代替資
産の取得価額に差益割合を乗じて計算した
金額に相当する金額を、代替資産を取得し
た日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
益金に算入します。
▪この処理により、特別勘定が取り崩され、
税務上の繰延べ効果が適用されます。
▪差益割合とは : 収用等に伴う補償金、対価、
または清算金の額から、譲渡した資産の譲
渡直前の帳簿価額を控除した残額が、当該
補償金等の額に占める割合を指します。
◦代替資産を取得しなかった場合、または
指定期間が満了した場合 :
▪指定期間を経過する日において、特別勘
定に残額がある場合、その特別勘定の残額
は、指定期間が経過する日を含む事業年度
の所得の金額の計算上、益金に算入されま
す。つまり、この時点で繰り延べられてい
た所得が課税対象となります。

3. 特別勘定の益金算入事由の確認
　代替資産の取得の有無以外にも、特別勘定
が益金に算入されるケースがあります。以下
のいずれかに該当しないか確認が必要です。
◦指定期間内に、特別勘定の金額を代替資
産の取得以外の目的で取り崩した場合。
◦法人が指定期間内に解散した場合（合併
により解散した場合を除く）。
◦法人が指定期間内に、自らを被合併法人
とする適格合併以外の合併を行った場合。
◦法人が、非適格株式交換等を行った場合（特

別勘定の金額が1,000万円未満のものを除く）。
◦法人が、連結納税制度における通算開始法
人、通算加入法人、または通算終了法人に該
当することとなった場合（特別勘定の金額が
1,000 万円未満のものを除く）。

4. 申告・書類保存要件の遵守
◦収用等の特例を適用するためには、確定申
告書等に損金算入額の記載と、その計算に関
する明細書の添付が必要です。
◦また、収用等があったことを証明する書類
（例：都市再開発事業の施行者の証明書類な
ど）の保存が義務付けられています。
◦指定期間の延長承認を受けた場合、そのや
むを得ない事情の詳細、代替資産の取得予定
年月日、取得価額の見積額などを記載した書
類の添付も必要です。

5. 組織再編時における特別勘定の引継ぎ
◦適格合併、適格分割、適格現物出資を行っ
た場合、特別勘定の金額は、合併法人等に引
き継がれることがありますこの場合、引き継
ぎ後の法人において、上記の指定期間の管理
や代替資産の取得義務が継続します。
◦引き継ぎを行う際は、税務署への所定の書
類の提出が必要です。
これらのポイントを定期的に確認し、適切な
会計処理と税務申告を行うことが、収用等に
伴う課税の特例を最大限に活用し、税負担を
適正に管理する上で重要となります。

とまあ、こんな風になった。かなりわかりやすく
なっていると思われる。もっともこれを読んで安
心してもいけない。何か忘れているかもしれない。
　いずれにせよ、このような、難しい規定は申請を
受けたい納税者が税務署に「＊＊の特例を受けたい」
という申請書類を出させて、数ヶ月以内に税務署が
賦課処分をする方式に変えろ！要件等は税務署が調
べ、納税者に提出を依頼し、解釈をミスしたときは
税務署の間違いなので、納税者を救済せよ！

第３項　累進的付加付加価値税（VAT）         
　          をめざしませんか？
１）はじめに
　私は、消費税の逆進性は問題でやはりこれに頼
るのは危ないと思いつつ、廃止しろ、とまではい
えない状態で悩んできた。しかし、国際通貨基金
（IMF）が 2024 年 4 月に発表したワーキングペー
パー「累進的VATの設計」に衝撃を受け、これだ！
と思った。1980 年代、所得税に変わり、人の支出
を課税標準にする制度が注目されたことがあった。
確かに、所得税は生きていくためにもらう労働者
の賃金は「所得」として必ず課税されるのに、企
業を支配している人たちは配当等は実現させなく
とも企業の価値を増殖していける。結局、働く貧
しいものだけを累進課税に服させるのが所得税
で、本当の富裕者は所得税の対象から外れている
ことから比べれば、消費に課税するのはより合理
的だからである。でも、それを具体化するのは当
時では無理でいつの間にか消えていたが、今の消
費税を累進化できるのであれば、所得税より、公
平な税構造が実現すると思われる。本稿では、昨
年 IMF の｢累進的消費税構想｣が現在世界の研究
者にどううけとめられているか、を Gemini に以
下のように調べさせた。

２）VAT の根深い逆進性問題と「累進的 VAT」の
　　登場
　付加価値税（VAT）は、世界 160 カ国以上で導
入され、経済活動への歪みが少なく効率的に巨額
の税収を確保できる「マネーマシン」として、現
代税制の成功例とされてきた 。しかし、その成功
には常に「逆進性」という影がつきまとってき
た 。逆進性とは、消費に対して一律に課税される
ため、所得の大部分を消費に充てる低所得世帯ほ
ど、所得に占める実質的な税負担率が高くなる性
質を指す 。この公平性の問題は、VAT 導入以来、
絶えず政策論争の中心にあり続けてきた 。
　こうした中、近年、VAT の逆進性問題への新た
なアプローチとして「累進的 VAT」が注目を集め
ている 。特に、IMFが 2024年 4月に発表したワー
キングペーパーは、この議論を国際的な政策課題
の最前線に押し上げた 。世界経済が政府債務の増
大、成長の鈍化、格差拡大という三重の課題に直
面する中、単に歳入を確保するだけでなく、より
公平な方法で歳入を動員する必要性が高まってい
る 。累進的 VAT は、これまで効率性を目的とし
てきた VAT を、再分配という社会的機能も果た
せるように再設計しようという、新たな時代の要
請に応えるパラダイムシフトの試みなのである 。

３）逆進性対策の変遷：伝統的手法から理論的最
　　適解へ
　VAT の逆進性を緩和する最も一般的な方法は、
食料品などの生活必需品に軽減税率や非課税措置を
適用する「伝統的アプローチ」である 。しかし、
この手法は、その恩恵が高所得世帯にも多大に及ぶ
ため、ターゲットを絞り込めていない非効率な再
分配手段であるという点で、国際的な学術研究の
見解がほぼ一致している 。
　これに対し、学術界では「現代的アプローチ」、
すなわち「広範な課税ベースを持つ単一税率の
VAT と、低所得世帯を対象とした現金給付制度の
組み合わせ」が、理論的に最も優れた解決策であ
るというコンセンサスが確立されている 。この方
法は、VAT の効率性を最大限に活かしつつ、公平
性の目標はターゲットを絞った直接給付で達成し
ようとするものだ 。
　しかし、この理論的な最適解と、多くの国が依
然として軽減税率を採用している現実との間に
は、大きな「理論と実践のギャップ」が存在す
る 。このギャップを生んでいるのは、有権者が「既
存の恩恵（軽減税率）を取り上げられ、後から新
たな給付が与えられる」という政策に不信感を抱
きやすいことや、福祉給付の受け取りに社会的な
「スティグマ（負の烙印）」を感じる人がいること
など、政治的・社会心理学的な要因である 。IMF
らが提唱する新しい累進的 VAT は、まさにこの
ギャップをテクノロジーで埋めようとする挑戦と
言える。

４）新たな解決策：IMF の「リアルタイム還付型」
　　累進VAT
　IMF が提案するモデルは、最先端のデジタル技
術を活用し、VAT の逆進性を根本的に解消しよ
うとする革新的な構想である 。
基本構造 : 経済効率性を最大化するため、例外を
排した「単一税率・広範な課税ベース」を原則と
する 。その上で、VATによる負担を相殺するため、
低所得世帯に対して補償的な給付を行う 。
メカニズム : 最も革新的なのは、その実行メカニ
ズムである 。消費者が店舗で支払いをする際に、

デジタル ID（日本のマイナンバーカードに相当）
を通じて個人を識別 。システムが事前に登録され
た所得情報と連携し、その消費者が補償給付の対
象者かを瞬時に判定する 。対象者であれば、購入
金額に含まれる VAT 額が計算され、その場で即
座に銀行口座やデジタルウォレットに還付され
る 。
真の狙い : このモデルの革新性は、経済合理性だ
けでなく、政治的・社会心理的な障壁を乗り越え
ようとする点にある 。レジでの支払いの瞬間に「課
税」と「還付」が同時に起こることで、消費者の
体験は「税金を払い、福祉を受け取る」というも
のではなく、「単に割引を受ける」という感覚に近
いものへと「リフレーミング（再構成）」される 。
この心理的な仕掛けによって、有権者の抵抗感を
和らげ、スティグマを解消し、政治的な実現可能
性を高めることが最大の狙いなのである 。

5）実現に向けた技術、課題、そしてリスク
　累進的 VAT の構想は、技術的には現実味を帯び
てきている。ブラジルの脱税対策プログラム
「Nota Fiscal Paulista」では、消費者が納税者番号
を提示することで取引情報がリアルタイムに報告
され、脱税防止に大きな成果を上げた 。また、中
国は 2025 年から外国人観光客向けの VAT 即時還
付制度を開始しており、リアルタイムでの税還付
メカニズムが技術的に可能であることを示してい
る 。
　しかし、その実現には重大なリスクも伴う 。政
府が「誰が、いつ、どこで、何を買ったか」という
個人の全購買行動をリアルタイムで追跡することを
意味し、深刻なプライバシー侵害であり、監視社会
への道を開くとの批判は免れない からである。

６）日本への示唆：より公平な消費税への道筋
　累進的 VAT の根底にある「単一税率＋現金給
付」という思想は、日本で長年「給付付き税額控除」
として議論されてきたテーマと軌を一にするもの
である 。注目すべきは、2015 年に財務省が検討
した「日本型軽減税率制度」という構想だ 。これは、
マイナンバーカードを活用し、所得制限付きで消

費税の軽減相当額をポイントなどで還付する案で
あり、まさに IMF が提唱するリアルタイム還付モ
デルの原型と言える 。
　この構想は当時、マイナンバーカードの普及率
の低さなどを理由に頓挫したが、その後のデジ
タル化の進展により、技術的・社会的障壁は大
幅に低下している 。IMF という国際的な権威に
よる理論的裏付けは、かつて国内で頓挫した構
想に新たな政治的推進力を与える可能性があ
る 。

　Gemini は様々なインターネット上の文献等を調
べて無難な回答をしてきている。私は、将来の安
定した国家を作るためにはこれが現在のところベ
ストだろうと考えている。読者の皆さんはいかが
であろうか？

第４項　戦後財務省不祥事ワースト１　　
　Gemini に戦後の財務省の不祥事ワースト 5を選
出せよと命じてみた。読者と一致しているだろう
か？Gemini によれば、

であった。個人的には森友事件だと思うが、
Gemini が第 1位にした理由をみてみよう。

１）腐敗の構造：「ノーパンしゃぶしゃぶ」と　　
　　「MOF担」
　1990 年代、大蔵省と金融業界の関係は、構造的
かつ常態的な汚職によって蝕まれていた 。その腐
敗の象徴として国民の記憶に刻まれたのが、「ノー
パンしゃぶしゃぶ」と呼ばれる飲食店であった。
　ここでは、大蔵省の幹部官僚たちが、自らが監督・
検査すべき銀行や証券会社からの過剰な接待漬け
になっていた 。この生々しいスキャンダルは、抽
象的だった官僚腐敗の概念を、国民にとって直感
的で許しがたいものへと変えた 。   
　この事件で明らかになったのは、「MOF 担（モ
フたん）」と呼ばれる、金融機関内に設置された大
蔵省担当者の存在である。彼らの唯一の任務は、
大蔵官僚を接待し、懐柔することであった 。これ
は単発の贈収賄ではなく、深く常態化したビジネ
ス慣行だったのである。接待の見返りとして、官
僚たちは金融機関にとって死活的に重要な情報、
とりわけ抜き打ちで行われる金融検査の日程や対
象支店といった最高機密を漏洩していた 。  
 
2）国家経済への影響：金融危機における機能不
　 全
　この倫理的腐敗は、単なる風紀の乱れではなかっ
た。それは、日本の金融システムがバブル崩壊後
の不良債権問題で未曾有の危機に瀕していた、ま
さにその最中に起きていた。危機管理を担うべき
監督官庁そのものが、監督対象によって骨抜きに
されていたのである。
　規制する側とされる側の癒着は、大蔵省が断固
たる措置を講じる能力を直接的に奪った。銀行は、
漏洩された検査情報を利用して、自らが抱える不
良債権の実態を検査官から隠蔽した 。スキャンダ
ルの発覚は、大蔵省の信頼性を完全に粉砕した。
　国民の激しい怒りのため、政府は大蔵省が信用
できないという状況下で、公的資金（税金）を使っ
た銀行救済策をタイムリーに打ち出すことが政治
的に不可能となった 。この政策決定の麻痺が、日
本の「失われた 10 年」をさらに深刻化させ、長
期化させる一因となったのである 。   

３）革命：「財金分離」と一つの時代の終わり
　このスキャンダルがもたらした衝撃は、それま
で誰もが想像し得なかった結末、すなわち大蔵省
そのものの解体へと至った。国民と政界からの突
き上げるような批判は、歴史的な「財政・金融機
能の分離（財金分離）」へと結実した 。   
　1998 年、大蔵省の権力の源泉であった銀行局と
証券局が本体から切り離され、独立した行政機関
である金融監督庁（後の金融庁）が設置された 。
さらに 2001 年の中央省庁再編では、輝かしい歴
史を持つ「大蔵省」の名称そのものが廃止され、
より権能の限定された「財務省」へと改称された。
これは、腐敗したイメージを払拭する狙いがあっ
た 。大蔵省最後の蔵相であった宮澤喜一氏が、新
しい「財務省」の看板の揮毫を拒んだという逸話
は、自らが属した母校ともいえる組織の解体に対
する、象徴的な抵抗であった 。   
　この事件は他にも、若手エリート官僚が税務署
長に就任する「若殿研修」の廃止や、国家公務員
倫理法の制定といった、重要な改革の引き金と
なった 。   

4）結論：なぜこれがワースト1位なのか
　大蔵省接待汚職事件が戦後史における最悪のス
キャンダルと位置づけられるのは、その卑猥な詳
細や、処分（112 人）および逮捕された官僚の数
の多さだけが理由ではない 。その帰結が、革命的
であったからである。 この事件は、日本の近代史
上、最も強力で歴史ある官庁の、組織的かつ制度
的な失敗が、その存在自体を許容できないレベル
にまで達していることを白日の下に晒した。そし
て、その失敗が、国家の統治機構そのものを根本
的かつ恒久的に作り変えるという、直接的な結果
をもたらした。他のいかなるスキャンダルも、日
本国家の構造自体にこれほど直接的で変革的な影
響を与えたものはない。

5） 分析と考察
　この事件は、1980 年代のバブル経済がもたら
した、遅れてきた直接的な帰結であった。バブル
期に大蔵省が「行政指導」の名の下に振るった絶

大な裁量権は、絶対的な傲慢さと、民間セクター
との癒着が常態化する土壌を育んだ。1998 年のス
キャンダルは、このバブル時代の統治モデルが、
壮絶な形で崩壊した瞬間であった。好景気の時代
には機能しているように見えたこの癒着システム
は、不況下では国家経済を蝕む致命的な欠陥と
なったのである。金融庁の創設は画期的な改革で
あったが、同時に新たな長期的課題も生み出した。
それは経済政策決定の断片化であり、財政の健全
性を担う財務省と、金融システムの安定性を担う
金融庁との間で、時に政策の齟齬や摩擦を生じさ
せることになった。一つの危機への解決策が、将
来の政策協調における問題の種を蒔いたともいえ
る。

結論：財務省に受け継がれるDNA
　これら5つの事件の分析から、大蔵・財務省の「傲
慢のDNA」を構成する共通の糸が浮かび上がる。

権力の傲慢さ：自らはエリートであり、他者を律
する法や規範を超越した存在であるという、省内
に根強く存在する特権意識。
権力集中の弊害：財政と金融という絶大な権限の
一極集中が、いかに必然的に腐敗を生み出すかと
いう現実。
説明責任の不在：1948 年の政治家たちの無罪判決
から、2018 年の幹部たちの不起訴に至るまで、組
織の上層部や政治家が意味のある責任を免れ続け
るという、繰り返されるパターン。

　どうだろうか。なかなか鋭い分析をしているで
はないだろうか。では、税理士の不祥事ワースト
５も取り上げたいところであるが、背中が寒くな
り、真夏の怪談になりかねないので、ここで辞め
ておこう。皆さん、どうか、猛暑を乗り切ってい
ただきたい。
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第1項　イタリアの民間徴税請負人

　タインズの会員はイタリアにはつい最近まで民
間の徴税請負人がいたことをご存じだろうか？実
は私も最近その存在を知ったので、なぜ、このよ
うな仕組みが採用されたのかをまず Gemini に調
べさせて、それを補填しながら紹介してみよう。
　イタリア政府は 1973 年に次のような声明を出
している。「イタリア政府は、所得税その他の直
接税の徴収を請負う制度をもう一〇年続けること
を決定した。こうした中世紀的な制度をいまだに
利用しているのは、世界中で、イタリアだけのよ
うである。」（中村英男「イタリアの民間徴税業者」
より引用。大蔵省も 1973 年 11 月 6 日の「海外経
済情報」で紹介しているという）
　実に驚くべきことであるが、イタリアでは第二
次世界大戦後もこのような制度が残っていたこと
になる。第二次世界大戦後、イタリアは国民投票
で国王を廃止し、共和制となり、憲法には「税制は、
累進性の基準に基づいて編成される」という規定
を置きながら、徴税の機構が整備されていなかっ
たことになる。徴税請負人というと古代ローマを
思い浮かべるが、イタリア半島の歴史に深く根差
した、根強い制度的慣行の現れであったが、ここ
では第二次大戦後に絞って説明してみたい。
　　　

1） 第二次世界大戦後における民間徴税制度の解
　 剖
　第二次世界大戦を経て、イタリア共和国が成立
した後も、19 世紀から続く民間徴税制度は、驚
くべきことにほぼそのままの形で存続した。この
制度は、イタリアの財政システムにおける特異な
存在であり、その具体的な仕組みと存続の背景を
理解することは、後の改革の必然性を知る上で不
可欠である。
　1970 年代初頭の時点でも、イタリアの税務行
政は複数の徴収方式を併用していた。給与所得な
どに対する源泉徴収や、法人税のように納税者が
直接国庫に納付する方式も存在したが、所得税を
はじめとする多くの直接税の徴収において最も大
きな割合を占めていたのが、「徴税名簿による徴
収（riscossione mediante ruoli）」、すなわち民間
の徴税業者「エサットーリ（esattori）」を通じた
徴収であった 。   
　• 徴収対象の税金 : この制度は主に、税務署が
作成した「徴税名簿」に記載された所得税などの
直接税の徴収に用いられた。税務署が税額を査定
し、その徴収業務を民間に委託するという分業体
制が採られていた 。   
　• 徴税人（エサットーリ）: 徴税人は、いかな
る官庁にも所属しない、純粋な民間事業者であっ
た。その形態は多岐にわたり、個人事業主から、

イタリア有数の大銀行や専門の徴税会社までが含
まれていた 。全国に約 2,500 の徴税人が存在し、
彼らはイタリア経済において無視できない影響力
を持つ金融勢力を形成していた。   
　• 免許制度 : 特定地域の徴税業務を行う権利は、
10年を期限とする免許制であり、公開入札によっ
て決定された。ただし、この入札に参加できるの
は、あらかじめ財務省が作成した登録簿に記載さ
れた者に限定されていた。登録簿に記載されるた
めには、成年であるイタリア国民であることに加
え、一定の学歴、資格試験の合格、そして十分な
資力の証明など、厳しい要件を満たす必要があっ
た 。   
　• 手数料「アッジョ（Aggio）」による報酬 : 徴
税人の報酬は、国家からの給与ではなく、「アッ
ジョ（aggio）」と呼ばれる手数料であった。これ
は徴税人が徴収した税額に対して一定の割合で計
算される成功報酬であり、最大で 6.72% に達する
こともあった 。そして、この制度の最も特徴的
かつ問題視された点は、このアッジョが納税者
自身によって、本来の税金に上乗せして支払わ
れたことである 。つまり、納税者は税金を納め
るという義務を果たすために、さらにその徴収
コストまで負担させられていたのである。しか
も納税者が支払う手数料「アッジョ」の料率は、
全国一律ではなかったのである。ある分析によ
れば、手数料率は北イタリアでは平均して税額
の約 1.25% であったのに対し、南イタリアでは
9.70% にも達していた 。この著しい格差の公式
な理由は、「南部では徴税が困難である」という
ものであった。これは、南部の経済基盤の脆弱さ、
脱税の蔓延、そして行政への不信感といった、
いわゆる南北問題を反映したものである。しか
し、結果として生じたのは、経済的に豊かで納
税意識も比較的高い北部の市民が低い手数料を
支払う一方で、経済的に貧しい南部の市民が、
その「徴税の困難さ」のコストを、法外に高い
手数料という形で直接的に負担させられるとい
う、極めて倒錯した現実であった。   

2）スキャンダル
　民間徴税制度と聞いただけで「腐敗」を連想

するが、大手徴税会社 Aipa（Agenzia Italiana 
per le Pubbliche Amministrazioni）を巡るスキャ
ンダルがその象徴であった。Aipa は全国約 800
もの自治体から徴税業務を請け負っていたが、
司法当局の捜査により、市民が支払った税金の
うち少なくとも 1 億 5000 万ユーロが「消失」
していたことが明らかになった 。横領された資
金は、経営陣によってボツワナの農場や米ワイ
オミング州の牧場、さらには観光会社の株式購
入といった、私的な資産形成のために流用され
ていた。この事件は、民間委託が単なる行政手
法の問題ではなく、国富の収奪にまで至る危険
性を白日の下に晒したのである。   

3）2017年改革：国家機構への完全統合
　こうした経験もあり、イタリアはようやく
2016 年 10 月 22 日の緊急政令第 193 号（2016 年
法律第 225 号として承認）をだし、2017 年 7月 1
日をもって、民間制度はなくなり、その機能、
資産、負債はすべて、新たに設立された
**Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER、歳入
庁・徴収局 )** に引き継がれた。AdER は、「ente 
pubblico economico（公的経済法人）」と位置づ
けられ、歳入庁の業務を補完する下部機関とし
て、その指揮監督下に置かれることになった 。

4）ポイント　
　イタリアにおける民間徴税人「エサットーリ」
から公的機関「歳入庁・徴収局」への長い道の
りは、単なる財政政策の変遷史ではない。それは、
近代化、強力で効率的な中央国家の建設、そし
て財政的正当性を巡る国家と市民の複雑な関係
性といった、第二次世界大戦後のイタリアが直
面したより広範な闘いの縮図である。日本が島
国で、明治以来国の形が変わらず、ある意味で
強権的な統一が可能であったのに対し、イタリ
アの物語は、制度改革がいかに困難で、試行錯
誤を伴う長期的なプロセスであるか、そして一
つの問題を解決することが新たな課題を生み出
す可能性があることを、我々に教えてくれる。
イタリアの経験は、国家の最も基本的な機能の
一つである徴税が、単なる技術的な手続きでは

なく、その国の歴史、社会構造、そして統治のあ
り方そのものを映し出す鏡であることを、雄弁に物
語っているようだ。

第２項　租税特別措置をわかりやすく

　次に、税理士さんを悩ませる租税特別措置を
どうわかりやすくできるかに、取り組んでみよ
う。
　現行の特別措置法は市販の解説書等で調べな
い限り、一読してもわからない状況である。私は、
租税特別措置法の６４条と６４条の２にそれぞ
れの施行令、施行規則を加えたものをコピペし
て、PDF に変更した上で、まず、google の
notebookLMに読み込ませ、こういう設問をして
みた。「収用に伴い初年度は特別勘定を設けまし
たが、翌年以降チェックしなければならないポ
イントをわかりやすく教えてください」。その答
えが下記の通りであった。

収用に伴い初年度に特別勘定を設けられた
とのこと、翌年以降にチェックすべきポイ
ントを以下にわかりやすくご説明します。
租税特別措置法に基づく収用等の場合の課

税の特例では、代替資産の取得を通じて課税
の繰延べを行うための「特別勘定」制度が設
けられています。初年度に特別勘定を設けた
後、主に以下の点について継続的な確認が必
要です。
-------------------------------------------------------------------------------- 

翌年以降にチェックすべきポイント
1. 代替資産の取得期間（指定期間）の確認
　1 特別勘定を設けた主な目的は、収用等に
よって譲渡した資産に代わる「代替資産」
を取得することです。この代替資産の取得
には期間制限があります。
◦原則 : 収用等があった日を含む事業年度終
了の日の翌日から 2 年以内に代替資産を取
得する必要があります。この期間を「指定
期間」といいます。
◦期間の延長 : 以下のような「やむを得ない
事情」がある場合、指定期間が延長される
ことがあります。
▪事業の完了遅延 : 収用等に係る事業の全部
または一部が完了しないため、代替資産の
取得が困難な場合。この場合、収用等があっ
た日から最長で 4 年と 6ヶ月まで延長され
ることがあります。税務署長の承認が必要
となるケースもあります。
▪工場等の建設・移転 : 工場、事務所など
の建物、構築物、機械装置の敷地造成や建設・
移転に通常 2 年を超える期間を要する場合。
この場合、代替資産の取得が確実と認めら
れる日から最長で 3 年まで延長されること
があります。
▪特定非常災害 : 特定非常災害に起因する
やむを得ない事情で代替資産の取得が困難
になった場合、税務署長の承認を受けるこ
とで指定期間が延長されることがあります。
◦これらの延長事由に該当するかどうかを
定期的に確認し、必要な場合は所轄税務署
長への承認申請（指定期間の末日までに提
出）を行う必要があります。

2. 代替資産の取得状況と特別勘定の処理 
指定期間内に代替資産を取得できたかどう
かで、特別勘定の処理が変わります。
◦代替資産を取得した場合 :
▪代替資産を取得した日を含む事業年度の確
定した決算において、その代替資産の取得価
額に「差益割合」を乗じて計算した金額（「圧
縮限度額」）の範囲内で、帳簿価額を損金経
理により減額するか、または積立金として積
み立てる方法で経理することができます。
▪同時に、特別勘定の金額のうち、代替資
産の取得価額に差益割合を乗じて計算した
金額に相当する金額を、代替資産を取得し
た日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
益金に算入します。
▪この処理により、特別勘定が取り崩され、
税務上の繰延べ効果が適用されます。
▪差益割合とは : 収用等に伴う補償金、対価、
または清算金の額から、譲渡した資産の譲
渡直前の帳簿価額を控除した残額が、当該
補償金等の額に占める割合を指します。
◦代替資産を取得しなかった場合、または
指定期間が満了した場合 :
▪指定期間を経過する日において、特別勘
定に残額がある場合、その特別勘定の残額
は、指定期間が経過する日を含む事業年度
の所得の金額の計算上、益金に算入されま
す。つまり、この時点で繰り延べられてい
た所得が課税対象となります。

3. 特別勘定の益金算入事由の確認
　代替資産の取得の有無以外にも、特別勘定
が益金に算入されるケースがあります。以下
のいずれかに該当しないか確認が必要です。
◦指定期間内に、特別勘定の金額を代替資
産の取得以外の目的で取り崩した場合。
◦法人が指定期間内に解散した場合（合併
により解散した場合を除く）。
◦法人が指定期間内に、自らを被合併法人
とする適格合併以外の合併を行った場合。
◦法人が、非適格株式交換等を行った場合（特

別勘定の金額が1,000万円未満のものを除く）。
◦法人が、連結納税制度における通算開始法
人、通算加入法人、または通算終了法人に該
当することとなった場合（特別勘定の金額が
1,000 万円未満のものを除く）。

4. 申告・書類保存要件の遵守
◦収用等の特例を適用するためには、確定申
告書等に損金算入額の記載と、その計算に関
する明細書の添付が必要です。
◦また、収用等があったことを証明する書類
（例：都市再開発事業の施行者の証明書類な
ど）の保存が義務付けられています。
◦指定期間の延長承認を受けた場合、そのや
むを得ない事情の詳細、代替資産の取得予定
年月日、取得価額の見積額などを記載した書
類の添付も必要です。

5. 組織再編時における特別勘定の引継ぎ
◦適格合併、適格分割、適格現物出資を行っ
た場合、特別勘定の金額は、合併法人等に引
き継がれることがありますこの場合、引き継
ぎ後の法人において、上記の指定期間の管理
や代替資産の取得義務が継続します。
◦引き継ぎを行う際は、税務署への所定の書
類の提出が必要です。
これらのポイントを定期的に確認し、適切な
会計処理と税務申告を行うことが、収用等に
伴う課税の特例を最大限に活用し、税負担を
適正に管理する上で重要となります。

とまあ、こんな風になった。かなりわかりやすく
なっていると思われる。もっともこれを読んで安
心してもいけない。何か忘れているかもしれない。
　いずれにせよ、このような、難しい規定は申請を
受けたい納税者が税務署に「＊＊の特例を受けたい」
という申請書類を出させて、数ヶ月以内に税務署が
賦課処分をする方式に変えろ！要件等は税務署が調
べ、納税者に提出を依頼し、解釈をミスしたときは
税務署の間違いなので、納税者を救済せよ！

第３項　累進的付加付加価値税（VAT）         
　          をめざしませんか？
１）はじめに
　私は、消費税の逆進性は問題でやはりこれに頼
るのは危ないと思いつつ、廃止しろ、とまではい
えない状態で悩んできた。しかし、国際通貨基金
（IMF）が 2024 年 4 月に発表したワーキングペー
パー「累進的VATの設計」に衝撃を受け、これだ！
と思った。1980 年代、所得税に変わり、人の支出
を課税標準にする制度が注目されたことがあった。
確かに、所得税は生きていくためにもらう労働者
の賃金は「所得」として必ず課税されるのに、企
業を支配している人たちは配当等は実現させなく
とも企業の価値を増殖していける。結局、働く貧
しいものだけを累進課税に服させるのが所得税
で、本当の富裕者は所得税の対象から外れている
ことから比べれば、消費に課税するのはより合理
的だからである。でも、それを具体化するのは当
時では無理でいつの間にか消えていたが、今の消
費税を累進化できるのであれば、所得税より、公
平な税構造が実現すると思われる。本稿では、昨
年 IMF の｢累進的消費税構想｣が現在世界の研究
者にどううけとめられているか、を Gemini に以
下のように調べさせた。

２）VAT の根深い逆進性問題と「累進的 VAT」の
　　登場
　付加価値税（VAT）は、世界 160 カ国以上で導
入され、経済活動への歪みが少なく効率的に巨額
の税収を確保できる「マネーマシン」として、現
代税制の成功例とされてきた 。しかし、その成功
には常に「逆進性」という影がつきまとってき
た 。逆進性とは、消費に対して一律に課税される
ため、所得の大部分を消費に充てる低所得世帯ほ
ど、所得に占める実質的な税負担率が高くなる性
質を指す 。この公平性の問題は、VAT 導入以来、
絶えず政策論争の中心にあり続けてきた 。
　こうした中、近年、VAT の逆進性問題への新た
なアプローチとして「累進的 VAT」が注目を集め
ている 。特に、IMFが 2024年 4月に発表したワー
キングペーパーは、この議論を国際的な政策課題
の最前線に押し上げた 。世界経済が政府債務の増
大、成長の鈍化、格差拡大という三重の課題に直
面する中、単に歳入を確保するだけでなく、より
公平な方法で歳入を動員する必要性が高まってい
る 。累進的 VAT は、これまで効率性を目的とし
てきた VAT を、再分配という社会的機能も果た
せるように再設計しようという、新たな時代の要
請に応えるパラダイムシフトの試みなのである 。

３）逆進性対策の変遷：伝統的手法から理論的最
　　適解へ
　VAT の逆進性を緩和する最も一般的な方法は、
食料品などの生活必需品に軽減税率や非課税措置を
適用する「伝統的アプローチ」である 。しかし、
この手法は、その恩恵が高所得世帯にも多大に及ぶ
ため、ターゲットを絞り込めていない非効率な再
分配手段であるという点で、国際的な学術研究の
見解がほぼ一致している 。
　これに対し、学術界では「現代的アプローチ」、
すなわち「広範な課税ベースを持つ単一税率の
VAT と、低所得世帯を対象とした現金給付制度の
組み合わせ」が、理論的に最も優れた解決策であ
るというコンセンサスが確立されている 。この方
法は、VAT の効率性を最大限に活かしつつ、公平
性の目標はターゲットを絞った直接給付で達成し
ようとするものだ 。
　しかし、この理論的な最適解と、多くの国が依
然として軽減税率を採用している現実との間に
は、大きな「理論と実践のギャップ」が存在す
る 。このギャップを生んでいるのは、有権者が「既
存の恩恵（軽減税率）を取り上げられ、後から新
たな給付が与えられる」という政策に不信感を抱
きやすいことや、福祉給付の受け取りに社会的な
「スティグマ（負の烙印）」を感じる人がいること
など、政治的・社会心理学的な要因である 。IMF
らが提唱する新しい累進的 VAT は、まさにこの
ギャップをテクノロジーで埋めようとする挑戦と
言える。

４）新たな解決策：IMF の「リアルタイム還付型」
　　累進VAT
　IMF が提案するモデルは、最先端のデジタル技
術を活用し、VAT の逆進性を根本的に解消しよ
うとする革新的な構想である 。
基本構造 : 経済効率性を最大化するため、例外を
排した「単一税率・広範な課税ベース」を原則と
する 。その上で、VATによる負担を相殺するため、
低所得世帯に対して補償的な給付を行う 。
メカニズム : 最も革新的なのは、その実行メカニ
ズムである 。消費者が店舗で支払いをする際に、

デジタル ID（日本のマイナンバーカードに相当）
を通じて個人を識別 。システムが事前に登録され
た所得情報と連携し、その消費者が補償給付の対
象者かを瞬時に判定する 。対象者であれば、購入
金額に含まれる VAT 額が計算され、その場で即
座に銀行口座やデジタルウォレットに還付され
る 。
真の狙い : このモデルの革新性は、経済合理性だ
けでなく、政治的・社会心理的な障壁を乗り越え
ようとする点にある 。レジでの支払いの瞬間に「課
税」と「還付」が同時に起こることで、消費者の
体験は「税金を払い、福祉を受け取る」というも
のではなく、「単に割引を受ける」という感覚に近
いものへと「リフレーミング（再構成）」される 。
この心理的な仕掛けによって、有権者の抵抗感を
和らげ、スティグマを解消し、政治的な実現可能
性を高めることが最大の狙いなのである 。

5）実現に向けた技術、課題、そしてリスク
　累進的 VAT の構想は、技術的には現実味を帯び
てきている。ブラジルの脱税対策プログラム
「Nota Fiscal Paulista」では、消費者が納税者番号
を提示することで取引情報がリアルタイムに報告
され、脱税防止に大きな成果を上げた 。また、中
国は 2025 年から外国人観光客向けの VAT 即時還
付制度を開始しており、リアルタイムでの税還付
メカニズムが技術的に可能であることを示してい
る 。
　しかし、その実現には重大なリスクも伴う 。政
府が「誰が、いつ、どこで、何を買ったか」という
個人の全購買行動をリアルタイムで追跡することを
意味し、深刻なプライバシー侵害であり、監視社会
への道を開くとの批判は免れない からである。

６）日本への示唆：より公平な消費税への道筋
　累進的 VAT の根底にある「単一税率＋現金給
付」という思想は、日本で長年「給付付き税額控除」
として議論されてきたテーマと軌を一にするもの
である 。注目すべきは、2015 年に財務省が検討
した「日本型軽減税率制度」という構想だ 。これは、
マイナンバーカードを活用し、所得制限付きで消

費税の軽減相当額をポイントなどで還付する案で
あり、まさに IMF が提唱するリアルタイム還付モ
デルの原型と言える 。
　この構想は当時、マイナンバーカードの普及率
の低さなどを理由に頓挫したが、その後のデジ
タル化の進展により、技術的・社会的障壁は大
幅に低下している 。IMF という国際的な権威に
よる理論的裏付けは、かつて国内で頓挫した構
想に新たな政治的推進力を与える可能性があ
る 。

　Gemini は様々なインターネット上の文献等を調
べて無難な回答をしてきている。私は、将来の安
定した国家を作るためにはこれが現在のところベ
ストだろうと考えている。読者の皆さんはいかが
であろうか？

第４項　戦後財務省不祥事ワースト１　　
　Gemini に戦後の財務省の不祥事ワースト 5を選
出せよと命じてみた。読者と一致しているだろう
か？Gemini によれば、

であった。個人的には森友事件だと思うが、
Gemini が第 1位にした理由をみてみよう。

１）腐敗の構造：「ノーパンしゃぶしゃぶ」と　　
　　「MOF担」
　1990 年代、大蔵省と金融業界の関係は、構造的
かつ常態的な汚職によって蝕まれていた 。その腐
敗の象徴として国民の記憶に刻まれたのが、「ノー
パンしゃぶしゃぶ」と呼ばれる飲食店であった。
　ここでは、大蔵省の幹部官僚たちが、自らが監督・
検査すべき銀行や証券会社からの過剰な接待漬け
になっていた 。この生々しいスキャンダルは、抽
象的だった官僚腐敗の概念を、国民にとって直感
的で許しがたいものへと変えた 。   
　この事件で明らかになったのは、「MOF 担（モ
フたん）」と呼ばれる、金融機関内に設置された大
蔵省担当者の存在である。彼らの唯一の任務は、
大蔵官僚を接待し、懐柔することであった 。これ
は単発の贈収賄ではなく、深く常態化したビジネ
ス慣行だったのである。接待の見返りとして、官
僚たちは金融機関にとって死活的に重要な情報、
とりわけ抜き打ちで行われる金融検査の日程や対
象支店といった最高機密を漏洩していた 。  
 
2）国家経済への影響：金融危機における機能不
　 全
　この倫理的腐敗は、単なる風紀の乱れではなかっ
た。それは、日本の金融システムがバブル崩壊後
の不良債権問題で未曾有の危機に瀕していた、ま
さにその最中に起きていた。危機管理を担うべき
監督官庁そのものが、監督対象によって骨抜きに
されていたのである。
　規制する側とされる側の癒着は、大蔵省が断固
たる措置を講じる能力を直接的に奪った。銀行は、
漏洩された検査情報を利用して、自らが抱える不
良債権の実態を検査官から隠蔽した 。スキャンダ
ルの発覚は、大蔵省の信頼性を完全に粉砕した。
　国民の激しい怒りのため、政府は大蔵省が信用
できないという状況下で、公的資金（税金）を使っ
た銀行救済策をタイムリーに打ち出すことが政治
的に不可能となった 。この政策決定の麻痺が、日
本の「失われた 10 年」をさらに深刻化させ、長
期化させる一因となったのである 。   

３）革命：「財金分離」と一つの時代の終わり
　このスキャンダルがもたらした衝撃は、それま
で誰もが想像し得なかった結末、すなわち大蔵省
そのものの解体へと至った。国民と政界からの突
き上げるような批判は、歴史的な「財政・金融機
能の分離（財金分離）」へと結実した 。   
　1998 年、大蔵省の権力の源泉であった銀行局と
証券局が本体から切り離され、独立した行政機関
である金融監督庁（後の金融庁）が設置された 。
さらに 2001 年の中央省庁再編では、輝かしい歴
史を持つ「大蔵省」の名称そのものが廃止され、
より権能の限定された「財務省」へと改称された。
これは、腐敗したイメージを払拭する狙いがあっ
た 。大蔵省最後の蔵相であった宮澤喜一氏が、新
しい「財務省」の看板の揮毫を拒んだという逸話
は、自らが属した母校ともいえる組織の解体に対
する、象徴的な抵抗であった 。   
　この事件は他にも、若手エリート官僚が税務署
長に就任する「若殿研修」の廃止や、国家公務員
倫理法の制定といった、重要な改革の引き金と
なった 。   

4）結論：なぜこれがワースト1位なのか
　大蔵省接待汚職事件が戦後史における最悪のス
キャンダルと位置づけられるのは、その卑猥な詳
細や、処分（112 人）および逮捕された官僚の数
の多さだけが理由ではない 。その帰結が、革命的
であったからである。 この事件は、日本の近代史
上、最も強力で歴史ある官庁の、組織的かつ制度
的な失敗が、その存在自体を許容できないレベル
にまで達していることを白日の下に晒した。そし
て、その失敗が、国家の統治機構そのものを根本
的かつ恒久的に作り変えるという、直接的な結果
をもたらした。他のいかなるスキャンダルも、日
本国家の構造自体にこれほど直接的で変革的な影
響を与えたものはない。

5） 分析と考察
　この事件は、1980 年代のバブル経済がもたら
した、遅れてきた直接的な帰結であった。バブル
期に大蔵省が「行政指導」の名の下に振るった絶

大な裁量権は、絶対的な傲慢さと、民間セクター
との癒着が常態化する土壌を育んだ。1998 年のス
キャンダルは、このバブル時代の統治モデルが、
壮絶な形で崩壊した瞬間であった。好景気の時代
には機能しているように見えたこの癒着システム
は、不況下では国家経済を蝕む致命的な欠陥と
なったのである。金融庁の創設は画期的な改革で
あったが、同時に新たな長期的課題も生み出した。
それは経済政策決定の断片化であり、財政の健全
性を担う財務省と、金融システムの安定性を担う
金融庁との間で、時に政策の齟齬や摩擦を生じさ
せることになった。一つの危機への解決策が、将
来の政策協調における問題の種を蒔いたともいえ
る。

結論：財務省に受け継がれるDNA
　これら5つの事件の分析から、大蔵・財務省の「傲
慢のDNA」を構成する共通の糸が浮かび上がる。

権力の傲慢さ：自らはエリートであり、他者を律
する法や規範を超越した存在であるという、省内
に根強く存在する特権意識。
権力集中の弊害：財政と金融という絶大な権限の
一極集中が、いかに必然的に腐敗を生み出すかと
いう現実。
説明責任の不在：1948 年の政治家たちの無罪判決
から、2018 年の幹部たちの不起訴に至るまで、組
織の上層部や政治家が意味のある責任を免れ続け
るという、繰り返されるパターン。

　どうだろうか。なかなか鋭い分析をしているで
はないだろうか。では、税理士の不祥事ワースト
５も取り上げたいところであるが、背中が寒くな
り、真夏の怪談になりかねないので、ここで辞め
ておこう。皆さん、どうか、猛暑を乗り切ってい
ただきたい。

福田事務次官セクハラ問題 (2018)

昭和電工事件 (1948)

造船疑獄 (1954)

森友学園公文書改ざん事件 (2017)

大蔵省接待汚職事件（1998）
――「最強官庁」を解体した構造的腐敗
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第1項　イタリアの民間徴税請負人

　タインズの会員はイタリアにはつい最近まで民
間の徴税請負人がいたことをご存じだろうか？実
は私も最近その存在を知ったので、なぜ、このよ
うな仕組みが採用されたのかをまず Gemini に調
べさせて、それを補填しながら紹介してみよう。
　イタリア政府は 1973 年に次のような声明を出
している。「イタリア政府は、所得税その他の直
接税の徴収を請負う制度をもう一〇年続けること
を決定した。こうした中世紀的な制度をいまだに
利用しているのは、世界中で、イタリアだけのよ
うである。」（中村英男「イタリアの民間徴税業者」
より引用。大蔵省も 1973 年 11 月 6 日の「海外経
済情報」で紹介しているという）
　実に驚くべきことであるが、イタリアでは第二
次世界大戦後もこのような制度が残っていたこと
になる。第二次世界大戦後、イタリアは国民投票
で国王を廃止し、共和制となり、憲法には「税制は、
累進性の基準に基づいて編成される」という規定
を置きながら、徴税の機構が整備されていなかっ
たことになる。徴税請負人というと古代ローマを
思い浮かべるが、イタリア半島の歴史に深く根差
した、根強い制度的慣行の現れであったが、ここ
では第二次大戦後に絞って説明してみたい。
　　　

1） 第二次世界大戦後における民間徴税制度の解
　 剖
　第二次世界大戦を経て、イタリア共和国が成立
した後も、19 世紀から続く民間徴税制度は、驚
くべきことにほぼそのままの形で存続した。この
制度は、イタリアの財政システムにおける特異な
存在であり、その具体的な仕組みと存続の背景を
理解することは、後の改革の必然性を知る上で不
可欠である。
　1970 年代初頭の時点でも、イタリアの税務行
政は複数の徴収方式を併用していた。給与所得な
どに対する源泉徴収や、法人税のように納税者が
直接国庫に納付する方式も存在したが、所得税を
はじめとする多くの直接税の徴収において最も大
きな割合を占めていたのが、「徴税名簿による徴
収（riscossione mediante ruoli）」、すなわち民間
の徴税業者「エサットーリ（esattori）」を通じた
徴収であった 。   
　• 徴収対象の税金 : この制度は主に、税務署が
作成した「徴税名簿」に記載された所得税などの
直接税の徴収に用いられた。税務署が税額を査定
し、その徴収業務を民間に委託するという分業体
制が採られていた 。   
　• 徴税人（エサットーリ）: 徴税人は、いかな
る官庁にも所属しない、純粋な民間事業者であっ
た。その形態は多岐にわたり、個人事業主から、

イタリア有数の大銀行や専門の徴税会社までが含
まれていた 。全国に約 2,500 の徴税人が存在し、
彼らはイタリア経済において無視できない影響力
を持つ金融勢力を形成していた。   
　• 免許制度 : 特定地域の徴税業務を行う権利は、
10年を期限とする免許制であり、公開入札によっ
て決定された。ただし、この入札に参加できるの
は、あらかじめ財務省が作成した登録簿に記載さ
れた者に限定されていた。登録簿に記載されるた
めには、成年であるイタリア国民であることに加
え、一定の学歴、資格試験の合格、そして十分な
資力の証明など、厳しい要件を満たす必要があっ
た 。   
　• 手数料「アッジョ（Aggio）」による報酬 : 徴
税人の報酬は、国家からの給与ではなく、「アッ
ジョ（aggio）」と呼ばれる手数料であった。これ
は徴税人が徴収した税額に対して一定の割合で計
算される成功報酬であり、最大で 6.72% に達する
こともあった 。そして、この制度の最も特徴的
かつ問題視された点は、このアッジョが納税者
自身によって、本来の税金に上乗せして支払わ
れたことである 。つまり、納税者は税金を納め
るという義務を果たすために、さらにその徴収
コストまで負担させられていたのである。しか
も納税者が支払う手数料「アッジョ」の料率は、
全国一律ではなかったのである。ある分析によ
れば、手数料率は北イタリアでは平均して税額
の約 1.25% であったのに対し、南イタリアでは
9.70% にも達していた 。この著しい格差の公式
な理由は、「南部では徴税が困難である」という
ものであった。これは、南部の経済基盤の脆弱さ、
脱税の蔓延、そして行政への不信感といった、
いわゆる南北問題を反映したものである。しか
し、結果として生じたのは、経済的に豊かで納
税意識も比較的高い北部の市民が低い手数料を
支払う一方で、経済的に貧しい南部の市民が、
その「徴税の困難さ」のコストを、法外に高い
手数料という形で直接的に負担させられるとい
う、極めて倒錯した現実であった。   

2）スキャンダル
　民間徴税制度と聞いただけで「腐敗」を連想

するが、大手徴税会社 Aipa（Agenzia Italiana 
per le Pubbliche Amministrazioni）を巡るスキャ
ンダルがその象徴であった。Aipa は全国約 800
もの自治体から徴税業務を請け負っていたが、
司法当局の捜査により、市民が支払った税金の
うち少なくとも 1 億 5000 万ユーロが「消失」
していたことが明らかになった 。横領された資
金は、経営陣によってボツワナの農場や米ワイ
オミング州の牧場、さらには観光会社の株式購
入といった、私的な資産形成のために流用され
ていた。この事件は、民間委託が単なる行政手
法の問題ではなく、国富の収奪にまで至る危険
性を白日の下に晒したのである。   

3）2017年改革：国家機構への完全統合
　こうした経験もあり、イタリアはようやく
2016 年 10 月 22 日の緊急政令第 193 号（2016 年
法律第 225 号として承認）をだし、2017 年 7月 1
日をもって、民間制度はなくなり、その機能、
資産、負債はすべて、新たに設立された
**Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER、歳入
庁・徴収局 )** に引き継がれた。AdER は、「ente 
pubblico economico（公的経済法人）」と位置づ
けられ、歳入庁の業務を補完する下部機関とし
て、その指揮監督下に置かれることになった 。

4）ポイント　
　イタリアにおける民間徴税人「エサットーリ」
から公的機関「歳入庁・徴収局」への長い道の
りは、単なる財政政策の変遷史ではない。それは、
近代化、強力で効率的な中央国家の建設、そし
て財政的正当性を巡る国家と市民の複雑な関係
性といった、第二次世界大戦後のイタリアが直
面したより広範な闘いの縮図である。日本が島
国で、明治以来国の形が変わらず、ある意味で
強権的な統一が可能であったのに対し、イタリ
アの物語は、制度改革がいかに困難で、試行錯
誤を伴う長期的なプロセスであるか、そして一
つの問題を解決することが新たな課題を生み出
す可能性があることを、我々に教えてくれる。
イタリアの経験は、国家の最も基本的な機能の
一つである徴税が、単なる技術的な手続きでは

なく、その国の歴史、社会構造、そして統治のあ
り方そのものを映し出す鏡であることを、雄弁に物
語っているようだ。

第２項　租税特別措置をわかりやすく

　次に、税理士さんを悩ませる租税特別措置を
どうわかりやすくできるかに、取り組んでみよ
う。
　現行の特別措置法は市販の解説書等で調べな
い限り、一読してもわからない状況である。私は、
租税特別措置法の６４条と６４条の２にそれぞ
れの施行令、施行規則を加えたものをコピペし
て、PDF に変更した上で、まず、google の
notebookLMに読み込ませ、こういう設問をして
みた。「収用に伴い初年度は特別勘定を設けまし
たが、翌年以降チェックしなければならないポ
イントをわかりやすく教えてください」。その答
えが下記の通りであった。

収用に伴い初年度に特別勘定を設けられた
とのこと、翌年以降にチェックすべきポイ
ントを以下にわかりやすくご説明します。
租税特別措置法に基づく収用等の場合の課

税の特例では、代替資産の取得を通じて課税
の繰延べを行うための「特別勘定」制度が設
けられています。初年度に特別勘定を設けた
後、主に以下の点について継続的な確認が必
要です。
-------------------------------------------------------------------------------- 

翌年以降にチェックすべきポイント
1. 代替資産の取得期間（指定期間）の確認
　1 特別勘定を設けた主な目的は、収用等に
よって譲渡した資産に代わる「代替資産」
を取得することです。この代替資産の取得
には期間制限があります。
◦原則 : 収用等があった日を含む事業年度終
了の日の翌日から 2 年以内に代替資産を取
得する必要があります。この期間を「指定
期間」といいます。
◦期間の延長 : 以下のような「やむを得ない
事情」がある場合、指定期間が延長される
ことがあります。
▪事業の完了遅延 : 収用等に係る事業の全部
または一部が完了しないため、代替資産の
取得が困難な場合。この場合、収用等があっ
た日から最長で 4 年と 6ヶ月まで延長され
ることがあります。税務署長の承認が必要
となるケースもあります。
▪工場等の建設・移転 : 工場、事務所など
の建物、構築物、機械装置の敷地造成や建設・
移転に通常 2 年を超える期間を要する場合。
この場合、代替資産の取得が確実と認めら
れる日から最長で 3 年まで延長されること
があります。
▪特定非常災害 : 特定非常災害に起因する
やむを得ない事情で代替資産の取得が困難
になった場合、税務署長の承認を受けるこ
とで指定期間が延長されることがあります。
◦これらの延長事由に該当するかどうかを
定期的に確認し、必要な場合は所轄税務署
長への承認申請（指定期間の末日までに提
出）を行う必要があります。

2. 代替資産の取得状況と特別勘定の処理 
指定期間内に代替資産を取得できたかどう
かで、特別勘定の処理が変わります。
◦代替資産を取得した場合 :
▪代替資産を取得した日を含む事業年度の確
定した決算において、その代替資産の取得価
額に「差益割合」を乗じて計算した金額（「圧
縮限度額」）の範囲内で、帳簿価額を損金経
理により減額するか、または積立金として積
み立てる方法で経理することができます。
▪同時に、特別勘定の金額のうち、代替資
産の取得価額に差益割合を乗じて計算した
金額に相当する金額を、代替資産を取得し
た日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
益金に算入します。
▪この処理により、特別勘定が取り崩され、
税務上の繰延べ効果が適用されます。
▪差益割合とは : 収用等に伴う補償金、対価、
または清算金の額から、譲渡した資産の譲
渡直前の帳簿価額を控除した残額が、当該
補償金等の額に占める割合を指します。
◦代替資産を取得しなかった場合、または
指定期間が満了した場合 :
▪指定期間を経過する日において、特別勘
定に残額がある場合、その特別勘定の残額
は、指定期間が経過する日を含む事業年度
の所得の金額の計算上、益金に算入されま
す。つまり、この時点で繰り延べられてい
た所得が課税対象となります。

3. 特別勘定の益金算入事由の確認
　代替資産の取得の有無以外にも、特別勘定
が益金に算入されるケースがあります。以下
のいずれかに該当しないか確認が必要です。
◦指定期間内に、特別勘定の金額を代替資
産の取得以外の目的で取り崩した場合。
◦法人が指定期間内に解散した場合（合併
により解散した場合を除く）。
◦法人が指定期間内に、自らを被合併法人
とする適格合併以外の合併を行った場合。
◦法人が、非適格株式交換等を行った場合（特

別勘定の金額が1,000万円未満のものを除く）。
◦法人が、連結納税制度における通算開始法
人、通算加入法人、または通算終了法人に該
当することとなった場合（特別勘定の金額が
1,000 万円未満のものを除く）。

4. 申告・書類保存要件の遵守
◦収用等の特例を適用するためには、確定申
告書等に損金算入額の記載と、その計算に関
する明細書の添付が必要です。
◦また、収用等があったことを証明する書類
（例：都市再開発事業の施行者の証明書類な
ど）の保存が義務付けられています。
◦指定期間の延長承認を受けた場合、そのや
むを得ない事情の詳細、代替資産の取得予定
年月日、取得価額の見積額などを記載した書
類の添付も必要です。

5. 組織再編時における特別勘定の引継ぎ
◦適格合併、適格分割、適格現物出資を行っ
た場合、特別勘定の金額は、合併法人等に引
き継がれることがありますこの場合、引き継
ぎ後の法人において、上記の指定期間の管理
や代替資産の取得義務が継続します。
◦引き継ぎを行う際は、税務署への所定の書
類の提出が必要です。
これらのポイントを定期的に確認し、適切な
会計処理と税務申告を行うことが、収用等に
伴う課税の特例を最大限に活用し、税負担を
適正に管理する上で重要となります。

とまあ、こんな風になった。かなりわかりやすく
なっていると思われる。もっともこれを読んで安
心してもいけない。何か忘れているかもしれない。
　いずれにせよ、このような、難しい規定は申請を
受けたい納税者が税務署に「＊＊の特例を受けたい」
という申請書類を出させて、数ヶ月以内に税務署が
賦課処分をする方式に変えろ！要件等は税務署が調
べ、納税者に提出を依頼し、解釈をミスしたときは
税務署の間違いなので、納税者を救済せよ！

第３項　累進的付加付加価値税（VAT）         
　          をめざしませんか？
１）はじめに
　私は、消費税の逆進性は問題でやはりこれに頼
るのは危ないと思いつつ、廃止しろ、とまではい
えない状態で悩んできた。しかし、国際通貨基金
（IMF）が 2024 年 4 月に発表したワーキングペー
パー「累進的VATの設計」に衝撃を受け、これだ！
と思った。1980 年代、所得税に変わり、人の支出
を課税標準にする制度が注目されたことがあった。
確かに、所得税は生きていくためにもらう労働者
の賃金は「所得」として必ず課税されるのに、企
業を支配している人たちは配当等は実現させなく
とも企業の価値を増殖していける。結局、働く貧
しいものだけを累進課税に服させるのが所得税
で、本当の富裕者は所得税の対象から外れている
ことから比べれば、消費に課税するのはより合理
的だからである。でも、それを具体化するのは当
時では無理でいつの間にか消えていたが、今の消
費税を累進化できるのであれば、所得税より、公
平な税構造が実現すると思われる。本稿では、昨
年 IMF の｢累進的消費税構想｣が現在世界の研究
者にどううけとめられているか、を Gemini に以
下のように調べさせた。

２）VAT の根深い逆進性問題と「累進的 VAT」の
　　登場
　付加価値税（VAT）は、世界 160 カ国以上で導
入され、経済活動への歪みが少なく効率的に巨額
の税収を確保できる「マネーマシン」として、現
代税制の成功例とされてきた 。しかし、その成功
には常に「逆進性」という影がつきまとってき
た 。逆進性とは、消費に対して一律に課税される
ため、所得の大部分を消費に充てる低所得世帯ほ
ど、所得に占める実質的な税負担率が高くなる性
質を指す 。この公平性の問題は、VAT 導入以来、
絶えず政策論争の中心にあり続けてきた 。
　こうした中、近年、VAT の逆進性問題への新た
なアプローチとして「累進的 VAT」が注目を集め
ている 。特に、IMFが 2024年 4月に発表したワー
キングペーパーは、この議論を国際的な政策課題
の最前線に押し上げた 。世界経済が政府債務の増
大、成長の鈍化、格差拡大という三重の課題に直
面する中、単に歳入を確保するだけでなく、より
公平な方法で歳入を動員する必要性が高まってい
る 。累進的 VAT は、これまで効率性を目的とし
てきた VAT を、再分配という社会的機能も果た
せるように再設計しようという、新たな時代の要
請に応えるパラダイムシフトの試みなのである 。

３）逆進性対策の変遷：伝統的手法から理論的最
　　適解へ
　VAT の逆進性を緩和する最も一般的な方法は、
食料品などの生活必需品に軽減税率や非課税措置を
適用する「伝統的アプローチ」である 。しかし、
この手法は、その恩恵が高所得世帯にも多大に及ぶ
ため、ターゲットを絞り込めていない非効率な再
分配手段であるという点で、国際的な学術研究の
見解がほぼ一致している 。
　これに対し、学術界では「現代的アプローチ」、
すなわち「広範な課税ベースを持つ単一税率の
VAT と、低所得世帯を対象とした現金給付制度の
組み合わせ」が、理論的に最も優れた解決策であ
るというコンセンサスが確立されている 。この方
法は、VAT の効率性を最大限に活かしつつ、公平
性の目標はターゲットを絞った直接給付で達成し
ようとするものだ 。
　しかし、この理論的な最適解と、多くの国が依
然として軽減税率を採用している現実との間に
は、大きな「理論と実践のギャップ」が存在す
る 。このギャップを生んでいるのは、有権者が「既
存の恩恵（軽減税率）を取り上げられ、後から新
たな給付が与えられる」という政策に不信感を抱
きやすいことや、福祉給付の受け取りに社会的な
「スティグマ（負の烙印）」を感じる人がいること
など、政治的・社会心理学的な要因である 。IMF
らが提唱する新しい累進的 VAT は、まさにこの
ギャップをテクノロジーで埋めようとする挑戦と
言える。

４）新たな解決策：IMF の「リアルタイム還付型」
　　累進VAT
　IMF が提案するモデルは、最先端のデジタル技
術を活用し、VAT の逆進性を根本的に解消しよ
うとする革新的な構想である 。
基本構造 : 経済効率性を最大化するため、例外を
排した「単一税率・広範な課税ベース」を原則と
する 。その上で、VATによる負担を相殺するため、
低所得世帯に対して補償的な給付を行う 。
メカニズム : 最も革新的なのは、その実行メカニ
ズムである 。消費者が店舗で支払いをする際に、

デジタル ID（日本のマイナンバーカードに相当）
を通じて個人を識別 。システムが事前に登録され
た所得情報と連携し、その消費者が補償給付の対
象者かを瞬時に判定する 。対象者であれば、購入
金額に含まれる VAT 額が計算され、その場で即
座に銀行口座やデジタルウォレットに還付され
る 。
真の狙い : このモデルの革新性は、経済合理性だ
けでなく、政治的・社会心理的な障壁を乗り越え
ようとする点にある 。レジでの支払いの瞬間に「課
税」と「還付」が同時に起こることで、消費者の
体験は「税金を払い、福祉を受け取る」というも
のではなく、「単に割引を受ける」という感覚に近
いものへと「リフレーミング（再構成）」される 。
この心理的な仕掛けによって、有権者の抵抗感を
和らげ、スティグマを解消し、政治的な実現可能
性を高めることが最大の狙いなのである 。

5）実現に向けた技術、課題、そしてリスク
　累進的 VAT の構想は、技術的には現実味を帯び
てきている。ブラジルの脱税対策プログラム
「Nota Fiscal Paulista」では、消費者が納税者番号
を提示することで取引情報がリアルタイムに報告
され、脱税防止に大きな成果を上げた 。また、中
国は 2025 年から外国人観光客向けの VAT 即時還
付制度を開始しており、リアルタイムでの税還付
メカニズムが技術的に可能であることを示してい
る 。
　しかし、その実現には重大なリスクも伴う 。政
府が「誰が、いつ、どこで、何を買ったか」という
個人の全購買行動をリアルタイムで追跡することを
意味し、深刻なプライバシー侵害であり、監視社会
への道を開くとの批判は免れない からである。

６）日本への示唆：より公平な消費税への道筋
　累進的 VAT の根底にある「単一税率＋現金給
付」という思想は、日本で長年「給付付き税額控除」
として議論されてきたテーマと軌を一にするもの
である 。注目すべきは、2015 年に財務省が検討
した「日本型軽減税率制度」という構想だ 。これは、
マイナンバーカードを活用し、所得制限付きで消

費税の軽減相当額をポイントなどで還付する案で
あり、まさに IMF が提唱するリアルタイム還付モ
デルの原型と言える 。
　この構想は当時、マイナンバーカードの普及率
の低さなどを理由に頓挫したが、その後のデジ
タル化の進展により、技術的・社会的障壁は大
幅に低下している 。IMF という国際的な権威に
よる理論的裏付けは、かつて国内で頓挫した構
想に新たな政治的推進力を与える可能性があ
る 。

　Gemini は様々なインターネット上の文献等を調
べて無難な回答をしてきている。私は、将来の安
定した国家を作るためにはこれが現在のところベ
ストだろうと考えている。読者の皆さんはいかが
であろうか？

第４項　戦後財務省不祥事ワースト１　　
　Gemini に戦後の財務省の不祥事ワースト 5を選
出せよと命じてみた。読者と一致しているだろう
か？Gemini によれば、

であった。個人的には森友事件だと思うが、
Gemini が第 1位にした理由をみてみよう。

１）腐敗の構造：「ノーパンしゃぶしゃぶ」と　　
　　「MOF担」
　1990 年代、大蔵省と金融業界の関係は、構造的
かつ常態的な汚職によって蝕まれていた 。その腐
敗の象徴として国民の記憶に刻まれたのが、「ノー
パンしゃぶしゃぶ」と呼ばれる飲食店であった。
　ここでは、大蔵省の幹部官僚たちが、自らが監督・
検査すべき銀行や証券会社からの過剰な接待漬け
になっていた 。この生々しいスキャンダルは、抽
象的だった官僚腐敗の概念を、国民にとって直感
的で許しがたいものへと変えた 。   
　この事件で明らかになったのは、「MOF 担（モ
フたん）」と呼ばれる、金融機関内に設置された大
蔵省担当者の存在である。彼らの唯一の任務は、
大蔵官僚を接待し、懐柔することであった 。これ
は単発の贈収賄ではなく、深く常態化したビジネ
ス慣行だったのである。接待の見返りとして、官
僚たちは金融機関にとって死活的に重要な情報、
とりわけ抜き打ちで行われる金融検査の日程や対
象支店といった最高機密を漏洩していた 。  
 
2）国家経済への影響：金融危機における機能不
　 全
　この倫理的腐敗は、単なる風紀の乱れではなかっ
た。それは、日本の金融システムがバブル崩壊後
の不良債権問題で未曾有の危機に瀕していた、ま
さにその最中に起きていた。危機管理を担うべき
監督官庁そのものが、監督対象によって骨抜きに
されていたのである。
　規制する側とされる側の癒着は、大蔵省が断固
たる措置を講じる能力を直接的に奪った。銀行は、
漏洩された検査情報を利用して、自らが抱える不
良債権の実態を検査官から隠蔽した 。スキャンダ
ルの発覚は、大蔵省の信頼性を完全に粉砕した。
　国民の激しい怒りのため、政府は大蔵省が信用
できないという状況下で、公的資金（税金）を使っ
た銀行救済策をタイムリーに打ち出すことが政治
的に不可能となった 。この政策決定の麻痺が、日
本の「失われた 10 年」をさらに深刻化させ、長
期化させる一因となったのである 。   

３）革命：「財金分離」と一つの時代の終わり
　このスキャンダルがもたらした衝撃は、それま
で誰もが想像し得なかった結末、すなわち大蔵省
そのものの解体へと至った。国民と政界からの突
き上げるような批判は、歴史的な「財政・金融機
能の分離（財金分離）」へと結実した 。   
　1998 年、大蔵省の権力の源泉であった銀行局と
証券局が本体から切り離され、独立した行政機関
である金融監督庁（後の金融庁）が設置された 。
さらに 2001 年の中央省庁再編では、輝かしい歴
史を持つ「大蔵省」の名称そのものが廃止され、
より権能の限定された「財務省」へと改称された。
これは、腐敗したイメージを払拭する狙いがあっ
た 。大蔵省最後の蔵相であった宮澤喜一氏が、新
しい「財務省」の看板の揮毫を拒んだという逸話
は、自らが属した母校ともいえる組織の解体に対
する、象徴的な抵抗であった 。   
　この事件は他にも、若手エリート官僚が税務署
長に就任する「若殿研修」の廃止や、国家公務員
倫理法の制定といった、重要な改革の引き金と
なった 。   

4）結論：なぜこれがワースト1位なのか
　大蔵省接待汚職事件が戦後史における最悪のス
キャンダルと位置づけられるのは、その卑猥な詳
細や、処分（112 人）および逮捕された官僚の数
の多さだけが理由ではない 。その帰結が、革命的
であったからである。 この事件は、日本の近代史
上、最も強力で歴史ある官庁の、組織的かつ制度
的な失敗が、その存在自体を許容できないレベル
にまで達していることを白日の下に晒した。そし
て、その失敗が、国家の統治機構そのものを根本
的かつ恒久的に作り変えるという、直接的な結果
をもたらした。他のいかなるスキャンダルも、日
本国家の構造自体にこれほど直接的で変革的な影
響を与えたものはない。

5） 分析と考察
　この事件は、1980 年代のバブル経済がもたら
した、遅れてきた直接的な帰結であった。バブル
期に大蔵省が「行政指導」の名の下に振るった絶

大な裁量権は、絶対的な傲慢さと、民間セクター
との癒着が常態化する土壌を育んだ。1998 年のス
キャンダルは、このバブル時代の統治モデルが、
壮絶な形で崩壊した瞬間であった。好景気の時代
には機能しているように見えたこの癒着システム
は、不況下では国家経済を蝕む致命的な欠陥と
なったのである。金融庁の創設は画期的な改革で
あったが、同時に新たな長期的課題も生み出した。
それは経済政策決定の断片化であり、財政の健全
性を担う財務省と、金融システムの安定性を担う
金融庁との間で、時に政策の齟齬や摩擦を生じさ
せることになった。一つの危機への解決策が、将
来の政策協調における問題の種を蒔いたともいえ
る。

結論：財務省に受け継がれるDNA
　これら5つの事件の分析から、大蔵・財務省の「傲
慢のDNA」を構成する共通の糸が浮かび上がる。

権力の傲慢さ：自らはエリートであり、他者を律
する法や規範を超越した存在であるという、省内
に根強く存在する特権意識。
権力集中の弊害：財政と金融という絶大な権限の
一極集中が、いかに必然的に腐敗を生み出すかと
いう現実。
説明責任の不在：1948 年の政治家たちの無罪判決
から、2018 年の幹部たちの不起訴に至るまで、組
織の上層部や政治家が意味のある責任を免れ続け
るという、繰り返されるパターン。

　どうだろうか。なかなか鋭い分析をしているで
はないだろうか。では、税理士の不祥事ワースト
５も取り上げたいところであるが、背中が寒くな
り、真夏の怪談になりかねないので、ここで辞め
ておこう。皆さん、どうか、猛暑を乗り切ってい
ただきたい。
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第1項　イタリアの民間徴税請負人

　タインズの会員はイタリアにはつい最近まで民
間の徴税請負人がいたことをご存じだろうか？実
は私も最近その存在を知ったので、なぜ、このよ
うな仕組みが採用されたのかをまず Gemini に調
べさせて、それを補填しながら紹介してみよう。
　イタリア政府は 1973 年に次のような声明を出
している。「イタリア政府は、所得税その他の直
接税の徴収を請負う制度をもう一〇年続けること
を決定した。こうした中世紀的な制度をいまだに
利用しているのは、世界中で、イタリアだけのよ
うである。」（中村英男「イタリアの民間徴税業者」
より引用。大蔵省も 1973 年 11 月 6 日の「海外経
済情報」で紹介しているという）
　実に驚くべきことであるが、イタリアでは第二
次世界大戦後もこのような制度が残っていたこと
になる。第二次世界大戦後、イタリアは国民投票
で国王を廃止し、共和制となり、憲法には「税制は、
累進性の基準に基づいて編成される」という規定
を置きながら、徴税の機構が整備されていなかっ
たことになる。徴税請負人というと古代ローマを
思い浮かべるが、イタリア半島の歴史に深く根差
した、根強い制度的慣行の現れであったが、ここ
では第二次大戦後に絞って説明してみたい。
　　　

1） 第二次世界大戦後における民間徴税制度の解
　 剖
　第二次世界大戦を経て、イタリア共和国が成立
した後も、19 世紀から続く民間徴税制度は、驚
くべきことにほぼそのままの形で存続した。この
制度は、イタリアの財政システムにおける特異な
存在であり、その具体的な仕組みと存続の背景を
理解することは、後の改革の必然性を知る上で不
可欠である。
　1970 年代初頭の時点でも、イタリアの税務行
政は複数の徴収方式を併用していた。給与所得な
どに対する源泉徴収や、法人税のように納税者が
直接国庫に納付する方式も存在したが、所得税を
はじめとする多くの直接税の徴収において最も大
きな割合を占めていたのが、「徴税名簿による徴
収（riscossione mediante ruoli）」、すなわち民間
の徴税業者「エサットーリ（esattori）」を通じた
徴収であった 。   
　• 徴収対象の税金 : この制度は主に、税務署が
作成した「徴税名簿」に記載された所得税などの
直接税の徴収に用いられた。税務署が税額を査定
し、その徴収業務を民間に委託するという分業体
制が採られていた 。   
　• 徴税人（エサットーリ）: 徴税人は、いかな
る官庁にも所属しない、純粋な民間事業者であっ
た。その形態は多岐にわたり、個人事業主から、

イタリア有数の大銀行や専門の徴税会社までが含
まれていた 。全国に約 2,500 の徴税人が存在し、
彼らはイタリア経済において無視できない影響力
を持つ金融勢力を形成していた。   
　• 免許制度 : 特定地域の徴税業務を行う権利は、
10年を期限とする免許制であり、公開入札によっ
て決定された。ただし、この入札に参加できるの
は、あらかじめ財務省が作成した登録簿に記載さ
れた者に限定されていた。登録簿に記載されるた
めには、成年であるイタリア国民であることに加
え、一定の学歴、資格試験の合格、そして十分な
資力の証明など、厳しい要件を満たす必要があっ
た 。   
　• 手数料「アッジョ（Aggio）」による報酬 : 徴
税人の報酬は、国家からの給与ではなく、「アッ
ジョ（aggio）」と呼ばれる手数料であった。これ
は徴税人が徴収した税額に対して一定の割合で計
算される成功報酬であり、最大で 6.72% に達する
こともあった 。そして、この制度の最も特徴的
かつ問題視された点は、このアッジョが納税者
自身によって、本来の税金に上乗せして支払わ
れたことである 。つまり、納税者は税金を納め
るという義務を果たすために、さらにその徴収
コストまで負担させられていたのである。しか
も納税者が支払う手数料「アッジョ」の料率は、
全国一律ではなかったのである。ある分析によ
れば、手数料率は北イタリアでは平均して税額
の約 1.25% であったのに対し、南イタリアでは
9.70% にも達していた 。この著しい格差の公式
な理由は、「南部では徴税が困難である」という
ものであった。これは、南部の経済基盤の脆弱さ、
脱税の蔓延、そして行政への不信感といった、
いわゆる南北問題を反映したものである。しか
し、結果として生じたのは、経済的に豊かで納
税意識も比較的高い北部の市民が低い手数料を
支払う一方で、経済的に貧しい南部の市民が、
その「徴税の困難さ」のコストを、法外に高い
手数料という形で直接的に負担させられるとい
う、極めて倒錯した現実であった。   

2）スキャンダル
　民間徴税制度と聞いただけで「腐敗」を連想

するが、大手徴税会社 Aipa（Agenzia Italiana 
per le Pubbliche Amministrazioni）を巡るスキャ
ンダルがその象徴であった。Aipa は全国約 800
もの自治体から徴税業務を請け負っていたが、
司法当局の捜査により、市民が支払った税金の
うち少なくとも 1 億 5000 万ユーロが「消失」
していたことが明らかになった 。横領された資
金は、経営陣によってボツワナの農場や米ワイ
オミング州の牧場、さらには観光会社の株式購
入といった、私的な資産形成のために流用され
ていた。この事件は、民間委託が単なる行政手
法の問題ではなく、国富の収奪にまで至る危険
性を白日の下に晒したのである。   

3）2017年改革：国家機構への完全統合
　こうした経験もあり、イタリアはようやく
2016 年 10 月 22 日の緊急政令第 193 号（2016 年
法律第 225 号として承認）をだし、2017 年 7月 1
日をもって、民間制度はなくなり、その機能、
資産、負債はすべて、新たに設立された
**Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER、歳入
庁・徴収局 )** に引き継がれた。AdER は、「ente 
pubblico economico（公的経済法人）」と位置づ
けられ、歳入庁の業務を補完する下部機関とし
て、その指揮監督下に置かれることになった 。

4）ポイント　
　イタリアにおける民間徴税人「エサットーリ」
から公的機関「歳入庁・徴収局」への長い道の
りは、単なる財政政策の変遷史ではない。それは、
近代化、強力で効率的な中央国家の建設、そし
て財政的正当性を巡る国家と市民の複雑な関係
性といった、第二次世界大戦後のイタリアが直
面したより広範な闘いの縮図である。日本が島
国で、明治以来国の形が変わらず、ある意味で
強権的な統一が可能であったのに対し、イタリ
アの物語は、制度改革がいかに困難で、試行錯
誤を伴う長期的なプロセスであるか、そして一
つの問題を解決することが新たな課題を生み出
す可能性があることを、我々に教えてくれる。
イタリアの経験は、国家の最も基本的な機能の
一つである徴税が、単なる技術的な手続きでは

なく、その国の歴史、社会構造、そして統治のあ
り方そのものを映し出す鏡であることを、雄弁に物
語っているようだ。

第２項　租税特別措置をわかりやすく

　次に、税理士さんを悩ませる租税特別措置を
どうわかりやすくできるかに、取り組んでみよ
う。
　現行の特別措置法は市販の解説書等で調べな
い限り、一読してもわからない状況である。私は、
租税特別措置法の６４条と６４条の２にそれぞ
れの施行令、施行規則を加えたものをコピペし
て、PDF に変更した上で、まず、google の
notebookLMに読み込ませ、こういう設問をして
みた。「収用に伴い初年度は特別勘定を設けまし
たが、翌年以降チェックしなければならないポ
イントをわかりやすく教えてください」。その答
えが下記の通りであった。

収用に伴い初年度に特別勘定を設けられた
とのこと、翌年以降にチェックすべきポイ
ントを以下にわかりやすくご説明します。
租税特別措置法に基づく収用等の場合の課

税の特例では、代替資産の取得を通じて課税
の繰延べを行うための「特別勘定」制度が設
けられています。初年度に特別勘定を設けた
後、主に以下の点について継続的な確認が必
要です。
-------------------------------------------------------------------------------- 

翌年以降にチェックすべきポイント
1. 代替資産の取得期間（指定期間）の確認
　1 特別勘定を設けた主な目的は、収用等に
よって譲渡した資産に代わる「代替資産」
を取得することです。この代替資産の取得
には期間制限があります。
◦原則 : 収用等があった日を含む事業年度終
了の日の翌日から 2 年以内に代替資産を取
得する必要があります。この期間を「指定
期間」といいます。
◦期間の延長 : 以下のような「やむを得ない
事情」がある場合、指定期間が延長される
ことがあります。
▪事業の完了遅延 : 収用等に係る事業の全部
または一部が完了しないため、代替資産の
取得が困難な場合。この場合、収用等があっ
た日から最長で 4 年と 6ヶ月まで延長され
ることがあります。税務署長の承認が必要
となるケースもあります。
▪工場等の建設・移転 : 工場、事務所など
の建物、構築物、機械装置の敷地造成や建設・
移転に通常 2 年を超える期間を要する場合。
この場合、代替資産の取得が確実と認めら
れる日から最長で 3 年まで延長されること
があります。
▪特定非常災害 : 特定非常災害に起因する
やむを得ない事情で代替資産の取得が困難
になった場合、税務署長の承認を受けるこ
とで指定期間が延長されることがあります。
◦これらの延長事由に該当するかどうかを
定期的に確認し、必要な場合は所轄税務署
長への承認申請（指定期間の末日までに提
出）を行う必要があります。

2. 代替資産の取得状況と特別勘定の処理 
指定期間内に代替資産を取得できたかどう
かで、特別勘定の処理が変わります。
◦代替資産を取得した場合 :
▪代替資産を取得した日を含む事業年度の確
定した決算において、その代替資産の取得価
額に「差益割合」を乗じて計算した金額（「圧
縮限度額」）の範囲内で、帳簿価額を損金経
理により減額するか、または積立金として積
み立てる方法で経理することができます。
▪同時に、特別勘定の金額のうち、代替資
産の取得価額に差益割合を乗じて計算した
金額に相当する金額を、代替資産を取得し
た日を含む事業年度の所得の金額の計算上、
益金に算入します。
▪この処理により、特別勘定が取り崩され、
税務上の繰延べ効果が適用されます。
▪差益割合とは : 収用等に伴う補償金、対価、
または清算金の額から、譲渡した資産の譲
渡直前の帳簿価額を控除した残額が、当該
補償金等の額に占める割合を指します。
◦代替資産を取得しなかった場合、または
指定期間が満了した場合 :
▪指定期間を経過する日において、特別勘
定に残額がある場合、その特別勘定の残額
は、指定期間が経過する日を含む事業年度
の所得の金額の計算上、益金に算入されま
す。つまり、この時点で繰り延べられてい
た所得が課税対象となります。

3. 特別勘定の益金算入事由の確認
　代替資産の取得の有無以外にも、特別勘定
が益金に算入されるケースがあります。以下
のいずれかに該当しないか確認が必要です。
◦指定期間内に、特別勘定の金額を代替資
産の取得以外の目的で取り崩した場合。
◦法人が指定期間内に解散した場合（合併
により解散した場合を除く）。
◦法人が指定期間内に、自らを被合併法人
とする適格合併以外の合併を行った場合。
◦法人が、非適格株式交換等を行った場合（特

別勘定の金額が1,000万円未満のものを除く）。
◦法人が、連結納税制度における通算開始法
人、通算加入法人、または通算終了法人に該
当することとなった場合（特別勘定の金額が
1,000 万円未満のものを除く）。

4. 申告・書類保存要件の遵守
◦収用等の特例を適用するためには、確定申
告書等に損金算入額の記載と、その計算に関
する明細書の添付が必要です。
◦また、収用等があったことを証明する書類
（例：都市再開発事業の施行者の証明書類な
ど）の保存が義務付けられています。
◦指定期間の延長承認を受けた場合、そのや
むを得ない事情の詳細、代替資産の取得予定
年月日、取得価額の見積額などを記載した書
類の添付も必要です。

5. 組織再編時における特別勘定の引継ぎ
◦適格合併、適格分割、適格現物出資を行っ
た場合、特別勘定の金額は、合併法人等に引
き継がれることがありますこの場合、引き継
ぎ後の法人において、上記の指定期間の管理
や代替資産の取得義務が継続します。
◦引き継ぎを行う際は、税務署への所定の書
類の提出が必要です。
これらのポイントを定期的に確認し、適切な
会計処理と税務申告を行うことが、収用等に
伴う課税の特例を最大限に活用し、税負担を
適正に管理する上で重要となります。

とまあ、こんな風になった。かなりわかりやすく
なっていると思われる。もっともこれを読んで安
心してもいけない。何か忘れているかもしれない。
　いずれにせよ、このような、難しい規定は申請を
受けたい納税者が税務署に「＊＊の特例を受けたい」
という申請書類を出させて、数ヶ月以内に税務署が
賦課処分をする方式に変えろ！要件等は税務署が調
べ、納税者に提出を依頼し、解釈をミスしたときは
税務署の間違いなので、納税者を救済せよ！

第３項　累進的付加付加価値税（VAT）         
　          をめざしませんか？
１）はじめに
　私は、消費税の逆進性は問題でやはりこれに頼
るのは危ないと思いつつ、廃止しろ、とまではい
えない状態で悩んできた。しかし、国際通貨基金
（IMF）が 2024 年 4 月に発表したワーキングペー
パー「累進的VATの設計」に衝撃を受け、これだ！
と思った。1980 年代、所得税に変わり、人の支出
を課税標準にする制度が注目されたことがあった。
確かに、所得税は生きていくためにもらう労働者
の賃金は「所得」として必ず課税されるのに、企
業を支配している人たちは配当等は実現させなく
とも企業の価値を増殖していける。結局、働く貧
しいものだけを累進課税に服させるのが所得税
で、本当の富裕者は所得税の対象から外れている
ことから比べれば、消費に課税するのはより合理
的だからである。でも、それを具体化するのは当
時では無理でいつの間にか消えていたが、今の消
費税を累進化できるのであれば、所得税より、公
平な税構造が実現すると思われる。本稿では、昨
年 IMF の｢累進的消費税構想｣が現在世界の研究
者にどううけとめられているか、を Gemini に以
下のように調べさせた。

２）VAT の根深い逆進性問題と「累進的 VAT」の
　　登場
　付加価値税（VAT）は、世界 160 カ国以上で導
入され、経済活動への歪みが少なく効率的に巨額
の税収を確保できる「マネーマシン」として、現
代税制の成功例とされてきた 。しかし、その成功
には常に「逆進性」という影がつきまとってき
た 。逆進性とは、消費に対して一律に課税される
ため、所得の大部分を消費に充てる低所得世帯ほ
ど、所得に占める実質的な税負担率が高くなる性
質を指す 。この公平性の問題は、VAT 導入以来、
絶えず政策論争の中心にあり続けてきた 。
　こうした中、近年、VAT の逆進性問題への新た
なアプローチとして「累進的 VAT」が注目を集め
ている 。特に、IMFが 2024年 4月に発表したワー
キングペーパーは、この議論を国際的な政策課題
の最前線に押し上げた 。世界経済が政府債務の増
大、成長の鈍化、格差拡大という三重の課題に直
面する中、単に歳入を確保するだけでなく、より
公平な方法で歳入を動員する必要性が高まってい
る 。累進的 VAT は、これまで効率性を目的とし
てきた VAT を、再分配という社会的機能も果た
せるように再設計しようという、新たな時代の要
請に応えるパラダイムシフトの試みなのである 。

３）逆進性対策の変遷：伝統的手法から理論的最
　　適解へ
　VAT の逆進性を緩和する最も一般的な方法は、
食料品などの生活必需品に軽減税率や非課税措置を
適用する「伝統的アプローチ」である 。しかし、
この手法は、その恩恵が高所得世帯にも多大に及ぶ
ため、ターゲットを絞り込めていない非効率な再
分配手段であるという点で、国際的な学術研究の
見解がほぼ一致している 。
　これに対し、学術界では「現代的アプローチ」、
すなわち「広範な課税ベースを持つ単一税率の
VAT と、低所得世帯を対象とした現金給付制度の
組み合わせ」が、理論的に最も優れた解決策であ
るというコンセンサスが確立されている 。この方
法は、VAT の効率性を最大限に活かしつつ、公平
性の目標はターゲットを絞った直接給付で達成し
ようとするものだ 。
　しかし、この理論的な最適解と、多くの国が依
然として軽減税率を採用している現実との間に
は、大きな「理論と実践のギャップ」が存在す
る 。このギャップを生んでいるのは、有権者が「既
存の恩恵（軽減税率）を取り上げられ、後から新
たな給付が与えられる」という政策に不信感を抱
きやすいことや、福祉給付の受け取りに社会的な
「スティグマ（負の烙印）」を感じる人がいること
など、政治的・社会心理学的な要因である 。IMF
らが提唱する新しい累進的 VAT は、まさにこの
ギャップをテクノロジーで埋めようとする挑戦と
言える。

４）新たな解決策：IMF の「リアルタイム還付型」
　　累進VAT
　IMF が提案するモデルは、最先端のデジタル技
術を活用し、VAT の逆進性を根本的に解消しよ
うとする革新的な構想である 。
基本構造 : 経済効率性を最大化するため、例外を
排した「単一税率・広範な課税ベース」を原則と
する 。その上で、VATによる負担を相殺するため、
低所得世帯に対して補償的な給付を行う 。
メカニズム : 最も革新的なのは、その実行メカニ
ズムである 。消費者が店舗で支払いをする際に、

デジタル ID（日本のマイナンバーカードに相当）
を通じて個人を識別 。システムが事前に登録され
た所得情報と連携し、その消費者が補償給付の対
象者かを瞬時に判定する 。対象者であれば、購入
金額に含まれる VAT 額が計算され、その場で即
座に銀行口座やデジタルウォレットに還付され
る 。
真の狙い : このモデルの革新性は、経済合理性だ
けでなく、政治的・社会心理的な障壁を乗り越え
ようとする点にある 。レジでの支払いの瞬間に「課
税」と「還付」が同時に起こることで、消費者の
体験は「税金を払い、福祉を受け取る」というも
のではなく、「単に割引を受ける」という感覚に近
いものへと「リフレーミング（再構成）」される 。
この心理的な仕掛けによって、有権者の抵抗感を
和らげ、スティグマを解消し、政治的な実現可能
性を高めることが最大の狙いなのである 。

5）実現に向けた技術、課題、そしてリスク
　累進的 VAT の構想は、技術的には現実味を帯び
てきている。ブラジルの脱税対策プログラム
「Nota Fiscal Paulista」では、消費者が納税者番号
を提示することで取引情報がリアルタイムに報告
され、脱税防止に大きな成果を上げた 。また、中
国は 2025 年から外国人観光客向けの VAT 即時還
付制度を開始しており、リアルタイムでの税還付
メカニズムが技術的に可能であることを示してい
る 。
　しかし、その実現には重大なリスクも伴う 。政
府が「誰が、いつ、どこで、何を買ったか」という
個人の全購買行動をリアルタイムで追跡することを
意味し、深刻なプライバシー侵害であり、監視社会
への道を開くとの批判は免れない からである。

６）日本への示唆：より公平な消費税への道筋
　累進的 VAT の根底にある「単一税率＋現金給
付」という思想は、日本で長年「給付付き税額控除」
として議論されてきたテーマと軌を一にするもの
である 。注目すべきは、2015 年に財務省が検討
した「日本型軽減税率制度」という構想だ 。これは、
マイナンバーカードを活用し、所得制限付きで消

費税の軽減相当額をポイントなどで還付する案で
あり、まさに IMF が提唱するリアルタイム還付モ
デルの原型と言える 。
　この構想は当時、マイナンバーカードの普及率
の低さなどを理由に頓挫したが、その後のデジ
タル化の進展により、技術的・社会的障壁は大
幅に低下している 。IMF という国際的な権威に
よる理論的裏付けは、かつて国内で頓挫した構
想に新たな政治的推進力を与える可能性があ
る 。

　Gemini は様々なインターネット上の文献等を調
べて無難な回答をしてきている。私は、将来の安
定した国家を作るためにはこれが現在のところベ
ストだろうと考えている。読者の皆さんはいかが
であろうか？

第４項　戦後財務省不祥事ワースト１　　
　Gemini に戦後の財務省の不祥事ワースト 5を選
出せよと命じてみた。読者と一致しているだろう
か？Gemini によれば、

であった。個人的には森友事件だと思うが、
Gemini が第 1位にした理由をみてみよう。

１）腐敗の構造：「ノーパンしゃぶしゃぶ」と　　
　　「MOF担」
　1990 年代、大蔵省と金融業界の関係は、構造的
かつ常態的な汚職によって蝕まれていた 。その腐
敗の象徴として国民の記憶に刻まれたのが、「ノー
パンしゃぶしゃぶ」と呼ばれる飲食店であった。
　ここでは、大蔵省の幹部官僚たちが、自らが監督・
検査すべき銀行や証券会社からの過剰な接待漬け
になっていた 。この生々しいスキャンダルは、抽
象的だった官僚腐敗の概念を、国民にとって直感
的で許しがたいものへと変えた 。   
　この事件で明らかになったのは、「MOF 担（モ
フたん）」と呼ばれる、金融機関内に設置された大
蔵省担当者の存在である。彼らの唯一の任務は、
大蔵官僚を接待し、懐柔することであった 。これ
は単発の贈収賄ではなく、深く常態化したビジネ
ス慣行だったのである。接待の見返りとして、官
僚たちは金融機関にとって死活的に重要な情報、
とりわけ抜き打ちで行われる金融検査の日程や対
象支店といった最高機密を漏洩していた 。  
 
2）国家経済への影響：金融危機における機能不
　 全
　この倫理的腐敗は、単なる風紀の乱れではなかっ
た。それは、日本の金融システムがバブル崩壊後
の不良債権問題で未曾有の危機に瀕していた、ま
さにその最中に起きていた。危機管理を担うべき
監督官庁そのものが、監督対象によって骨抜きに
されていたのである。
　規制する側とされる側の癒着は、大蔵省が断固
たる措置を講じる能力を直接的に奪った。銀行は、
漏洩された検査情報を利用して、自らが抱える不
良債権の実態を検査官から隠蔽した 。スキャンダ
ルの発覚は、大蔵省の信頼性を完全に粉砕した。
　国民の激しい怒りのため、政府は大蔵省が信用
できないという状況下で、公的資金（税金）を使っ
た銀行救済策をタイムリーに打ち出すことが政治
的に不可能となった 。この政策決定の麻痺が、日
本の「失われた 10 年」をさらに深刻化させ、長
期化させる一因となったのである 。   

３）革命：「財金分離」と一つの時代の終わり
　このスキャンダルがもたらした衝撃は、それま
で誰もが想像し得なかった結末、すなわち大蔵省
そのものの解体へと至った。国民と政界からの突
き上げるような批判は、歴史的な「財政・金融機
能の分離（財金分離）」へと結実した 。   
　1998 年、大蔵省の権力の源泉であった銀行局と
証券局が本体から切り離され、独立した行政機関
である金融監督庁（後の金融庁）が設置された 。
さらに 2001 年の中央省庁再編では、輝かしい歴
史を持つ「大蔵省」の名称そのものが廃止され、
より権能の限定された「財務省」へと改称された。
これは、腐敗したイメージを払拭する狙いがあっ
た 。大蔵省最後の蔵相であった宮澤喜一氏が、新
しい「財務省」の看板の揮毫を拒んだという逸話
は、自らが属した母校ともいえる組織の解体に対
する、象徴的な抵抗であった 。   
　この事件は他にも、若手エリート官僚が税務署
長に就任する「若殿研修」の廃止や、国家公務員
倫理法の制定といった、重要な改革の引き金と
なった 。   

4）結論：なぜこれがワースト1位なのか
　大蔵省接待汚職事件が戦後史における最悪のス
キャンダルと位置づけられるのは、その卑猥な詳
細や、処分（112 人）および逮捕された官僚の数
の多さだけが理由ではない 。その帰結が、革命的
であったからである。 この事件は、日本の近代史
上、最も強力で歴史ある官庁の、組織的かつ制度
的な失敗が、その存在自体を許容できないレベル
にまで達していることを白日の下に晒した。そし
て、その失敗が、国家の統治機構そのものを根本
的かつ恒久的に作り変えるという、直接的な結果
をもたらした。他のいかなるスキャンダルも、日
本国家の構造自体にこれほど直接的で変革的な影
響を与えたものはない。

5） 分析と考察
　この事件は、1980 年代のバブル経済がもたら
した、遅れてきた直接的な帰結であった。バブル
期に大蔵省が「行政指導」の名の下に振るった絶

大な裁量権は、絶対的な傲慢さと、民間セクター
との癒着が常態化する土壌を育んだ。1998 年のス
キャンダルは、このバブル時代の統治モデルが、
壮絶な形で崩壊した瞬間であった。好景気の時代
には機能しているように見えたこの癒着システム
は、不況下では国家経済を蝕む致命的な欠陥と
なったのである。金融庁の創設は画期的な改革で
あったが、同時に新たな長期的課題も生み出した。
それは経済政策決定の断片化であり、財政の健全
性を担う財務省と、金融システムの安定性を担う
金融庁との間で、時に政策の齟齬や摩擦を生じさ
せることになった。一つの危機への解決策が、将
来の政策協調における問題の種を蒔いたともいえ
る。

結論：財務省に受け継がれるDNA
　これら5つの事件の分析から、大蔵・財務省の「傲
慢のDNA」を構成する共通の糸が浮かび上がる。

権力の傲慢さ：自らはエリートであり、他者を律
する法や規範を超越した存在であるという、省内
に根強く存在する特権意識。
権力集中の弊害：財政と金融という絶大な権限の
一極集中が、いかに必然的に腐敗を生み出すかと
いう現実。
説明責任の不在：1948 年の政治家たちの無罪判決
から、2018 年の幹部たちの不起訴に至るまで、組
織の上層部や政治家が意味のある責任を免れ続け
るという、繰り返されるパターン。

　どうだろうか。なかなか鋭い分析をしているで
はないだろうか。では、税理士の不祥事ワースト
５も取り上げたいところであるが、背中が寒くな
り、真夏の怪談になりかねないので、ここで辞め
ておこう。皆さん、どうか、猛暑を乗り切ってい
ただきたい。
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今週の判決等(2025年4月～2025年6月収録）

　太陽光発電に係る一連の取組・スキーム内容からだ
けでは「事業」に該当せず！  
（令０６－０３－１３　東京地裁　棄却・控訴　Ｚ８８８－２７１５）
　原告は、Ａ社を介して、太陽光発電に係る土地の取得、
設備の設置、発電、売電等に向けた一連の取組（本件各
取組）を行っており本件各取組を事業として太陽光発電を行っ
ていたとの認識の下、本件各取組に係る費用を必要経費に
算入し、事業所得の金額の計算上の損失（事業収入０円－
必要経費）として所得税等の確定申告をしましたが、課税庁
は事業所得を０円として更正処分等した事案です。 
　原告は、本件各取組について、そのスキームの内容に照
らすと、これが開始されれば「事業」に該当することになると
ころ、本件借入れ等の重要な行為がされていた以上、本件
各取組は既に開始されていたといえるから「事業」に該当す
る と主張しましたが、東京地裁は次のように判断し、原告の
主張を退けています。 

　原告は、本件各取組において、Ａ社との間で発電事業者と
しての地位を購入する旨の契約を締結したが、実際にはその
地位を取得することができなかったものである。しかも、原告
が本件各土地や本件各設備等を取得することを全面的に委
ねていたＡ社については、既に破産手続が行われ、Ａ社の代
表取締役は、架空の太陽光パネルの設置を持ち掛けて他人
から工事代金を騙し取ったとの嫌疑により、その後、逮捕、
起訴されたというのであり、これらのことからすると、本件各取 
組は、これを反復継続的に遂行するために必要な客観的な
基礎を完全に欠いていたといわざるを得ず、反復継続して遂
行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務であっ
たということはできない。したがって、本件各取組は、「事業」 （所
得税法２７条１項、同法施行令６３条１２号）に該当しない。
≪検索方法≫ [詳細検索＞TAINSキーワードにて検索]
　　　      　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２７１５

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）

　企業買収の意思決定前のデューデリジェンス費用も
株式の取得価額に算入と判断！  
（令０６－０１－２４　非公開裁決　棄却　Ｆ０－２－１２３２） 
　この事案は、企業買収の際に支出したデューデリジェンス（Ｄ
Ｄ）費用を雑費 として損金の額に算入していたＡ社が、課
税庁から、本件ＤＤ費用は、株式の購入のために要した費
用で株式の取得価額に算入すべきとして、法人税等の更正
処分等を受けたものです。Ａ社は、Ａ社の企業買収では、取
締役会の決議により、 初めて株式を購入するかの意思決定が
なされ、意思決定前に発生したＤＤ費用は、 購入か否かの意
思決定を得るためのもので「購入のために要した費用」に当
たらないとしました。審判所は、企業買収の際に支出したＤＤ
費用について、次のよ うに判示し、本件DD費用は、「購入
のために要した費用」と判断しています。 
　取得しようとする有価証券の候補が複数ある場合において、
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しょー君
（消費税担当）

■ＴＡＩＮＳメールニュース       No.715 2025.04.03
いずれの有価証券を取得すべきかを決定するために行うＤＤ
費用は、通常、取得を目的とする株式が特定されていないこ
とから、実際に取得した有価証券の取得との関連性は希薄 
であるといえる。しかし、少なくとも、特定の有価証券を取得
する前提で行うＤＤ費用は、その特定の有価証券の取得を断
念した場合を除き、当該有価証券の取得を目的としてその取
得に関連して支出する費用というべきである。 
　本件について、買収対象会社に対するＤＤに係る見積書、報
告書等において、 対象業務等として買収対象会社の株式取得に
伴うなどと記載されていることから、特定の株式の取得を目的とし
て委託したものと認められる。本件ＤＤ費用は、「その有価証券
の購入のために要した費用（法令１１９条１項１号）」に当たる。
≪検索方法≫ [詳細検索＞TAINSキーワードにて検索]
　　　      　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－２－１２３２

（税法データベース編集室：草間　典子）

閲覧者数ランキング 集計期間：2025年05月30日～2025年06月28日 

　事例集　法人税及び消費税等の処理における誤り易い事例とそのチェックポイント　
令和６年９月　国税庁調査課　東京国税局調査審理課【情報公開法第９条第１項による開示情報】
法人税　行政文書　法人消費事例東京局Ｒ０６０９００

　東京高等裁判所令和６年（行コ）第◯◯号贈与税決定処分等取消請求控訴事件（原判決変更、全部
取消し）（納税者勝訴）国側当事者・国（沼津税務署長）
令和６年１２月１２日判決【情報公開法第９条第１項による開示情報】
【贈与財産の範囲／内縁関係の成否／婚姻費用分担義務の履行か贈与か】
判決年月日　Ｒ０６－1２－１2（Ｒ０６－03－１4）  国税庁訴資　Ｚ８８８－２７34（Ｚ８８８－２７28） 

　横浜地方裁判所令和４年（行ウ）第〇〇号所得税更正処分等取消請求事件（棄却）（控訴） 国側当事者・
国（〇税務署長事務承継者横浜南税務署長） 令和６年２月１４日判決 【情報公開法第９条第１項による開
示情報】 【ふるさと納税／返礼品に係る経済的利益の価額（事業者調達価格）】
判決年月日　Ｒ０６－０２－１４  国税庁訴資　Ｚ８８８－２７０５



 

    

　雑誌目次検索システムは、現在、税研・税務事例研究・税

理・税経通信・税務弘報・月刊税務事例・国税速報・週刊税

務通信・Ｔ＆Ａ master・速報税理・ProfessｉonJournal・

国際税務の12誌について、各誌の年号・雑誌名・掲載頁

や著者名・肩書・タイトル・判決年月日等により、目次を検

索することができます。この目次とは、タイトルの親和性が

増すように、若干の加工を行っています。

　また、判決・裁決から雑誌目次情報にアクセスできるリ

ンクを備えており、閲覧している判決・裁決等の評釈や実
務研究がどの雑誌に掲載されているか確認することができ
ます。

今週の判決等(2025年4月～2025年6月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース　 No.718 2025.04.24 　
な任務の遂行がいずれも独立性を保った上でされる必要が
あるとの要請によるものと解されるところ、かかる要請を課税の
局面において担保するための一つの方策として、国際機関の
職員の職務の対価として支払われる金銭に対し、当該職員
の属する国のいかんにかかわらず、平等にその支給がされる
ようにすることが考えられる。 
　ＩＣＪ規程３２条８も、上記の観点から、ＩＣＪ裁判官が在職中に
その職務を行うことの対価として発生する「俸給、手当及び補
償」については租税を免除すべきであるとして明示しているの
に対し、同条７にいう「恩給」は退職後に支給されるものであり
職務自体の対価とは明らかに性質を異にするがゆえに、あえて
３２条８に掲げていないものと解するのが合理的である。そうす
ると、本件恩給を非課税所得とすべき根拠はないこととなる。
≪検索方法≫ [詳細検索＞TAINSキーワードにて検索]
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２５６３

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）     

国際司法裁判所の元裁判官が受ける恩給は、非課
税ではなく雑所得に該当！ 　
（令０５－０３－１６　東京地裁　棄却・確定　Ｚ８８８－２５６３）
 本件は、国際司法裁判所（ＩＣＪ）の裁判官であった原告が、
その勤務に報いるものとしてＩＣＪ規程３２条７に基づき退職後
に受けていた恩給が非課税であるか否かを争点とする事案
です。東京地裁は、本件恩給は非課税ではなく雑所得に該
当すると判断し、その理由を、次のように判示しました。 
　ＩＣＪ規程３２条の規定ぶりに照らせば、ＩＣＪ規程３２条８が
免税の対象とする「俸給、手当及び補償」に同条７の「恩
給」は含まれていないものと解するのが、条約法条約にいう
用語の通常の解釈として自然なものである。 
　上記の解釈は、国際的な機関における免税規定の趣旨に
も整合する。すなわち、一般には、国際機関の特権免除が認
められる趣旨は、個々の加盟国の管轄権行使による干渉を
排除して当該国際機関の設立目的の実現及び個別具体的

　死亡退社による合資会社の持分払戻請求権～同意書
の０円は認められない！～
（令０６－０６－２２　名古屋地裁　棄却・控訴　Ｚ８８８－２７２０）
　本件は、原告会社（合資会社）の無限責任社員であっ
たＤ（被相続人）の死亡 により、被相続人の原告会社に対
する出資に係る払戻請求権（本件払戻請求権）の評価額
が争われた事件です。そのほか、被相続人のみなし配当所
得や原告会社の源泉徴収義務などについても争点となりまし
た。なお、原告会社の定款には、社員が死亡した場合に持
分を承継する旨の定めはありません。
　個人原告（相続人）らは、払戻しを行わない旨の合意（本
件各同意）により、被相続人の金銭又は金銭交付請求権の
額は０円になると主張しましたが、名古屋地裁は、評価額に
ついては次のとおり判示して、請求を棄却しています。 
　会社法６１１条《退社に伴う持分の払戻し》２項の規定から、

持分会社に対する出資の払戻請求権は、退社時における持
分会社の純資産に着目して評価すべきであり、被告が主張す
るとおり、評価通達に従って、持分会社に対する出資に準ず
るものとして純資産価額方式によって評価することが相当であ
ると認められる。 
　相続税の課税価格に計上すべき本件払戻請求権の評価
額は、相続開始日の時価によって評価すべきであるところ、
本件各同意の同意書はいずれも相続開始日よりも後に作成さ
れたものであるから、事後的な合意によって決められた金額を
もって、相続開始日における本件払戻請求権の時価と評価す
ることはできない。したがって、本件各同意は、評価額に影
響を与えないというべきである。 
≪検索方法≫ [詳細検索＞TAINSキーワードにて検索]
　　　      　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２７２０

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

■ＴＡＩＮＳメールニュース      No.717 2025.04.17 　

あいちゃん
（相続税担当）
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するまでの３か月間又は売却するまでの間、一時的に本件マ
ンションを仮住まいとして使用していたにすぎず、また、本件マ
ンションの状況からしても継続して生活ができる実体を具備し
ていたものとはいえないのであるから、本件マンションについ
て、真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続
して生活の拠点としていたと認めることはできない。 
　（編集員からのひとこと） 
　納税者は平成１０年に本件マンションを購入し、家族ととも
に居住していたのだから、平成２１年中国に赴任して居住して
いなかったが、家族が順次帰国した平成２４年3月から、社宅
ではなく、本件マンションに居住していれば、納税者本人が帰
国後３か月の短期入居でも、特例の適用はできただろうか？ 
≪検索方法≫ [詳細検索＞TAINSキーワードにて検索]
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－１－１３２８

（税法データベース編集室：大高　由美子）     

居住用財産／ある程度の期間継続して生活の拠
点としていたと認められない！ 
（令０３－０１－１２　非公開裁決　棄却　Ｆ０－１－１３２８）
　納税者が、不動産の譲渡損失について、措置法第４１条
の５の居住用財産の買換え等に係る譲渡損失の損益通算
の特例を適用して平成２６年の所得税等の確定申告をした
ところ、原処分庁が、当該不動産は請求人が居住の用に供
している家屋ではないから当該特例は適用できないとして更
正処分等をした事案です。 
　審判所は、以下のとおり、納税者の請求を棄却しました。 
　請求人又はその家族は、本件期間において、本件マン
ションを利用場所として、電気及びガス供給契約を締結した
ことはなく、水道も利用していなかった。 
　請求人が本件マンションで起居していたとしても、請求人
は、平成２５年１２月に帰国してから、本件買換資産に転居

もろ君
（諸税担当）

今週の判決等(2025年4月～2025年6月収録）

■ＴＡＩＮＳメールニュース   No.720 2025.05.08
価額弁償金であることを示す記載はないこと、予備的な主張
を根拠にして本件解決金の全額が遺留分であると判断する
こともできないないこと、訴訟における双方の弁護士の各申述
等の内容に相当程度の齟齬がみられることなどから、本件解
決金は、その全額が遺留分減殺請求に基づく価額弁償金で
あると認めるに足りる客観的な証拠はなく、価額弁償金以外の
法的性質を有する金員が含まれていることを否定できない。 
　したがって、更正処分より増加した金員が、請求人の兄に
対する遺留分減殺請求に基づく価額弁償金に該当すると断
定することはできず、その法的性質は不明であるといわざるを
得ないし、その中に遺留分減殺請求に基づく価額弁償金に
該当する金員が含まれているとしても、当該金員が幾らである
のかも定かではない。 
≪検索方法≫ [詳細検索＞TAINSキーワードにて検索]
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｊ１３６－３－０５

（税法データベース編集室：依田　孝子）     

訴訟上の和解による解決金～全額が遺留分減殺請
求の価額弁償金ではない！～
（令０６－０７－０３　公表裁決　全部取消し　Ｊ１３６－３－０５）
　請求人は、その兄を被告とて、主位的に被相続人（平成２
８年６月死亡）の公正証書遺言の無効、予備的に遺留分減
殺請求などを求める訴えを提起しました。 
　令和４年３月、訴訟上の和解が成立し、兄から請求人へ解
決金（本件解決金）を支払うことが確定しました。請求人が、
令和５年７月、遺留分減殺請求に基づく価額弁償金を取得し
たとして、本件解決金の一部について、相続税申告をしたとこ
ろ、原処分庁は、その全額が価額弁償金に該当するとして更
正処分をしました。 
　審判所では、次のとおり判断し、更正処分は相続税法３５
条《更正及び決定の特則》３項１号の要件を満たさないとし
て、その全部を取り消しました。 
　和解調書には、本件解決金が遺留分減殺請求に基づく

■ＴＡＩＮＳメールニュース　 No.719 2025.05.01 
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いては、下記のように判断をして取り消しています。 
　当裁判所は、本件各支出が原告の事業の遂行上必要で
あるとは認められないと判断するものであるが、原告におい
て、Ｅの当該地方自治体等に対する具体的な働き掛けがあっ
たと信じ、それによってＥに依頼した内容が達成されたと考え、 
その対価としての金員を協議の上、請求書の発行を依頼し
て支払ったことは、Ｅとの合意に基づく支払及びその前提とし
ての請求書の発行依頼として位置付けるのが相当であるか
ら、これらを国税通則法６８条１項にいう隠蔽、仮装と評価す 
るのは相当ではない。したがって、本件において、国税通則法
６８条１項に規定する「隠蔽」又は「仮装」に該当する事実を
認めることはできない。
≪検索方法≫ [詳細検索＞TAINSキーワードにて検索]
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２６８５

（税法データベース編集室：草間　典子）     

業務委託の合意の事実が認められ、重加算税の賦
課決定処分が取り消された事例 
（令０６－０２－１５　東京地裁　一部認容・確定　Ｚ８８８－２６８５） 
　原告は、除染作業で生じた廃棄物の減容に使用される圧
縮袋等を販売していました。原告は、地方自治体が取り扱う
圧縮袋等が原告の希望する仕様等になるよう地方自治体等
に働き掛けを行う旨Ｄ社等に依頼し、その報酬を「支払手数
料」などとして支出していたところ、課税庁から、これら支出
は、その使途が明らかでなく損金の額に算入できないとして、
法人税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を受
けたものです。 
　東京地裁は、Ｄ社の代表者Ｅが地方自治体等に対して何
らかの活動をした証拠はなく、これら支出は原告の事業の遂
行上必要と認めることはできないとして、損金の額に算入す
ることを認めませんでしたが、重加算税の賦課決定処分につ

■ＴＡＩＮＳメールニュース   No.722 2025.05.22 

原告らの贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されるもの
に該当する。原告らは、本件借地権相当額の贈与に係る贈与
税に対する更正決定等の除斥期間は既に経過していたか
ら、同贈与税について課税当局による課税権限の行使は不
可能であり、本件借地権相当額は、本件相続税の課税価格
に加算することができない旨主張する。しかし、相続税法２１条
の１５は、相続税の課税価格に加算される相続時精算課税
適用財産の範囲について、相続時精算課税制度の適用を受
ける財産のうち「当該取得の日の属する年分の贈与税の課
税価格計算の基礎に算入されるもの」とし、これを超えて、納
税者の申告や税務署長の更正決定等により贈与税の課税価
格に算入されたものとは規定していない。したがって、原告らの
主張は採用できない。 
≪検索方法≫ [詳細検索＞TAINSキーワードにて検索]
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２７３１

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）     

　相続時精算課税～贈与税の更正決定等の除斥期間
の経過した贈与財産の加算～  
（令０７－０１－１６　東京地裁　棄却・控訴　Ｚ８８８－２７３１） 
　原告らは、相続税の申告及び修正申告を共同でしたところ、
原処分庁から、被相続人から生前に賃借した土地に係る借
地権の価額の２分の１に相当する金額を課税価格に加算す
べきであるとして、相続税の更正処分等を受けた事案です。 
　原告らは、本件借地権相当額は贈与税の更正決定等の
除斥期間は既に経過しており加算することはできない旨を主
張しましたが、東京地裁は、次のように判断して原告の主張を
退けています。 
　原告らは、相続時精算課税選択届出書に係る財産の贈
与を受けた平成２１年以後の年である同年中に、対価を支払
うことなく本件借地権相当額の経済的利益を受けたことによ
り、当該経済的利益を贈与により取得したものとみなされ（相
続税法９条）、相続時精算課税の適用を受けるものであって、

今週の判決等(2025年4月～2025年6月収録）
ところ君

（所得税担当）

■ＴＡＩＮＳメールニュース   No.721 2025.05.15 
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　外国子会社合算税制／外国の財団を通じてバハ
マ法人の全株式を間接保有 
（令０６－０３－１１　非公開裁決　一部取消し　Ｆ０－１－１６６６）
　原処分庁は、請求人は、リヒテンシュタイン公国に設立したＡ財
団を通じて、バハマ国のＢ法人の全株式を間接保有しているから、
Ｂ法人は外国関係会社に該当し、外国子会社合算税制（措置法
４０条の４）の適用があるとして所得税等の更正処分等をしました。
これに対し、請求人は、Ａ財団は持分の定めのない法人であり、Ａ
財団を通じて株式を間接保有することはあり得ないと主張していま
す。 
　審判所は、次のような理由により、Ｂ法人は外国関係会社に該当す
ると判断した上で、外国子会社合算税制を適用した場合の雑所得
の金額等を計算すると、更正処分の金額を下回る年分があるとし
て、その一部を取り消しました。 

　措置法４０条の４の規定は、居住者の外国関係会社の支配関係
を判定するため の要件として、「株式等の数」を基準とするものであ
るところ、請求人は、Ａ財団の資産の管理権限を単独で掌握し、Ａ財
団の資産及びその収入を単独で受けることができるのであるから、自
益権及び共益権を単独で有しているものということができる。そして、
請求人は、Ａ財団の資本金の全額を拠出しているのであるから、株
式会社等における構成員の地位（法的地位）を取得しているものと
評価でき、Ａ財団の「株式等の数」を有すると同視できるものといえる。
したがって、請求人は、Ａ財団を通じて、Ｂ法人の株式等を間接保有
しているといえる。 
≪検索方法≫ [詳細検索＞TAINSキーワードにて検索]
　　　　　　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｆ０－１－１６６６

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース   No.724 2025.06.05

今週の判決等(2025年4月～2025年6月収録）
ちーちゃん
（地方税担当）

　販売目的の一棟の建物／保有期間中空室部分の
用途区分は按分できない！
（令０７－０１－２４　東京地裁判決　棄却　Ｚ８８８－２７３５）
　納税者が、建物は将来の販売を目的として取得したから、
建物の取得等に係る課税仕入れは課税対応課税仕入れに
該当するとして更正の請求をした事案です。 
　購入時からその一部の居室が住宅として賃貸されている
販売目的の建物の用途区分は共通対応課税仕入れに該当
するとの判断は、何件もみられますが、今回の事例では、納税
者は、購入時から空室で、賃料収入が一切発生せず、売却
時も空室だった部分は全居室数に対する各空室の数の割合
によって按分し、課税対応課税仕入れにすべきであると主張
しました。 
　裁判所は、用途区分の判定単位である個々の取引の対象
は、各建物の個々の居室ではなく、一棟の建物としての各建
物である。原告は、賃借人がいる状態で各建物を購入し、そ

の後、これを売却するまでの間、その賃料を収受したものであ
るから、各建物取引に係る各課税仕入れは、共通対応課税仕
入れに該当するものであり、課税対応課税仕入れに該当する
とは認められない。と判断しました。
 また、原告は、支払った家賃保証等は、空室が続くことによる
建物の売買代価の調整で「売上げに係る対価の返還等」
（消法３８）に該当すると主張しました。 
　裁判所は、家賃保証特約は、売買契約とは別個の特約で
あり、原告は、これにより新たな債務の負担を約したものであっ
て、その支払は、債務を履行したものであり、売買代金の額が
事後的に返還又は減額されたものとはいえないから、「売上げ
に係る対価の返還等」に該当するとは認められないと判断しま
した。 
≪検索方法≫ [詳細検索＞TAINSキーワードにて検索]
　　　　   　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２７３５

（税法データベース編集室：大高　由美子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.725 2025.06.12
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　複数回にわたり取得した外貨の円換算額の算定
は総平均法に準ずる方法が合理的！
（令０７－０２－０５　東京地裁　棄却　Ｚ８８８－２７４０）
　原告は、複数の預金口座で外貨通貨を保有し、平成２９年
から平成３０年にかけて、米国に所在する４つの不動産をドル
建てで購入するなどの複数の外貨建取引を行いました。本件
は、これら外貨建取引のうち不動産購入における為替差益の
額を算定する際の外貨取得時の円換算額の算定方法が争
われました。
　原告は、暗号資産の取得価額の計算を規定した所得税法
施行令１１９条の２第２項を根拠として、外貨の取得時の円換
算額の算定は個別法を用いるべきであると主張しましたが、東
京地裁は、納税者の主張を退けています。
　預入れ時の為替レートが異なる外貨が混在している場合に
おいて、払い出す外貨の取得時の円換算額をどのように算定

するかについては、法において直接の定めはないものの、外貨
の性質等を考慮し、基本的には、法定評価方法の中から、適用
すべき評価方法を採用するのが合理的である。
　所得税法は、２回以上にわたって取得した同一銘柄の有価
証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合
に係る有価証券の取得費等の計算に関して、総平均法に準ず
る方法を採用している。外貨も、有価証券と同様、取得費等が異
なっても一単位ごとに認められる権利や性質、価値などは基本
的に変わらないと認められ、２回以上にわたって取得した同一種
類の外貨について、為替差益の額を算定する際の取得時の円
換算額の算定においては、有価証券と同様に、単価を平均する
総平均法に準ずる方法を適用するのが最も合理的である。
≪検索方法≫ [詳細検索＞TAINSキーワードにて検索]
　　　　　   【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２７４０

（税法データベース編集室：草間　典子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.727 2025.06.26

今週の判決等(2025年4月～2025年6月収録）

　内縁関係にある者からの生活費・教育費等は婚
姻費用と判断・納税者勝訴！
（令０６－１２－１２　東京高裁　原判決変更、認容　Ｚ８８８－２７３４）
　この事案では、乙（控訴人）名義の預金口座に入金された
金員のうち、内縁関係にある甲が原資を出捐した金員（本件
各金員、平成２４年から平成２９年までに合計１億８６１３万円）
について、乙が甲から贈与により取得したものか、乙が甲から生
活費又は子供達の教育費等の婚姻費用分担義務の履行と
して受領したものかが争われました。原審（Ｚ８８８－２７２８）が
住居の賃料を除き贈与であると判断したことから乙が控訴しま
した。東京高裁では、乙と甲の内縁関係を認めた上で、次のと
おり判断し、贈与税の決定処分の全部を取り消しました。
 婚姻費用の具体的内容は、基本的には夫婦間の合意に
よって決せられることからすれば、夫婦の収入、資産状態等
によって規定される生活の程度や状態に応じて、当該合意
に基づいて個別にその該当性を判断するのが相当である。

　甲の生活状況からすると、本件各金員の入金の経緯とし
て、甲、乙及び両者の実子及び乙の連れ子の生活費・教育
費等に充てるためであったと認められ、乙や子供達の生活費
等は、婚姻費用分担義務の履行の範囲内の金員である。加
えて、本件各金員の相当部分は住民登録をしていないとの
理由から預金口座を開設できない甲のために使用されたもの
と推認されるのであり、多額の資産（約５０億円）を有する甲か
ら収入のない乙に対する婚姻費用分担の合意に基づく義務
の履行として不相当に過大である又は目的外で給付がされ
たものと認めることはできない。
　本件各金員は、甲から乙に対し合意に基づく婚姻費用分
担義務の履行として支払われたものであり、乙が甲から贈与
により取得した財産ではない。
≪検索方法≫ [詳細検索＞TAINSキーワードにて検索]
　　　　   　【ＴＡＩＮＳキーワード】　Ｚ８８８－２７３４

（税法データベース編集室：依田　孝子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.726 2025.06.19

ほう君
（法人税担当）
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日本法令が提供する書式集で、ビジネス文書 830、契約書式 250、内容証明

470、会社規程120、各種申請書670＋40（マイナンバー）が利用できます。
※利用に際しては、マイクロソフト社のWord、Excel などが必要になります。 

TAINSで使える便利な書式集

■労働基準監督署　・労働保険料徴収法等・労働基準法（監督等）・労働基準法（時間等）
・労働基準法（賃金等）・労働者災害保険法（業務災害等）・労働者災害保険法（通勤災害等）
・労働者災害保険法（遺族補償等）・労働安全衛生法等
■公共職業安定所　・労働保険料徴収法等・雇用保険法（適用等）・雇用保険法（給付等）
・雇用保険法（個人番号等）
■年金事務所　・健康保険法（適用等）・厚生年金保険法（共通の適用等）・厚生年金保険法（適用等）
■協会けんぽ　・健康保険法（給付等）
■税務署　・所得税法等・法人税法・消費税法・市区町村
■警察署　・道路交通法等
■国土交通省　・建設業に関するもの
■登記所（法務局）　・商業登記・不動産登記

・社内文書・社外文書
・税理士向け挨拶・通知文例
・メール文例
・英文メール文例

・社内書式
・従業員用書式
・支払調書該当者用書式
・委託先用書式

各種申請書
・届出書

ビジネス文書 マイナンバー
関連書式

・継続的売買取引・土地の賃貸借契約・建物の賃貸借契約・動産の賃貸借契約
・使用貸借契約・金銭貸借契約・抵当権、根抵当権・債権譲渡・仮登記担保設定契約
・動産譲渡担保契約・贈与契約・委任、委託契約・労働契約・請負契約・支配人選任契約
・経営委任契約・商取引開始から終了まで、その他・知的所有権契約・合併契約・株式譲渡契約
・営業譲渡契約・企業提携に関する契約・土地建物の売買契約、建物の売買契約
・近隣に関する契約・成年後見に関する契約・介護に関する契約

・土地の貸借・建物の賃貸
・不動産売買・金融取引
・その他の取引・会社の運営
・社会生活上のトラブル
・親族・相続

契約書

内容証明

・社員に関わる手続
・会社に関わる手続

事例別検索

・2017 年改正個人情報保護法の注意点
・最高裁判決からみるメンタルヘルス

ビジネスサポート
webセミナー

・経営・人事・総務関係規程
・業務・管理関係規程
・建設業の社内規程

　　　　　　　　　　

・2時間で分かる決算書の見方
・2時間でできる人事考課評定者トレーニング
・問題社員を見抜く 採用・面接の選考テクニック
・これだけは知っておきたい改正高年齢者雇用安定法
・正高年齢者雇用 ...

会社規程

ビデオライブラリ

　

 

◆コンサルティング業務委託契約書
◆退職金規程（R02.03）
◆一般労働者用モデル労働条件通知書
（常用、有期雇用型）(R06.02)
◆臨時株主総会議事録　
  資本準備金の資本組入れ（株式会社・増資）(R02.10)
◆金銭消費貸借契約書（汎用モデル〔一括払い〕）
◆株式譲渡契約書（譲渡側）
◆出向協定書
◆短時間労働者用モデル労働条件通知書
（常用、有期雇用型）(R06.02)
◆債権譲渡契約書
◆与信管理規程
  

　　　　　　　　　　

ダウンロードランキング

1位
2位
3位

4位

5位
6位
7位
8位

9位
10 位

　　　　　　　　　　　　　

2025.6.30現在
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　研修サイト「ＴＡＩＮＳ　ＭＯＶＩＥ」に下記のとおり新シリーズ「判例を読み解くＴＡＩＮＳ講座」を掲
載いたしました。
　ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オンデマンド研修を受講できます。
　また、この研修は税理士会が実施する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが
表示され、受講時間を登録することができます。
　本シリーズはいずれも受講時間が３０分以内となっており、通勤時間等のスキマ時間を利用して受
講・登録ができます。

判例を読み解くTAINS講座

売主は非居住者か否か　不動産売買と源泉徴収義務

不動産所得の必要経費　同族会社へ支払った業務委託料

      講師： 税理士 菅野真美（東京税理士会）
　２０２２年４月公開

　２０２２年４月～２０２３年 12 月

      講師： 税理士 梅野智子 (南九州税理士会 )
　２０２２年 5月公開

      講師： 税理士 額田朋子 ( 近畿税理士会 )
　２０２２年 7月公開

税理士による調査拒否が注意義務違反に　
　～損害賠償金額は３億円超～
節税目的で取得した不動産に総則６項を適用　
　～適用が認められる「特別の事情」とは～

      講師： 税理士 与北奈須夫 (近畿税理士会 )
　２０２２年 8月公開土地売買契約後に相続が開始した場合の財産評価　

　～合意解除は相続税に影響するのか～

        講師： 税理士 黒住茂雄 ( 中国税理士会 )
　２０２２年 9月公開ユニバーサルミュージック事件　

　～同族会社の行為計算の否認規定～

        講師： 税理士 兼平浩美 ( 東北税理士会 )
　２０２２年 10 月公開株式と貸付金が同時に法人へ遺贈された場合の非上場株式の評価

　～貸付金債務は負債計上すべきか～

        講師： 税理士 筏井陽子 ( 北陸税理士会 )
　２０２２年 11 月公開【移転価格税制】独立企業間価格算定における残余利益の分割方法の適否

　～日本ガイシ事件～

        講師： 税理士 木村紀代 ( 北陸税理士会 )
　２０２２年 12 月公開土地使用貸借契約が成立した後の不動産所得（駐車場収入）の帰属

　～使用貸借が節税策として利用された事案～

        講師： 税理士 菅野真美 ( 東京税理士会 )
　２０２３年 1月公開

        講師： 税理士 黒住茂雄 ( 中国税理士会 )
　２０２３年 2月公開

ポイント交換に伴って受けた金員が消費税の不課税とされた事例
　～消費税法上の「対価」の該当性～         講師： 税理士 梅野智子 ( 南九州税理士会 )

　２０２３年 3月公開

土壌汚染地の評価について         講師： 税理士 毛利修平 ( 四国税理士会 )
　２０２３年 4月公開

建具等の減価償却資産の区分
　～ユニットバスは建物か、器具備品か～         講師： 税理士 鈴木涼介 ( 東京税理士会 )

　２０２３年 5月公開

「１人飲み」交際費計上と重加算税
　～事実の仮装隠ぺいと認定された事案～         講師： 税理士 上西由香 ( 近畿税理士会 )

　２０２３年 6月公開

上場株式等の譲渡損失の損益通算・繰越控除と確定申告

興銀事件から考える
　～貸倒損失の認定において社会通念基準は有効か？～             講師： 税理士 渡邉信子 (関東信越税理士会 )

　２０２３年 7月公開

代理人の顕名がない贈与契約書の有効性
　～生命保険契約の保険料を誰が負担したのか～         講師： 税理士 与北奈須夫 (近畿税理士会 )

　２０２３年 8月公開

役員給与の不相当に高額な部分の金額 
　～実質基準が争点となった事例～         講師： 税理士 兼平浩美 ( 東北税理士会 )

　２０２３年 9月公開

給与所得を有する医師の洋画制作販売から生じた損失
　～「事業」の該当性が争点となった事例～         講師： 税理士 筏井陽子（北陸税理士会）

　２０２３年 10 月公開

【小規模宅地等の特例】成年後見人が事業の用に供していた土地
は特定事業用宅地等に該当するか？～生計一要件の該当性～         講師： 税理士 木村紀代（北陸税理士会）

        講師： 税理士 永井智子（千葉県税理士会）

　２０２３年 11 月公開

３棟の貸家が存する敷地の評価
　～評価単位と共用施設の取扱い～

　２０２３年 12 月公開
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判例を読み解くTAINS講座

TAINS MOVIE
（30分研修動画）

研修
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            講師： 税理士 渡邉信子  ( 関東信越税理士会 )

　２０２４年 7月公開
     講師： 弁護士 三木義一

土地建物一括譲渡の場合の対価の区分
   ～売買契約書における区分は「合理的」といえるか～

消費税の役務提供の内外判定
　～ツアー客向け商品販売を行う輸出物品販売場（免税店）が受ける役務の提供～

        講師：税理士 上西由香（近畿税理士会）

　２０２４年 6月公開
        講師： 弁護士 三木義一固定資産税の戦い方と課題（建物編）

相続税における債務免除控除と所得税における債務免除益課税

　２０２４年 8月公開

少額減価償却資産の取得価額の損金算入（一時償却）の可否
　～判定単位と金額基準～
交際費と福利厚生費
　～専ら従業員等の慰安のために行われた「感謝の集い」～

青色事業専従者給与の適正額とは？
　～内科医の配偶者が看護師である事例～

        講師：税理士 栁沢　徹（東京税理士会）
　２０２４年 9月公開

 

　２０２４年 10 月公開
     講師： 税理士 相髙佑介（北海道税理士会 )

最高裁令和４年判決後、非上場株式について　総則６項の適用
を判断した事例

就労継続支援Ｂ型の工賃について、仕入税額控除の可否が初めて争われた事案
　～消費税法２条１項８号の「対価を得て行われる」（対価性）があるか否か～

        講師：税理士 兼平浩美（東北税理士会）
　２０２４年 11 月公開

　２０２４年 12 月公開

　２０２５年 1月公開

        講師： 税理士 平井義一（東京税理士会）

        講師： 税理士 木村紀代（北陸税理士会）

　２０２５年 2月公開

相続財産となる不当利得返還請求権
　～被相続人の口座からの多額の現金出金～
太陽光発電システムを事業の用に供した日
　～用途に応じた個別の事実関係で判断～         講師：税理士 佐藤善恵（近畿税理士会）

　２０２５年 4月公開

        講師：税理士 草間典子（東京税理士会）
　２０２５年 3月公開
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            講師： 弁護士 三木義一

固定資産税（複合施設の評価）～複合構造家屋の経年減点補正率は「低層階
方式」か「床面積方式」かが争われた事例～

　２０２５年 5月公開

ふるさと納税と返礼品課税～返礼品に係る経済的利益の価額とは
（事業者調達価格）～         講師：弁護士 三木義一

　２０２５年 6月公開

        講師： 税理士 相髙佑介（北海道税理士会）

        講師： 税理士 堀尾博樹（名古屋税理士会）

みなし譲渡課税
　～取引相場のない株式の時価～

　２０２４年 1月公開

宗教法人の営むペット葬祭業は収益事業か
　～公益法人等の収益事業該当性～
工場で製造に使用されている冷蔵庫等の資産区分
　～パン工場の冷蔵庫は器具備品か～

　２０２４年 2月公開

　２０２４年 3月公開
        講師： 税理士 望月重樹（東海税理士会 )　

建築士等の無資格者に支払った報酬の源泉徴収義務 　２０２４年 4月公開
     講師： 税理士 黒住茂雄（中国税理士会 )

事前確定届出給与の要件　～過去の職務執行の対価か～　更
正処分をすべて取り消した裁決         講師：税理士 草間典子（東京税理士会）

　２０２４年 5月公開
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2025.夏 No.243

税法データベース収録情報一覧1

・裁決には、非公開裁決4,060件が含まれています。　　・情報公開法に基づき開示された情報数は10,666件です。　　　

2025.6.30現在　

2025.6.30現在　

2025.6.30現在　

所 得 税 法 人 税 相 続 税 消 費 税 他 国 税 地 方 税 そ の 他 計

判 決

裁 決

通 達

相談事例

その他文書

行政文書

計

6,439

2,456

3,636

2,024

0

87

14,642

3,496

1,785

4,690

4,503

0

209

14,683

1,634

1,339

2.205

3,194

0

1

8,373

393

560

754

2,478

0

25

4,210

817

254

22

127

0

10

1,230

401

48

0

2

620

0

1,071

887

1

239

407

182

2,327

4,043

14,067

6,443

11,546

12,735

802

2,659

48,252

2

3

収録期間

重要判決

裁　　決

判決・裁決

判　　決

昭和４０年以前

令和7年3月12日まで

非公開裁決は令和6年10月28日まで

裁決事例集は昭和４５年から

最新判決は令和7年4月17日まで

税務訴訟資料は昭和４１年から
国　税

収　録　期　間

その他

判決・裁決は、原則として、税務訴訟資料及び裁決事例
集により編集しますが、それ以外は、判決書・裁決書・雑
誌・裁判所及び税務大学校のホームページによります。

   日税連税法データベース会員数一覧

会 別

東 京
東 京 地 方
千 葉 県
関 東 信 越
近 畿
北 海 道
東 北
名 古 屋
東 海
北 陸
中 国
四 国
九 州 北 部
南 九 州
沖 縄
小 計
そ の 他
合 計

2,422 
653 
242 
609 

1,282 
233 
342 
482 
385 
198 
340 
192 
339 
271 
75 

8,065 
243 

8,478 

73 
10 
4 
15 
10 
2 
7 
10 
8 
6 
9 
2 
7 
7 
0 
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個人会員 法人会員

■発行日／2025年7月15日（VOL.31 通巻第243号）
■発行所／一般社団法人日税連税法データベース
■編集・発行人／清田　明弘　
■住　所／〒141-0032東京都品川区大崎1-11-8
　　　　　日本税理士会館3F
　　　　　TEL.03-5496-1195　FAX.03-5496-1298
■Mail：info@tains.or.jp
■HP：https：//www.tains.org

研修会のお知らせ

TAINS 2025年夏号　　

　　研修会のお知らせは決定次第、TAINSホーム
　　ページの「お知らせ」にてご案内いたします。
　　



2025.夏 No.243 21
だより



22 だより

2024.秋 No.240

より使いやすく、サービスも充実して
TAINSはパワーアップしました！！

TAINS（税理士情報ネットワークシステム）は、 日税連のもと税理士がつくる税理士のためのデータベースとして運用更新され

ています。 税務に関する判決、 裁決通達をはじめ、 通常では入手が難しい課税庁内部資料も多数収録されています。 また検索結

果から提携出版社のデータベース、 国税庁、 国税不服審判所ホームページなど横断検索も可能。 

TAINS は今回のリニューアルでさらに使いやすく進化しました。 新しくなった検索画面で、 初めての方でも確実に目的の情報に
たどり着けます。 ぜひTAINSにアクセスして信頼のデータベースTAINSをご活用ください。

リニューアルして、使いやすい検索機能
便利な横断検索もできます

オンデマンド研修が無料で受講できる
30分研修動画で旬の判例・裁決を解説

TAINSだけで見られる
行政文書や非公開裁決を掲載

TAINSなら、日本法令の
Japplic 書式集が利用できます

情報公開法による開示情報として取得した課税庁の内部資料や
税理士会会員相談室への相談事例などの実務に役立つ情報に
素早くアクセスできます。

TAINSで検索を行うと国税庁・国税不服審判所のホームページと、
率効 ！ 索検に時同も報情の内スーベターデ社他・次目誌雑務税るす連関

的に情報収集が可能です。
受講時間が３０分以内となっており、通勤時間等のスキマ時間を利用し
て受講・登録ができます。

日本法令のJapplic 書式集が使い放題 !
株主総会議事録や、各種契約書・内容証明のひな形など、日本法令が
提供する業務に役立つ書式集も使い放題です。



※消費税の会計処理は次の通りです。個人会員・月払い〔会費 1,000 円 ( 不課税 )、利用料 926 円 ( 税別 )〕/ 個人会員・年払い〔会費 12,000 円 ( 不課税 )、利用料 9,260 円
　( 税別 )〕/ 法人会員・月払い〔会費 2,000 円 ( 不課税 )、利用料 1,852 円 ( 税別 )〕/ 法人会員・年払い〔会費 24,000 円 ( 不課税 )、利用料 18,520 円 ( 税別 )〕

「タインズ」で検索、ホームページから是非ご入会下さい。

■ 

30 分研修動画では実務に役立つ判例・裁決
を解説。もちろん、研修時間に算入されます。
ぜひ、ご利用下さい。

〒141-0032　東京都品川区大崎1-11-8　日本税理士会館3F

https://www.tains.org
Mail: info@tains.or.jp




